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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年１１月７日（水）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　５時４分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員
委 員 長 山本善信  副委員長 三宅秀明  委　　員 三好義治
委　　員 野口　博  委　　員 村上英明

１．欠席委員
なし

１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長　寺田正一 同室次長　中岡健二 同室参事　南野邦博
同室参事兼政策推進課長　有山　泉
同室参事兼人権室長兼人権推進課長　藤原堅太郎
秘書課長　井口久和 同課参事　橋本英樹 政策推進課参事　山口　猛
人事課長　山本和憲 人権室女性政策課長　牛渡長子
総務部長　奥村良夫 同部次長兼総務防災課長　杉本正彦
同部参事兼財政課長　宮部善隆　　同部参事兼市民税課長　寺本敏彦
総務防災課参事　小原幹雄 法制文書課長　奥　幸市 情報政策課長　東角泰典
市民税課参事　柳瀬順一 固定資産税課長　入倉修二 同課参事　中西利之
納税課長　布川　博 同課参事　高元譲二 工事検査室長　角田猛志
会計管理者　小寺芳政 会計室長　阿久根俊二 同室長代理　寺西義隆
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　杉浦　徹
同局次長　川上孝也 同局参事　豊田拓夫
消防長　稲田晴彦 消防本部次長兼消防署長　石田喜好
同本部次長兼総務課長　浜崎健児　同課参事　明原　修 予防課長　水田謙二
警備第１課長　北居　一 同課参事　池澤弘員 警備第２課長　本山　勝

　　同課参事　樋上繁昭

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　野杁雄三 同局主査　中井真穂

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第５号　平成１８年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○山本善信委員長　ただいまから総務常

任委員会を開会します。理事者からあい

さつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。皆さ

んにはこのたびの総務常任委員ご就任、

大変ご苦労さまでございます。また、本

日はお忙しい中、総務常任委員会をお持

ちいただきまして、大変ありがとうござ

います。

　本日は、平成１８年度一般会計歳入歳

出決算認定の件所管分ほか１件について

ご審査を賜るわけでございますけれども、

何とぞ慎重審査の上、ご認定賜りますよ

うよろしくお願いいたします。

　一たん退席いたしますけれども、在庁

いたしておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○山本善信委員長　あいさつが終わりま

した。本日の委員会記録署名委員は三好

委員を指名します。

　審査の順序につきましては、まず最初

に、認定第１号所管分の審査を行い、次

に、認定第５号の審査を行うことに異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、認定第１号、

平成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち、総務部等に係る部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジ、款１、市税、項１、市民税、目１、

個人は、前年度に比べ９．０％、３億９

５１万４，６８６円の増額となっており

ます。これは老年者控除の廃止などによ

り課税所得が増額となったことや定率減

税の縮減などによるものでございます。

　目２、法人は、前年度に比べ１８．９

％、４億４，３３７万１，００５円の増

額となっております。これは主要企業の

収益回復により法人税割が増額となった

ことによるものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ４．２％、３億７，３

００万５，８６４円の減額となっており

ます。これは評価替えに伴い、土地につ

いては土地下落による路線価の見直し、

家屋については従来分の家屋の減価によ

りそれぞれ評価減となったことなどによ

るものでございます。

　項３、軽自動車税、目１、軽自動車税

は、前年度に比べ３．２％、２２３万５，

９５０円の増額となっております。

　項４、市たばこ税、目１、市たばこ税

は、前年度に比べ２２３．９％、１４億

１，６９９万２，３９０円の増額となっ

ております。

　項５、都市計画税、目１、都市計画税

は、前年度に比べ５．４％、９，１６８

万６，３５８円の減額となっております。

　３０ページ、款２、地方譲与税、項１、

所得譲与税、目１、所得譲与税は、前年

度に比べ１１４．１％、３億４，１２７

万１，０１６円の増額となっております。

これは平成１８年度三位一体改革による

国庫補助負担金の廃止・縮減の財源とし

て移譲されたものでございます。

　項２、自動車重量譲与税、目１、自動

車重量譲与税は、前年度に比べ０．６％、
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９３万２，０００円の減額となっており

ます。

　項３、地方道路譲与税、目１、地方道

路譲与税、目１、地方道路譲与税は、前

年度に比べ２．１％、１０６万３，００

０円の減額となっております。

　款３、利子割交付金、項１、利子割交

付金、目１、利子割交付金は、前年度に

比べ２４．７％、２，０９８万８，００

０円の減額となっております。

　款４、配当割交付金、項１、配当割交

付金、目１、配当割交付金は、前年度に

比べ４３．３％、２，００８万３，００

０円の増額となっております。

　款５、株式等譲渡所得割交付金、項１、

株式等譲渡所得割交付金、目１、株式等

譲渡所得割交付金は、前年度に比べ９．

１％、５２１万円の減額となっておりま

す。

　款６、地方消費税交付金、項１、地方

消費税交付金、目１、地方消費税交付金

は、前年度に比べ３．１％、２，９４１

万９，０００円の増額となっております。

　款７、ゴルフ場利用税交付金、項１、

ゴルフ場利用税交付金、目１、ゴルフ場

利用税交付金は、前年度に比べ４．０％、

１１万５，２９８円の減額となっており

ます。

　３２ページ、款８、自動車取得税交付

金、項１、自動車取得税交付金、目１、

自動車取得税交付金は、前年度に比べ１．

２％、２４４万１，０００円の減額となっ

ております。

　款９、地方特例交付金、項１、地方特

例交付金、目１、地方特例交付金は、前

年度に比べ１３．８％、６，５２６万１，

０００円の減額となっております。

　款１０、地方交付税、項１、地方交付

税、目１、地方交付税は、前年度に比べ

５．６％、１，７０４万９，０００円の

減額となっております。

　款１１、交通安全対策特別交付金、項

１、交通安全対策特別交付金、目１、交

通安全対策特別交付金は、前年度に比べ

７．５％、１４９万１，０００円の増額

となっております。

　３４ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目１、総務使用料は、

庁舎施設等使用料が収入されております。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料は、税務諸証明手数料、税務督

促手数料などが収入されております。

　５２ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金は、府税徴

収事務委託金が収入されております。

　５４ページ、款１６、財産収入、項１、

財政運用収入、目１、財産貸付収入は、

土地貸付収入でございます。

　目２、利子及び配当金は、財政調整基

金などの各種基金利子収入でございます。

　款１７、寄附金、項１、寄附金、目１、

寄附金は、競艇寄附金、一般寄附金が収

入されております。

　５６ページ、款１８、繰入金、項１、

特別会計繰入金、目１、財産区財産特別

会計繰入金は、市場池などの貸付収入の

一部などで１，２０５万７，６００円の

繰り入れとなっております。

　項２、基金繰入金、目１、財政調整基

金繰入金は、財政調整基金から６億５，

８２７万３，０００円を取り崩し、繰り

入れたものでございます。

　目２、減債基金繰入金は、減債基金か

ら１億４，５００万円を取り崩し、繰り

入れたものでございます。

　目４、公共施設整備基金繰入金は、公

共施設整備基金から８００万円を取り崩

し、繰り入れたものでございます。

　目５、総合福祉会館再整備基金繰入金

は、総合福祉会館再整備基金を廃止し、
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１４億５，０６５万５，９９６円を繰り

入れたものでございます。

　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算

金及び過料、目１、延滞金は、市税延滞

金となっております。

　項２、市預金利子、目１、市預金利子

は、各課の前渡資金に係る預金利子でご

ざいます。

　５８ページ、項３、貸付金元利収入、

目３、家屋被害復旧資金貸付金元金収入

は、家屋被害復旧資金貸付金償還金でご

ざいます。

　項４、雑入、目１、雑入の主なものと

いたしましては、大阪府市町村振興協会

交付金、水道事業会計からの収入などで

ございます。

　続きまして、７０ページ、款２０、市

債、項１、市債につきましては、目１、

民生債は、借換債、目３、土木債は、交

通バリアフリー施設整備事業債及び借換

債、目５、教育債は、小学校校舎整備事

業債及び借換債など、目６、市民税等減

税補てん債は、恒久的減税等による減収

額の補てんのため起債したもの、目７、

臨時財政対策債は、普通交付税の不足分

の振り替えとして起債したものとなって

おります。

　款２１、繰越金、項１、繰越金、目１、

繰越金は、９，８９６万２，８２９円で、

その内訳は繰越事業充当財源が４，８８

７万３，０００円、平成１７年度決算剰

余金が５，００８万９，８２９円となっ

ております。

　続きまして、歳出でございますが、７

８ページからの款２、総務費、項１、総

務管理費、目１、一般管理費の主なもの

につきましては、８２ページ、節１１、

需用費のうち消耗品費、総務防災課分は、

市全体の一般事務用品の購入経費など、

また、法制文書課分は、印刷用紙、書籍

追録代などでございます。

　８４ページ、節１２、役務費のうち通

信運搬費、情報政策課分は、インターネッ

トに係る通信経費などでございます。

　節１３、委託料は、市例規集委託料な

どを、節１４、使用料及び賃借料は、Ｏ

Ａ機器の借上料などを執行しております。

　８６ページ、節１９、負担金、補助及

び交付金は、電子自治体推進協議会負担

金を執行いたしております。

　８８ページ、節２８、繰出金、財政課

分は、児童手当に係る水道事業会計への

繰出金を執行いたしております。

　目２、文書広報費のうち総務部等に係

ります主なものは、節１２、役務費で、

市全体の郵送料などの通信運搬費を執行

いたしております。

　９０ページ、目３、会計管理費は、会

計室の出納事務に係る経費でございます。

　目４、財産管理費は、庁舎や車両の維

持管理経費などを執行いたしております。

その主なものといたしましては、節１３、

委託料で、庁舎清掃管理業務、庁舎総合

管理などの委託経費を執行しております。

　９２ページ、目５、車両管理費は、各

課管理車両の事故賠償金を執行いたして

おります。

　９６ページ、目１０、電子計算費は、

節１３、委託料で、システム支援委託料

やシステム改造委託料などを、節１４、

使用料及び賃借料で、電子計算機レンタ

ル料や固定資産評価システム借上料など

を執行いたしております。

　１０２ページ、目１６、財政調整基金

費から１０４ページ、目１９、土地開発

基金費までの各基金費につきましては、

剰余金、利子等をそれぞれの基金に積み

立てたものでございます。また、１０２

ページの目１７、公共施設整備基金費に

つきましては、総合福祉会館再整備基金
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の積み替え分を積み立てております。

　１０４ページ、項２、徴税費につきま

しては、目１、税務総務費から１０６ペー

ジ、目２、賦課徴収費で、税務事務に関

する経費を執行いたしております。

　次に、２０２ページでございます。

　款８、消防費、項１、消防費、目４、

災害対策費では、地域防災計画修正業務

委託料のほか、防災資機材の整備や防災

無線システム、防災演習など防災対策に

係る経費を執行いたしております。

　続きまして、２４６ページでございま

す。

　款１０、公債費、項１、公債費、目１、

元金は、前年度に比べ３０．０％、１８

億９，４７１万９，３３５円の減額となっ

ております。

　なお、借換債を除く実質ベースでは、

前年度に比べ３２．２％、１８億４，３

９１万９，３３５円の減額となっており

ます。

　目２、利子では、前年度に比べ１５．

５％、１億４，７００万５，７２６円の

減額となっております。

　最後に、款１１、諸支出金、項２、繰

出金、目１、公共施設整備基金繰出金に

つきましては、公共施設整備基金からの

借入金に係る元金償還金及び利子償還金

でございます。

　目２、総合福祉会館再整備基金繰出金

につきましては、総合福祉会館再整備基

金からの借入金に係る元金償還金及び利

子償還金でございます。

　款１２、予備費、項１、予備費、目１、

予備費につきましては、１，８６４万９，

６００円を充当いたしております。その

内容は、款２、総務費、項１、総務管理

費、目１、一般管理費で、退職手当金に

１，１６３万３，９３７円、目５、車両

管理費で、交通事故に係る賠償金に１０

７万８，８５０円、款３、民生費、項１、

社会福祉費、目１、社会福祉総務費で、

火災などによる災害見舞金に２９２万円、

項５、災害救助費、目１、災害救助費で、

被災者に対する食糧費に６万２，５３３

円、款８、消防費、項１、消防費、目１、

常備消防費で、破損した消防用ホース購

入に１４５万４，０４０円、款９、教育

費、項５、社会教育費、目３、青少年対

策費で、学童保育室の緊急修繕に１５０

万２４０円を充当いたしております。

　以上、総務部等の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○山本善信委員長　次に、寺田市長公室

長。

○寺田市長公室長　引き続きまして、平

成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算

のうち、市長公室に係る部分につきまし

て、目を追って主なものについて、補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

歳入歳出決算書の３４ページ、款１３、

使用料及び手数料、項１、使用料、目１、

総務使用料、男女共同参画センター使用

料は、摂津市立男女共同参画センター・

ウィズせっつの施設使用料でございます。

　４４ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金、統計

調査費委託金は、事業所・企業統計調査

や工業統計調査などに係る委託金でござ

います。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金、人権

相談事務費補助金は、人権相談員等に係

ります補助金でございます。

　５２ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金、人権啓発活動委託金は、人

権啓発活動事業全般に係ります事業委託

金でございます。

　５６ページ、款１７、寄附金、項１、
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寄附金、目１、寄附金、この寄附金につ

きましては、人権推進課と政策推進課で

収入したものでございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入、雑収入につきまして

は、秘書課分といたしましては、平成１

８年度から市広報紙に広告を掲載をいた

しました広告掲載収入でございます。人

事課分として、臨時非常勤職員等雇用保

険個人掛金は事務処理上、市が保険料を

一括して支払うため、対象者から個別に

徴収しました掛金を収入としたものでご

ざいます。

　退職手当水道事業会計負担金は、退職

手当を一般部局と水道事業会計との勤続

年数で按分し、精算したもので、昨年よ

り２，２５９万９，１３０円の増収とな

りましたのは、平成１８年度は７名が該

当しており、昨年度より６名増加があっ

たことによります。

　派遣職員給与等負担金は、大阪府後期

高齢者医療広域連合との派遣職員の取り

扱いに関する協定書に基づき、同広域連

合より派遣職員の給与等を負担いただい

たものでございます。

　なお、雑収入には、ほかに、政策推進

課、女性政策課に係ります収入がござい

ます。

　次に、歳出でございますが、一般会計

全体に係ります人件費関係の決算でござ

いますが、決算概要２０ページの給与費

決算額調書に記載いたしておりますとお

り、平成１８年度に支出いたしました給

与費の総額は７０億８６６万４，３６２

円で、前年度に比べ２．９％、１億９，

５９６万２，７９８円の増額となってお

ります。

　給与費の内訳といたしましては、報酬

で２億８，６８７万８，９００円、給料

で２８億７，６８０万４，２７６円、職

員手当等で２９億８，５８１万２，５２

７円、共済費で８億５，９１６万８，６

５９円の執行となっております。

　そのうち給料では、前年度に比べ１．

７％、４，９３０万４，４０３円の増額

となっており、これは退職不補充等によ

る職員数の減員があっものの、給料月額

の３％、または２％を減額いたしており

ましたが、措置の期間完了に伴い復元し、

増額となったものでございます。

　職員手当等では、前年度に比べ９．０

％、２億４，６６６万８２９円の増額と

なっておりますが、これは地域手当支給

率の減などより、退職手当以外の諸手当

の合計は、前年度に比べ１億７，９５２

万５，５９７円の減額となりました。一

方、退職手当が９億３，８６６万３，９

３７円の執行で、前年度に比べ８３．２

％、４億２，６１８万６，４２６円の増

額となったことによるものでございます。

　報酬では、前年度に比べ９．４％、２，

９６０万５，８９０円の減額となってお

ります。これは国勢調査実施に係ります

調査員報酬が、平成１７年度に執行され

たことなどによるものでございます。

　次に、人件費以外の内容を一般会計歳

入歳出決算書によりご説明を申し上げま

す。歳出の主なものといたしましては、

決算書７８ページ、款２、総務費、項１、

総務管理費、目１、一般管理費、報酬で

は、人事課の公務災害補償等認定委員会

委員報酬と産業医報酬を支出しておりま

す。

　８０ページ、報償費は、秘書課分とし

て、市の対外的な記念品費用、人事課分

は、職員研修の講師費用が主なる支出で

ございます。

　８２ページ、需用費及び８４ページ、

役務費につきましては、業務執行上必要

な経費として支出したものであり、いず

－6－



れも必要性を十分精査し、執行に努めて

まいったところでございます。

　委託料につきましては、秘書課分とし

て、派遣職員による秘書業務委託料、人

事課分として、職員の健康管理に係る職

員健康診断委託料、係長級昇任試験等の

試験問題作成委託料や職員の階層別研修

を管理職養成等研修委託料で執行をいた

しております。

　８６ページ、負担金、補助及び交付金

の主なものといたしましては、人事課に

係る職員の教養研修費負担金と職員厚生

会補助金でございます。

　８８ページ、目２、文書広報費で、秘

書課分の主なものといたしましては、広

報せっつ並びにお知らせ版の発行に係る

執行経費のほか、市制４０周年を記念し

て発行いたしました市勢要覧や２年ごと

に更新をしております公共施設案内用市

内地図の発行経費とホームページ更新等

に係る経費でございます。

　９２ページ、目６、企画費につきまし

ては、政策推進課の事務執行に係る経費

のほか、市民の皆様から要望が多く、検

討を続けてまいりました公共交通網整備

に係る施設を巡回するバスを運行する委

託料と、市制４０周年記念事業に係る経

費でございます。

　次に、９６ページ、目１２、女性政策

費、報償費につきましては、大阪人間科

学大学、大阪薫英女子短期大学のご協力

のもとに実施いたしておりますせっつ女

性大学や市民に参加いただいております

女性政策推進市民懇話会等に係る経費で

ございます。このほか、男女共同参画社

会を目指すための経費が主なものでござ

います。

　また、９８ページ、目１３、男女共同

参画センター費につきましては、摂津市

立男女共同参画センター・ウィズせっつ

の管理、運営に係る経費でございます。

　１０２ページ、目１５、諸費、負担金、

補助及び交付金で、主なものといたしま

しては、摂津市人権協会補助金、財団法

人大阪府人権協会分担金を執行いたして

おります。

　１１４ページ、項５、統計調査費、目

１、統計調査総務費は、統計に係ります

事務経費でございます。

　また、１１６ページ、目２、指定統計

調査費は、主なものといたしましては、

平成１８年度に行いました事業所・企業

統計調査や工業統計調査などに係る経費

でございます。

　以上、市長公室の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○山本善信委員長　稲田消防長。

○稲田消防長　認定第１号、平成１８年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、

消防本部所管事項につき、目を追ってそ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３８ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項２、

手数料、目５、消防手数料は、危険物設

置許可及び検査手数料、並びに罹災証明

書発行等諸証明手数料でございます。

　５２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、消

防ヘリコプター運営補助金でございます。

　６７ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入の消防団員退職報償費

は、１０名の退職者報償金、近畿道救急

業務実施市町村交付金は、近畿自動車道

救急出動等交付金でございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

９４ページ、款８、消防費、項１、消防

費、目１、常備消防費の節９、旅費は、

救急救命士養成等教育派遣及び職員研修

派遣などでございます。
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　節１１、需用費は、消防活動業務用品、

防火衣や活動服等貸与被服の購入、及び

緊急情報システム交換部品等の購入、並

びに女性消防職員採用に伴う消防庁舎の

改修、消防車両の修繕など維持管理費で

ございます。

　１９６ページ、節１２、役務費は、一

般加入回線や専用回線電話代等の通信運

搬費、救急救助活動用高圧ガス製造施設

検査料及びボンベ充てん手数料、並びに

車両の保険料などでございます。

　節１３、委託料は、消防庁舎の清掃及

び庁舎設備等の保守管理や高度救命用資

機材保守管理、並びに指令業務緊急情報

システム保守管理などでございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、消防本

部庁舎の土地借り上げ、及び隔日勤務職

員仮眠用寝具の借り上げなどでございま

す。

　１９８ページ、節１５、工事請負費及

び節１８の備品購入費は、鳥飼出張所配

備の救助工作車の更新経費などでござい

ます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防ヘリコプター運営負担金及び救急救

命士養成派遣や職員教育派遣負担金並び

に消火栓新設・修理負担金などでござい

ます。

　続きまして、２００ページ、目２、非

常備消防費の節１、報酬は、３３７名の

消防団員報酬でございます。

　節８、報償費は、１０名の消防団員退

職報償金などでございます。

　節９、旅費は、延べ２１２名の消防団

員火災出動旅費及び訓練や歳末非常警戒

並びに消防出初式等の費用弁償でござい

ます。

　節１１、需用費は、消防団活動に係る

貸与被服などの購入及び消防団所管の消

防ポンプ自動車６台、小型動力ポンプ積

載車２３台などの維持補修費でございま

す。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

消防団員等公務災害補償等共済基金の掛

金及び消防団屯所の補修や消防車両更新

等に対する消防施設整備費補助でござい

ます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本善信委員長　杉浦局長。

○杉浦監査委員、選挙管理・公平・固定

資産評価審査委員会事務局長　認定第１

号、平成１８年度一般会計歳入歳出決算

のうち、公平委員会・固定資産評価審査

委員会・選挙管理委員会・監査委員事務

局が所管いたしております項目につきま

して、目を追って補足説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入でございますが、４４ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金の選挙費委託金は、

在外選挙人名簿登録事務に係る委託金で

ございます。

　５２ページの款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金の選挙費委

託金は、平成１９年４月８日執行の大阪

府議会議員選挙に係る委託金で、第１回

分として平成１８年度に交付されたもの

でございます。

　続きまして、歳出でございますが、９

４ページの款２、総務費、項１、総務管

理費、目８、公平委員会費及び目９、固

定資産評価審査委員会費につきましては、

各委員の報酬並びに事務的な経費でござ

います。

　１１２ページの項４、選挙費、目１、

選挙管理委員会費につきましては、委員

の報酬及び事務的経費でございます。

　１１４ページの目２、府議会議員選挙

費につきましては、平成１９年４月８日

に執行されました大阪府議会議員選挙に

－8－



係る平成１８年度執行の経費で、主なも

のといたしましては、人件費のほか、節

１１、需用費では、選挙事務用品や啓発

物品の購入費、入場整理券、啓発チラシ

の印刷代、節１２、役務費では、入場整

理券の郵送料、節１３、委託料では、ポ

スター掲示場設営委託料、期日前投票所

の設営委託料、節１８、備品購入費では、

計数機の購入などとなっております。

　次に、１１６ページの項６、監査委員

費、目１、監査委員費につきましては、

委員の報酬及び事務的な経費が主なもの

でございます。

　以上、簡単でございますが、決算の補

足説明とさせていただきます。

○山本善信委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　村上委員。

○村上委員　おはようございます。

　議員にならせていただきまして初めて

の総務常任委員会ということであります

ので、しっかりとまた、勉強しながらこっ

ちもやっていきたいと思いますけれども、

ことし１年、またよろしくお願いいたし

ます。

　まず、１番目なんですけれども、これ

認定第１号の決算書２８ページの方から

先に質問をさせていただきたいと思いま

す。この中で、款１、市税、項１、市民

税、目１、個人、節２、滞納繰越分とい

うのが計上されております。この中で普

通徴収ですね、これについては自営さん

等々の方からの徴収ということなんです

けれども、これが平成１７年度、この滞

納分として８，１８８件計上で、この平

成１８年度につきましては８，３９３件

ということで２０５件、パーセントにし

て２．５％の増ということにもなってお

ります。実は特別徴収、サラリーマンの

方等々からの徴収というふうに聞いてお

るんですけれども、これにつきましても

平成１７年度につきましては８５６件、

それから平成１８年度につきましては９

１９件ということで、これらにつきまし

ても、前年度より６３件ふえているとい

うような現状でもございます。その中で

法人市民税については、この滞納繰越分

が減ということではあるんですけれども、

この普通徴収、それから特別徴収につい

て平成１７年度よりも増ということにも

数字を見ればなっておりますので、この

市税につきましては、やはり全体的に申

し上げますと地域社会の、この費用を住

民が、それぞれ所得に応じて負担すると

いう、基本的には地方税法等々からきて

おるということなんですけれども、そう

いう中で、この滞納繰越分につきまして

解消に向けてかなりご努力はされている

というふうに思うんですけれども、その

辺の解消への現状の取り組みにつきまし

て、それからまた、今後どうしていくん

だということも踏まえて、この２点につ

いてお聞きしたいというふうに思います。

　２点目なんですけれども、これも決算

書の同じ２８ページなんですけれども、

項２、固定資産税、目１、固定資産税、

それから節２、滞納繰越分ということで、

これも繰り越しの件なんですが、この中

で固定資産税・都市計画税につきまして

も前年度と比較しまして３９３件という

ことでパーセントにしても９％増加して

おるということでございます。しかしな

がら、その中で軽自動車税については前

年度、平成１７年度よりも減っているの

は減っているんですけれども、平成１６

年度から比べますと１３９件ふえている

というようなことでございます。そういっ

た中で、この固定資産税・都市計画税で

すね、また、軽自動車税についても、こ

の滞納繰越分についての、この解消とい

－9－



う旨を受けましての、この現状の取り組

み、それからまた、今後の考え方につい

てお聞きをしたいと思います。

　それから、決算書の５９ページなんで

すけれども、款１９、諸収入、それから

項４、雑入、それから目１、雑入、節１、

雑収入ということで、先ほどもちょっと

ご説明がございましたけれども、この広

告掲載料というのが掲載をされておりま

す。その中で、この当初予算につきまし

ては２０１万６，０００円が計上されて

おりまして、その決算につきましては１

９３万２，０００円ということで収入率

９６％ということであるんですけれども、

これにつきましては、もともと自主財源

を確保するということを目的というふう

にも聞いておりますので、この予算に至

らなかったという、そういう理由なり考

え方につきましてご説明をお願いしたい

というふうに思います。

　それから、次は決算概要の方なんです

けれども、３４ページでございます。こ

の中に職員健康管理事業ということで、

職員健康診断委託料というので決算額と

しましては約６００万円というのが決算

されているということでございます。こ

れにつきましては昨年度よりも約１１万

円減となっているということでございま

すけれども、この中で正職員の方の受診

人数、それから比率についてお聞きした

いと思います。

　それから、５点目なんですけれども、

これも決算概要３４ページでございます

けれども、創造的人材育成事業、その中

で管理職養成等研修委託料というので決

算額約２１９万円というのが執行されて

おります。これらにつきまして、この研

修の内容については、この事務報告書に

も記載をされておるわけですけれども、

この１７年度等々と比較いたしまして、

新規分、また継続の研修についてお聞き

したいというふうに思います。

　それから６点目なんですけれども、こ

れも決算概要の３５ページでございます。

これは専門能力開発向上事業、教養研修

費負担金ということで決算額約１５６万

円というのが執行されておるわけですけ

れども、これは予算に対して執行率が７

８％ということになっております。これ

も平成１７年度につきましても、ほぼ約

７８％執行ということですので、その辺

の理由ということもちょっとお聞きした

いというふうに思います。

　それから、７番目なんですけれども、

決算概要の３８ページですね、地域情報

化事業ということで、決算額が約５１６

万９，０００円ですね、執行率というこ

とで９９．４％と、ほぼ計画どおりとい

うことになっておるわけですけれども、

この中で事務報告書の６１ページにも記

載をされておるんですけれども、この庁

内のＬＡＮ端末につきまして４４５人に

対して３６７台であるというような数字

も載っておりました。したがいまして、

１人１台は割り当てられていないという

ことで、単純計算でいきますと１．２人

の方で１台を使用しているというのが現

状でございます。この現状について、ど

ういうふうに認識をされておられるのか

というのをお聞きしたいと思います。

　それから、８点目なんですけれども、

決算概要の３８ページなんですけれども、

広報事務事業ということで決算額１，７

８５万８，３０５円というのが計上され

ております。この中で広報せっつ１５日

号ということであるんですけれども、こ

れも事務報告書に書いてあったんですけ

れども、発行部数が３万２，０００部で

あるということの中で、この平成１８年

３月末の世帯につきましては約３万６，
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０００世帯ということで、約４，０００

の乖離があるということで、基本的には

この広報せっつというのは市民の皆様方

に市の政策なり、今の取り組み状況等を

お知らせするというふうな、そういうふ

うなものだというふうに認識しておるん

ですけれども、この数字を見ますと、全

世帯に行っていないなという思いがしま

すので、その辺の約４，０００の乖離差

につきまして、どのようにお考えになっ

ているのかということをお聞きしたいと

思います。

　それから、決算概要の３９ページなん

ですけれども、情報公開事務事業、情報

公開審査会委員報酬ということで、これ

決算額８万９，７００円というのが計上

されております。このどういう委員の方

がなられているのかということと、報酬

を出されたということで審査が行われた

というふうに思うわけですけれども、ど

ういう審査内容であったのかというのを

お聞きしたいと思います。

　それから、１０番目なんですけれども、

決算概要の４０ページでございます。こ

れは庁舎管理事業、光熱水費というのが

決算額で３，９５９万５，８３３円とい

うのが計上されております。これは平成

１７年度決算と比較しますと約６０万円

減ということで、また、平成１６年度決

算と比較しましても２６０万円の減とい

うことで、かなり光熱水費の削減にご努

力されているのかなと、そういうふうに

思っているわけですけれども、具体的な

取り組み内容についてお聞きしたいとい

うふうに思います。

　それから、決算概要の４１ページでご

ざいます。市立集会所管理事業、修繕料

ということで決算額といたしまして５５

１万９３８円というのが計上されており

ます。これ１７年度決算と比較いたしま

して約１１万円の増ということでござい

ますけれども、この平成１６年度決算と

比較いたしますと２３４万円の増額になっ

ているんではないかというふうに思って

おります。その修繕、この平成１８年度

どういう内容の修繕であったのかという

ことと、その集会所の箇所数をお聞きし

たいというふうに思います。

　それから、１２番目なんですけれども、

決算概要の４１ページでございます。市

立集会所管理事業、それから集会所器具

費ということで、これ予算１５万円計上

されておりますけれども、決算額ゼロと

いうことでございます。そういった中で

どういう計画で、この予算計上をされた

というか、お考えをお聞きしたいと思い

ます。

　それから、１３番目なんですけれども、

決算概要の４６ページでございます。女

性大学開催事業というのが決算額といた

しまして４０万５６０円計上されておる

わけですけれども、その中で参加人数で

すね、この平成１８年につきましては約

９４名の方が増加されるということで、

比率にいたしまして１．３倍ということ

の増加でございます。その増加につきま

しての取り組み内容についてお聞きした

いというふうに思います。

　それから、１４番目なんですけれども、

決算概要の４９ページでございます。人

権啓発指導員雇用事業、人権啓発指導嘱

託員報酬ということで、決算額といたし

まして約４１４万円が計上されておるわ

けですけれども、これにつきまして、ど

ういう方々をメンバーとされているのか

と、どういう啓発指導をされているのか

というのをお聞きしたいと思います。

　１５番目なんですけれども、これはちょっ

と確認なんですが、決算概要の５７ペー

ジですね、府議会議員選挙事業というこ
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とで、執行率が７９．８％ということで

ございます。これは府議会議員選挙とい

うのは１８年度の、平成１９年３月３１

日の告示で、この３１日から期日前投票

が始まったということで、年度をまたが

るということなんですけれども、この執

行率の残の部分が、この１９年度に執行

されるのかというのを確認をさせていた

だきたいというふうに思います。

　それから、１６番目なんですけれども、

決算概要の１２０ページでございます。

救急活動事業の中で印刷製本費の決算額

がゼロということで、予算に対して決算

がゼロということですので、その辺で理

由をお聞きしたいと思います。

　それから、１７番目なんですけれども、

決算概要の１２３ページでございます。

防災対策事業ということで、地域防災計

画修正業務委託料というのが決算額で約

９７８万２，０００円ほど計上されてお

るわけですけれども、この修正計画の内

容と、どういう理由があって修正された

のかというのをお聞きしたいと思います。

　それから１８番目なんですけれども、

決算概要の１２３ページでございますけ

れども、防災資機材及び備蓄用品整備事

業というのが決算額といたしまして約３

００万円というのが計上されております。

そういった中で、この平成１７年度と比

較いたしまして、約７０万円とですね、

倍率にいたしまして１．３倍なんですけ

れども、増額していると。それから平成

１６年度と比較いたしましても１．５倍

という形で増額しております。そういう

形でどういう事業であったのかというの

をお聞きしたいと思います。

　それから、１９番目なんですけれども、

これは事務報告書の１１ページでござい

ますけれども、公共施設案内の中で市内

地図改訂版ということでございます。こ

れが、この事務報告書の中では１万５，

０００部作成されているということでご

ざいますけれども、この１万５，０００

部の配布、また活用方法についてですね、

どういう形でされたのかというのをお聞

きしたいと思います。

　１回目は以上でございます。

○山本善信委員長　はい、杉本次長。

○杉本総務部次長　質問の１０番目の光

熱水費のところからご答弁させていただ

きます。光熱水費が若干減になっており

ます。これについての原因と、どういう

節約をしたのかということでございまし

た。光熱水費につきましては、確かに年々

若干ではございますが、減少しておりま

す。もちろんそういう省エネ等のことの

意識というのも一つの理由かとは思いま

す。ただ、大きいと思われますのが平成

１６年から電力料金の自由化というのが

ございまして、その中で契約電力を非常

に細かく見直すという作業を総務防災課

でやっております。契約電力量が小さく

なれば、それだけ料金も少なくなるとい

うことでございますので、そういった理

由で電気料金が相当下がったということ

が大きな理由ではないかなと思っており

ます。

　ただ、今後、電気の消費量等につきま

しても空調機器が相当経年劣化を起こし

てきておりますので、今後適切なメンテ

ナンス等に努めてまいりまして、また、

できるだけその使用量を減らしたい。ま

た、ただことしの夏なんかのように非常

に暑い時期になりますと、そのまた使用

量が若干増加しているという傾向がござ

いますので、引き続き、その節約にも努

めてまいりたいと考えております。

　次に、集会所の管理のところでござい

ます。修繕内容と箇所数ということでご

ざいますけれども、集会所につきまして
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は１８年度で大きい修理、屋根、外壁塗

装、トイレの改修、室内の大きな改修と

いったもので９箇所で約４５０万円を使っ

ております。その他、集会所、相当古く

なっておりますので水回り、雨戸、かぎ

とか、そういったフェンスの修理である

とか、そういった小修繕が２６件ござい

まして、これで９７万５，５４３円とい

うことでございます。集会所につきまし

ては予算がふえているというお問いもご

ざいましたけれども、平成１６年に集会

所の施設全般をどの集会所がどの程度傷

んでいるかということを調査いたしまし

た。これを踏まえまして、年間の予算額

の枠ではありますけれども、できるだけ

早期の修繕をしていこう、外壁とか屋根

とか機能を維持するための最低限の修繕

は前倒しでもやっていこうということに

決めまして、できるだけ与えられた予算

の中で使えるだけ使ってやっていくとい

うふうな考え方をしてやりましたので、

若干１７年度以降に予算がふえたという

ことでございます。

　集会所の器具費でございますけれども、

確かに今年度は器具費使っておりません。

１８年度は使っておりませんけれども、

集会所の器具費と申しますのは、当初、

集会所を設置いたしましたときに市で買

いました器具について、それが使用に耐

えなくなった場合に使うということで、

各管理者の方からのご要望に応じて支出

するようにしております。１８年度につ

いては特にいすとか備品関係がつぶれた

ということではなかったので、そういう

支出をしていないということでございま

す。

　続きまして、地域防災計画の見直しの

関係でございます。地域防災計画につき

ましては平成１２年に前回、見直しをか

けまして、それ以降、約６年たっており

ます。３年、４年ぐらい前の議会でもさ

まざまなご議論をいただきまして、東南

海・南海沖地震への対応であるとか、そ

ういったものがいるのではないかといっ

たいろんなご意見がございまして、年次

を追って、我々としても修正をかけてま

いりますとお約束をさせていただいてお

りまして、こういった中でいろんな法律、

最近、防災に関しては非常にいろんな法

律や国の方針等が出てまいっております

ので、そういったことも踏まえた改正と

いうことで、例えば、先ほど申しました

東南海・南海沖地震の防災対策計画、そ

れから例えばつい先日も国が発表してお

りましたけれども、地震被害想定等がど

んどん出てまいりますので、そういった

ものに対する対応、また、本市もつくり

ましたけれども、ハザードマップ、浸水

ハザードマップ等をつくっておりますの

で、これに防災計画も適合させるといっ

たこと。また、最近の直近の災害等に対

しての問題点等、例えば災害廃棄物の処

理の問題、こういったものについても取

り組んでおります。詳細はまた、見てい

ただけたらありがたいなと思いますし、

ぜひご一読をいただきたいと思うのであ

りますが、そういったことで見直しをか

けさせていただいたということでござい

ます。

　それから、防災資機材の増額の理由で

ございますけれども、これは１８年度に

ＡＥＤの導入を図り出しました。総務防

災課としては２台を購入いたしておりま

す。幸いなことに日赤の方でご寄附を５

台いただきましたので、昨年度について

は、そういう導入分２台の増額というこ

とで、参考までに今年度については、あ

と５台を予定して、もう既に配備をして

おります。教育委員会の中学校配備分は

別ではございますが、本市公民館等への
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配置について予算措置をして、また若干

の増額となっておるかと思います。

　総務防災課所管分については、以上で

ございます。

○山本善信委員長　東角課長。

○東角情報政策課長　それでは、平成１

８年度事務報告書６１ページにあります

ＯＡ機器管理事業についてお答えを申し

上げます。これは地域情報化事業ともも

ちろん関連があるものでございますが、

庁内ＬＡＮに接続されておりますパソコ

ンは委員のおっしゃいますとおり３６７

台であります。それに対して庁内で使わ

れる職員の数４４５名、これは水道部の

職員及び消防出張所、保育所、幼稚園、

小・中学校の職員を除いております。こ

れで計算しますと、この数字上は８割ほ

ど行き渡っているような形には映ります

が、現実はネットワークに３６７台ある

うち管理職には１人１台体制ができてお

りますが、一般の職員につきましては、

掲載されております２６４台のうち６０

台が財務会計システムで使われておりま

すので、現実は２０４台しかございませ

ん。そうなってきますと一般の職員につ

きましては５人で３台を使っておりまし

て、４割の方が使えていない状況にござ

います。また、中身につきましては５３

０台のうち１９９８年のパソコン、いわ

ゆるＷｉｎｄｏｗｓ９８のパソコンでご

ざいますが、これが３９０台で８０．２

％を占めておりまして、現実的には新し

いソフトウエアなどに対応するのが非常

に難しい状況にあるかと思います。ただ、

これまでの厳しい財政事情がございまし

たので、経費節減の面から機器の耐用年

数は普通六、七年でございますが、財政

課とも調整を図りながら現在１０年目に

突入しておるのが約８割でございます。

これも職員の皆様方が節約に協力をいた

だいて経費削減に努めていただいておる

おかげと考えております。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　おはようございます。

人事課に関係いたします３点のご質問に

ついてご答弁を申し上げます。質問番号

で申しますと４番ということになります

が、職員健康管理事業の健康診断の委託

料に関するご質問でございます。この委

託料につきましては、一般健診１次、２

次の健診がございます。また、腰痛・頸

肩腕障害の特別健診なり、職員採用にお

ける健康診断等々の経費を執行しており

ます。ご指摘のように平成１８年度につ

きましては、１７年度と比べまして約１

１万円の減額になっております。その要

因といたしまして、一般健診につきまし

ては約１０万円の増額でございましたが、

その他の健診につきまして約２０万円な

り２１万円の減額になったためでござい

ます。また、一般健診における正規職員

の受診者数と受診率でございますが、１

７年度は職員７６４名に対しまして５２

４名、６８．６％、平成１８年度につき

ましては７５６名中、５０１名で６６．

３％になっております。ただ、人間ドッ

クのみを受診していただく職員もおりま

す。人間ドックと一般健診を合計いたし

ますと平成１７年度は７４０名受診いた

だきまして９６．８％、平成１８年度に

つきましては７１６名、９４．７％とい

うことになっております。未受診者の中

には育児休業等々で受診できない方もご

ざいます。受診可能な方で受診をされな

い方につきましては本市看護師等が適時

指導をいたしているというところでござ

います。

　質問番号の５番目で、創造的人材育成

事業の管理職養成等の研修委託料でござ

います。平成１８年度で１７年度と比べ
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何を新たに実施したのかということでご

ざいますが、事務報告書の２１ページを

ご参照いただければ幸いでございます。

そちら２１ページの方に表題といたしま

して、研修種別、３番目に研修内容等々

を記載をさせていただいております。ま

ず、管理職の方々の研修でございますが、

新たに実施させていただいた研修は２番

目の考課者研修並びに、その次３番目の

新任課長級の研修でございます。続きま

して、課長代理級の方々に対する研修で

新たにさせていただいたのは、２番目の

コーチング研修という内容でございます。

一般職の方々につきましては５番目にご

ざいます自治体法務入門研修と６番目の

政策形成基本研修を実施いたしました。

　また、専門職員研修におきましては、

徴収事務担当者の研修会、並びに環境問

題職員の研修会をさせていただきました。

派遣研修におきましては、一番下段に載っ

ております折衝能力向上研修ということ

を新たに実施させていただいております。

　続きまして、６番目の専門能力開発向

上事業の執行率についてでございますが、

この事業につきましては市民の多種多様

なニーズに対応していくため、専門的な

知識を習得、向上していくことを目標に

事業を執行いたしております。予算組み

の考え方といたしまして、各課から要求

がありました派遣研修の内容を人事課の

方でヒアリングをさせていただき、精査

後、予算計上をさせていただいておりま

す。また、人事課といたしまして、全課

の予算を人事課の方で計上いたしており

ますので、急な法令改正等々のため不測

の事態が起こる場合もございますので、

その辺、全体を加味しながら人事課の方

で一括計上をさせていただいております。

　予算執行率につきましては各課におい

て当初予定しておられた研修が日程の都

合、業務の都合等々で行けなかった。ま

た、研修先が当初見込みより近場であっ

た。また、類似の研修がございまして、

より安価な研修に行っていただいた等々

によるものであるというふうに考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

○山本善信委員長　藤原参事。

○藤原市長公室参事　人権啓発指導嘱託

員についてでありますが、選定基準につ

きましては内規を持っております。その

内規を満たす方について、１年間の任期

でもって市長が委嘱をいたしております。

主な業務についてでありますが、人権問

題の啓発推進について、あるいは職員、

市民団体、市内企業等からの相談を受け

たアドバイス、それと「人権なんでも相

談」というのがございまして、それの担

当、それと研修会や講座等の講師業務な

どであります。勤務につきましては、現

在３名いらっしゃるんですけれども、お

一方、１週間で２．５日の勤務でありま

す。ただ、行事とか研修、あるいは講師

業務等が入れば勤務については適宜業務

に支障がないように勤務を変更してもらっ

ているということであります。

　例としまして、平成１８年度、講師業

務で４５回行っていただいております。

延べ１，５６４人の方に聴講をしていた

だいております。３名の方が交代で行っ

ているんですけれども、主担、副担で平

均的な勤務ではないんですけれども、全

員が講師業務にも努めているということ

です。

○山本善信委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、女性政

策課所管の女性大学開催事業に係るご質

問にご答弁申し上げます。

　女性大学の参加人数増加への取り組み

内容ということでございますが、女性大

学参加者延べ人数の増加につきましては、
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平成１７年度３１名のご入学者であった

ものが、平成１８年度につきましては４

１名の入学者がございまして、５月の開

講から１２月の卒業まで計１３回の講義

を延べにして３８６名に受講をいただい

たものでございます。参加者増への取り

組みとしましては、多くの市民の皆様に

受講いただけますよう身近なテーマから

女性問題について考えていただけますよ

うに毎年工夫をしておりまして、平成１

８年度につきましてはテーマに少子・高

齢化社会を取り上げました。その結果、

子育て中の女性や介護問題に関心を寄せ

ておられる方など、幅広い年齢層の市民

の方に受講をいただくことができたもの

でございます。

○山本善信委員長　布川課長。

○布川納税課長　個人市民税及び固定資

産税・都市計画税並びに軽自動車税の滞

納繰越分の件数についてご質問について

ご答弁申し上げます。

　平成１８年度におけます市府民税の普

通徴収及び特別徴収並びに固定資産税・

都市計画税、また、軽自動車税の滞納繰

越分消し込み状況でございますが、委員

ご指摘のとおり増加しております。この

市税消し込み処理件数は各金融機関から

送付されておりまして、領収済み通知書

を処理した枚数でございます。分割納付

など一部納付分を含んでおる件数でござ

います。増加の主な原因は平成１８年度

税制改正などによる市民税の課税などの

課税額の増加等により分割納付を希望さ

れる納税者がふえたことが原因と考えて

おります。

　次に、滞納整理事務でございますが、

納期限後に督促状や催告状を郵送し、そ

の後、電話や臨戸訪問による納税交渉を

重ねております。そして、納税交渉に応

じない不誠実な滞納者に対しましては財

産調査を実施し、差し押さえ等の滞納処

分を執行しております。

○山本善信委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、私の方か

ら広報に関しましての質問にお答えいた

します。

　まず、歳入の広告掲載料についてです

が、今年度、広報紙の有料広告掲載は、

先ほど委員からおっしゃいましたように、

自主財源の確保を目的に平成１８年度か

らスタートしました。１５日号、広報せっ

つの２面、３面の下２段を使って１回に

つき４枠の広告スペースを確保し、年間

４８枠で見込みましたところ、応募が４

６枠にとどまり、マイナス２枠となりま

した。１８年度の広告社数の内訳としま

しては、市内事業者関係で１０社、その

内訳としまして１年間を通しての申し込

みが３社、年４回掲載が１社、残り６社

が１回ずつの掲載でした。広告掲載につ

いては広告主との需給の関係で成り立つ

ものですが、１９年度も同額を見込んで

おります。引き続き、当初予算の４８枠

の広告確保に努めていきたいと考えてお

ります。

　続きまして、広報紙の発行部数につい

てです。広報せっつ１５日号は、これま

で自治会のご協力を得て各家庭に配布し

ております。それに伴う必要部数とその

ほか駅、公民館など公共施設に配置する

分を含めて３万２，０００部の印刷です。

世帯数との約４，０００部の差につきま

しては、現在の配布体制の中で配布しき

れない状況にあること、いわゆる在庫を

避ける意味からも予算執行上、必要最小

限度を見込んでの印刷としております。

　続きまして、市内公共施設の地図です。

市内公共施設の地図につきましては、１

６年度に作成したものを見直し、発行し

ております。見直し内容につきましては
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市内医療機関の移転や新旧の見直し、バ

ス路線図、特に鳥飼方面の公共施設巡回

バスの新路線図、福祉会館の閉館などの

見直しを行って、１万５，０００部を発

行しております。それらの配布につきま

しては、まず、市役所の市民課の窓口で

転入者向けへの配布、それと公民館や図

書館、市民サービスコーナーなど、公共

施設でも受け取れる体制で配布しており

ます。

○山本善信委員長　豊田参事。

○豊田選挙管理委員会事務局参事　私か

らは府議会議員選挙事業に係ります残額

について、ご説明させていただきます。

　これは単年度予算ということで、予算

編成をやらせていただいておりますので、

この残額につきましては不用額になって

おります。それにつきましては繰り越し

等についてはいたしておりません。予算

時期におきましても、選挙期日が確定し

ていないなどのことから若干多い目に予

算編成をさせていただいたところでござ

います。執行に当たりましては精査しな

がら執行させていただきますので、この

残額となったものでございます。

○山本善信委員長　本山課長。

○本山警備第２課長　それでは１６番目

の決算概要の救急活動事業の印刷製本費

の未執行についてですが、この印刷製本

費は、救急事案で特に社会的に影響のあ

るような多重衝突の交通事故とか、特異

な災害など、記録する必要があると思わ

れるものを記録しておるものでありまし

て、そのような事例がなかったというこ

とで今回、未執行というふうになってお

ります。

○山本善信委員長　奥課長。

○奥法制文書課長　情報公開事務事業に

かかりますものについてお答えいたしま

す。情報公開の審査委員会の委員構成な

んですが、大学教授の方が２名、それか

ら弁護士の方が２名、それから市議会議

員経験者の方が１名、合計５人でござい

ます。それから、審査内容につきまして

は、摂津都市計画道路事業千里丘三島線

に係る用地明細の公開請求がございまし

て、これに対しまして、一部公開をいた

したんですが、それに対して異議申し立

てがありましたので、その件につきまし

て審議をいただきました。それで３回審

査会を開いていただきまして、そこで出

席が延べ１３名ということで６，９００

円の１３名で８万９，７００円というこ

とになったものでございます。

○山本善信委員長　はい、村上委員。

○村上委員　どうもご答弁ありがとうご

ざいます。

　先ほど、１番目、２番目に申し上げま

した滞納繰越分についてなんですけれど

も、やっぱりこれ市税が全体から見ます

と、この収入の中で約３分の２を占めて

いるということで、かなりこの市税とい

うものにつきましては、この歳入面では

ウエイトが大きいというふうに思ってお

ります。そういった中で、例えば滞納繰

越分を合計しますと２億１，２００万円

ぐらいになるのではないかというふうに

思っておりますけれども、これは逆に考

えれば、今回、平成１８年度決算につき

ましては１０年振りに経常収支比率が１

００を切ったというようなことなんです

けれども、ほぼその実質収支額額に匹敵

するような、この滞納繰越額であります

ので、その辺で、今後しっかりと、また

そういう滞納繰越分につきましては取り

組んでいっていただきたいなという思い

もあるのとですね、また、他市におきま

して、例えば今、地域で広がりつつある

と思うんですけれどもコンビニさんです

ね、そういうところの収納業務というの
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が、他市でも若干ふえつつあるんではな

いかというふうに思っております。そう

いった中で、このコンビニ収納につきま

して、今、若干は取り組みをされている

というふうに思うわけでございますけれ

ども、コンビニ収納になれば逆に身近な

ところで、この納税ができるのではない

かなと。今、コンビニさんにつきまして

は、現金が即おろせて、その横にこうい

う収納できるような端末機もございます

ので、そういうことを活用できれば、こ

の滞納分も若干減って現年分がまたふえ

ていくのではないかと、そういうふうに

思っているわけですけれども、そういっ

たとこで、今このコンビニ収納に向けて

取り組みをされているというふうに聞い

ておるんですけれども、その中で現状と

大体おおむね、もしわかればこの辺を目

途にということで、そのスケジュールに

ついてお聞きしたいというふうに思って

おります。

　３点目に質問させていただきました広

告の掲載料の件でございます。今、ご答

弁がありましたけれども、当初４８枠だっ

たのが、現実には４６枠になったという

ことでございます。そういった中で、こ

の掲載の会社数につきましても１０社と

いうことでございますので、広告を見た

限りにおきましては、ちょっと大きな会

社ではないかというふうに思っておるわ

けでございます。そういった中で、この

広告の掲載料につきまして、この広報せっ

つの有料広告の掲載要綱というところに、

掲載料ということで、４万２，０００円

というのが計上されておるわけなんです

けれども、この単価設定の考え方につい

てお聞きしたいというふうに思います。

　それから、４点目の件でございますけ

れども、この職員の健康診断の委託料の

件でございます。この市としての受診、

また人間ドック等々を含めますと、平成

１７年で９６．８％、平成１８年につき

ましても９４．７％ということで若干で

はありますが下がっているというような

こともございます。しかしながら、先ほ

どのご答弁の中で育児休暇、また業務等

の関係でということもご答弁があったわ

けですけれども、基本的には行政といた

しまして、やはりこの職員の方々の健康

管理というのは十分確保するべきではな

いかなと、そういう意味で、この受診率

というのはやっぱり１００％に持ってい

くべきではないのかなと、そういうふう

に思っておるわけですけれども、そういっ

た中で今後の、この受診についての考え

方につきまして再度、お聞きしたいとい

うふうに思います。

　それから、５番目に質問させていただ

きました管理職の養成等研修委託料の件

でございます。先ほど事務報告書を見な

がら新規等々の研修を教えていただいた

わけなんですけれども、これ昨年と比較

いたしまして１．５倍の決算額になって

いるというふうに思うんですけれども、

新規がかなりふえてきたということで、

私は認識しておるんですけれども、今後

の研修のあり方につきましてお考えをお

聞きしたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

　それから、６番目に質問させていただ

きました教養研修費の負担金の件でござ

います。これにつきましては市民の多様

なニーズ等々、そういう対応できるよう

な形の専門的な研修を受講していただい

ているということで、これ執行率につき

ましては急な法改正等々に対応できるよ

うにということで、若干の分を見込んで

おられたということと、また、あと研修

につきましても同様な研修があれば安価

の方、また近距離のところに行っていた
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だいたということでの執行率であると思

います。これにつきましても、この研修

につきましても昨年よりは若干ではあり

ますけれども、１０％ほど増額というこ

とにもなっておりますので、これについ

ても今後の考え方ですね、この研修のあ

り方についてお聞きしたいと思います。

　それから、７番目なんですけれども、

地域情報化事業の件で、先ほどＬＡＮ端

末に関しましてのご答弁があったわけで

すけれども、先ほどのご答弁の中で結局

は５人に３台しか今いっていないという

現状でございます。これに対してはやっ

ぱり今、国の方でもｅ－Ｊａｐａｎなり、

また、一昨年だったでしょうか、ｅ－Ｊ

ａｐａｎ２というのが、そういう戦略が

出たということもございます。そういっ

た中では、やはり電子自治体を目指して

いこうということもありますし、また、

その中でセキュリティの向上というのを

言われておるわけですけれども、やっぱ

り今のこの社会情勢の中で、やっぱり１

人１台というのは基本ベースで考えてい

くべきじゃないのかなと、そういうふう

に思っておりますので、その辺で台数の

確保について今後またしっかりと、また

財政等々を見据えながらやっていってい

ただきたいと、そういうふうに思います。

　そういった中で、先ほどもちょっとご

答弁の中でありましたＷｉｎｄｏｗｓ９

８ということで１０年経過していると、

これが端末台数でいくと８０％あるとい

うことで、本当にかなりの数だなと、そ

ういうふうに思っております。そういっ

た中で、私も現実、会派の中で使ってい

るわけですけれども、やっぱり時折固まっ

てしまうような現状もかなりございます

ので、その辺のＯＳの交換について、ど

ういうふうに考えておられるのかという

のを再度ちょっとご答弁をお願いしたい

というふうに思います。

　それから、８番目の広報事務事業の件

でございますけれども、先ほど広報せっ

つ１５日号の件で質問をさせていただき

ました。現実的には自治会配布、また公

共施設等々には置いておられるというこ

とでございますけれども、その中で公民

館等々、私も二、三か所回ってみますと、

やっぱりこの１５日、ちょっと前ぐらい

になりますと残の数がやっぱり一けた、

もしくは足らないような公共施設もあっ

たように見受けられます。そういった中

で、かなりこの公共施設等々からですね、

この広報せっつというのは結構見ていた

だいているんだなと、そういうふうに思

うわけではあるんですけれども、現実、

この数字から見ると全世帯には行ってい

ないということでございます。

　したがいまして、この広報せっつにつ

きましても毎年大体４月ぐらいには、今

年度の予算内容とか、ことしは６月につ

いてはこの健康づくりですね、「摂津み

んなで体操三部作」、そういったものを

掲載されておりますので、より多くの方

にやっぱり読んでいただけるというのが、

この広報としての仕事というか、目標じゃ

ないのかなと、そういうふうに思うわけ

でございます。そういった中でより多く

の方には見ていただけるようなというこ

とで、今、１日号ですね、お知らせ版に

つきまして、今、全戸配布がされておる、

その中で、次の１５日号の、例えば概要

を掲載するとか、そういうことをすれば、

さらに見ていただけることができるので

はないかなと、そういうふうに思うわけ

でございますけれども、これについてど

ういうお考えを持っておられるのかとい

うのをお聞きしたいと思います。

　それから、９番目の情報公開の審査委

員会の報酬の件でございます。５名の方
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で今回は１議案で３回開催をされたとい

うふうにお聞きしました。これにつきま

しても今後また、これについてはしっか

りと、また情報公開という今、社会の流

れの中でしっかりと、これについてはやっ

ていっていただきたいと、そういうふう

に思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それから、１０番目の庁舎の光熱水費

の件でございます。先ほど電力の自由化

とか、契約電力量の見直し等々、それか

ら職員さんのご努力によりまして結局、

毎年ここ数年、この光熱水費については

下がっているということでございます。

そういった中で今、特に壁面緑化という

のがかなり各地域、広がりつつあると思

うんですけれども、この庁舎の壁面緑化

についてもちょっと考えていってはどう

かなと、そういうふうに思っておるわけ

でございます。そういった中で、この壁

面緑化の考え方について、どういうもの

をお考えなのかということをお聞きした

いというふうに思います。

　それから、１１番目なんですけれども、

集会所の修繕料でございます。先ほど屋

根とかトイレとかで９箇所ということで、

あと雨戸関係、また水回り関係というこ

とで、この１８年度につきましては修繕

をされたということでございますけれど

も、この今５１か所ですかね、集会所が

あるわけでございますけれども、この今

後、やっぱり年数がかなり経過していく

ということでやっぱり老朽化というのは

かなり進んでいくのではないかなと、そ

ういうふうに思うわけでございます。そ

れとあとこの少子・高齢化ということで、

かなり高齢の方がふえていくというふう

に思われますので、この修繕も含めてバ

リアフリーの対策ですね、この集会所に

つきまして、どういうお考えを持ってお

られるのかというのをお聞きしたいと思

います。

　それから、もう１点、集会所の器具費

なんですけれども、これは集会所を設立

したときに市で購入したものがあるとい

うことなんですけれども、具体的にどう

いうものなのか、その備品ですね、名前

をちょっとお聞きしたいのが１点ですね。

それとあとエアコンとか、そういうもの

につきましては地域の方で基本的には設

置するというふうに私も聞いておるわけ

なんですけれども、この中でやっぱりま

だ、エアコンが整備をされていない集会

所というのが時折見受けられます。現実、

夏場なんかでも催し物をされているとき

にも窓を開けてされているとかいうこと

も現状ではあるわけですけれども、やっ

ぱりこういう社会情勢の中でよりよい集

会所ということに向けまして、エアコン

等の器具費の設置につきまして若干の補

助的なものを考えてはどうかと、そうい

うふうに思うわけでございますけれども、

その辺の考えにつきまして、ちょっとご

答弁をお願いしたいというふうに思いま

す。

　それから、１３番目の女性大学の件で

ございます。平成１７年で３１名、それ

から平成１８年で４１名の方が入学され

たというふうにお聞きしておりますけれ

ども、この中で、この平成１８年度、新

規の受講者数についてお聞きしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

　それから、人権の人権啓発指導嘱託員

報酬の件でございます。人権につきまし

ては３名で、１人、一日２．５日という

形で稼働していただいているということ

でございます。年間で１，５６４名の方

が受講をされたというふうに思いますけ

れども、この中でどういう年齢構成かに

ついて、もしわかればお聞きしたいと思
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いますので、よろしくお願いいたします。

　それから、１５番目なんですけれども、

府議会議員の選挙事業の執行率の件でご

答弁をいただきました。この平成１９年

度につきましてしっかりと金額を精査し

ていただいて、しっかりと執行していた

だくようにお願いしたいというふうに思

います。それと若干ちょっとずれるかも

わからないんですけれども、このことし

の７月２９日に参議院議員の選挙がござ

いました。そういった中で、この投票用

紙の読み取り機を２台使われてされたと

思うんですけれども、もしご答弁をいた

だけるならばのことなんですが、どうい

う形で、この導入について、時間の短縮

とか人数の短縮ということがあったのか

というのをお聞きしたいと思います。

　それから、１６番目の救急活動につい

てでございます。今、ご答弁の中で特に、

この多重衝突とか、そういう必要なもの

がなかったということで執行はされなかっ

たということではあるんですけれども、

この救急に関しまして、今、うちの中で

は３台の救急車があるというふうに聞い

ております。その中で、この第１救急、

第２救急、第３救急の件数についてお聞

きしたいと思います。

　それから、１７番目の地域防災の件で

ございます。平成１０年に１回修正をさ

れて、それを受けて今回、改正をされた

というふうに聞いております。そういっ

た中で、先ほどのご答弁の中でハザード

マップとか、防災計画が適合できるよう

にということで見直しをされたと、それ

から被害想定等々も見直しをされたとい

うことでございますけれども、３年前に

新潟県中越地震が起こりまして、それ以

降、若干この災害について各紙掲載のも

のが少なかったんですけれども、先週の

金曜日ですか、再度新聞の方に防災等の

掲載をされまして、この震災につきまし

て市民の皆さんは少し意識がちょっと高

まったというような形の中で、今、この

避難所につきまして、私はどこの避難所

に避難したらいいですかというのは基本

的には地域の方で決めているというとか、

行政としてはどうのこうのというのでは

ないというふうにお聞きしたんですけれ

ども、そういった中、基本的には近くの

避難所ということになるわけでございま

す。そういった中では、やはり校区を越

えないといけないような避難所も、また、

その地域の方もあると思いますので、そ

の辺の避難所設定の考え方についてお聞

きしたいと思います。もしその辺で、ど

うしてもやっぱり近所の一番近い避難所

にしてくださいねという形になれば、ま

た、そういう内容のものを広報せっつ等々

でお知らせするのも一つの策ではないの

かなと、そういうふうに思いますので、

これ市民の方の不安を少しでも払拭して

いこうというような思いで、ちょっと話

をさせていただきましたので、その辺の

お考えをちょっとお聞きしたいと思いま

す。

　それから、１８番目ですね、防災資機

材の件でございます。この金額等につき

まして、ＡＥＤを総務で２台ですか、平

成１９年で５台の確保ということで金額

が上がっているということでございます。

この防災資機材につきましては、今、食

べ物関係も一定の行政として備蓄をして

いただいているということなんですけれ

ども、今、大阪府の方では、この震災が

起きたとき等々にコンビニさんとの提携

を何かされたのか、今進めておられるの

かというお話も聞いたことがございます。

そういった中である程度、この防災に関

しまして資機材も、行政としては市民の

命を守るという観点で一定のものは確保
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しなければいけないとは思いますけれど

も、この防災、来年来るとか、再来年来

るとかという確定的なものではないので、

そういう不確定なものに対しまして、あ

る程度お金を抑制できることはないのか

なと、そういうふうに思いまして、例え

ばですね、コンビニさんとの提携もそう

なんですけれども、市内の商店さんとか、

各あとほかの事業所さん、会社さん等々

ですね、提携をされまして、いざという

ときになったら何か物資をくださいねと

いうような形の提携というのが一つ策と

してあるのではないかなと、そういうふ

うに思うわけでございますけれども、こ

の辺について、どうお考えなのかという

のをお聞きしたいと思います。

　それから、これ最後１９番目なんです

けれども、市内地図の件でございます。

今この１万５，０００部の活用につきま

しては市民課等々の前で転入の方用とか、

また公共施設に置かれているということ

なんですけれども、この１万５，０００

部というのは数字的にはかなりちょっと

大きいのではないかなと、そういうふう

に思うわけでございます。

　それとあとちょっとお聞きしますと、

平成８年ですかね、作成されて、全戸配

布をしたと、平成８年というふうにお聞

きいたしました。そういう中で、今この

先ほどの防災の絡みもあるんですけれど

も、この地図につきましては避難所とか、

あと公共施設等々が掲載をされておりま

すので、その辺で再度、この市民の方に

そういうことを知っていただくという意

味で全戸配布というのを一度考えてはい

かがかなと、そういうふうに思いますの

で、その辺のお考えについてお聞きした

いと思います。

　２回目、以上でございます。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　それでは、人事課に関

係いたします３点についてご答弁申し上

げます。質問番号４の職員健康管理事業

の件でございますが、事業の今後の考え

方と受診率の考え方というご質問だった

と思います。この事業につきましては労

働安全衛生法等に基づきまして、職員へ

の健康診断等々の実施につきましては、

事業者としての責任が明記をされており

ます。今後とも担当といたしましては、

法令に基づきます事業者責任は果たして

いかなければならないというふうに考え

ております。

　続きまして、受診率に関するところで

ございますが、委員ご指摘のように、そ

ういう事業者としての責任が明記されて

いるということであれば、当然１００％

を我々も目指していきたいということで

ございます。先ほどの答弁で平成１８年

度は人間ドックとあわせましても約９５

％でございました。約４０名の方が受診

をされておられないという状況でござい

ます。人事課におります看護師を通じて

個々人に、翌年度には必ず受診するよう

にということで指導をしておりますが、

場合によりましては私も直接指導をして

まいりたいというふうに考えております。

　続きまして、質問番号５番、６番につ

きまして、一括でご答弁をさせていただ

ければと思います。まず、５番目の創造

的人材育成事業の決算額１．５倍になっ

ているという点でございますが、先ほど

ご説明をいたしましたように新規の研修

を何本かさせていただいております。そ

の関係で決算額が約１．５倍になってい

るということでございます。専門能力開

発向上事業の研修でございますが、こち

らの方も約１割増になっております。こ

ちらの方、派遣研修を中心に実施してお

りますので、派遣研修に行かれた職員が
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平成１８年度につきましては２９４名、

昨年度は２４６名でプラスの４８名とい

う延べの人数でございますが、増加をし

ております。そういう関係で執行率、執

行額につきまして増加をしております。

　両事業の今後の考え方でございますが、

平成１７年度に摂津市人材育成の基本方

針という冊子を作成させていただきまし

た。この基本方針に目指す職員像として

五つの内容を掲載しております。人事課

といたしまして職員適正化計画により職

員が減になるということからいたします

と、職員の能力、個々の能力向上、スキ

ルアップは当然必要になってくるという

ふうに考えております。

　その観点からも含めまして、この両事

業とも今後とも継続してまいりたいとい

うふうに考えていますので、よろしくお

願い申し上げます。

○山本善信委員長　杉本次長。

○杉本総務部次長　そうしましたら私の

方から光熱水費の関係で壁面緑化のとこ

ろからお答えしたいと思います。壁面緑

化の有効な手段ということで、よく話題

になるんですけれども、本市でも環境対

策課が中心になりまして各小学校や、ま

た環境センターにおいてそういう取り組

みをされているというふうに聞いており

ます。本庁につきましては、庁舎の規模、

構造、また最近、大分地震で傷んだやつ

の、そのメンテナンスの問題等から若干

導入するのは難しいのではないかなとは

考えておりますが、また、そういった改

修等ができるときにはそういった視点も

取り入れたことを考えてまいりたいなと

いうふうに考えております。

　次に、集会所の修繕に関する考え方と

いいますか、バリアフリーも含めてとい

うことでございますけれども、本市、確

かに５１か所ございます。修繕だけでも

年間、一生懸命やっておりますけれども、

５００万円の中ではなかなか維持が難し

いというのは実情としてはございます。

ただ、集会所につきましては、行財政の

実施計画等において以前に施設の老朽化

を踏まえて統廃合等、適正配置を検討す

るということも言われております。ただ、

我々所管している日々、管理をいただい

ている自治会の地元の方等とお話をして

いるとなかなかこれをいきなり取り上げ

るようなことはできないなという、率直

な感想は持っております。その中ででき

るだけ機能を改善していくと、改善とい

うか維持していくという方向で努力をし

ていきたいと考えております。

　なお、先ほどありました、もちろんバ

リアフリーについても、これは当然あれ

ば、あった方がいいに決まっていると言

えば決まっておるんですけれども、こう

いったこともなかなか予算の都合もあり

ますし、できておりません。ただ、こう

いう改修とか室内改修とかトイレの水回

りをやったときに手すりをつけたり、で

きるだけ段差を少なくしたりということ

で、そういう視点を持って改修には取り

組んでおります。ただ、集会所につきま

しては、一例ですけれども、第３集会所、

鶴野にございますけれども、これ昭和４

４年に開設されまして、昨年ようやく改

修をいたしました。この間１回も改修を

していないというような実情もございま

す。そういったところの手当をできるだ

けしていくということに、我々は主眼を

置かざるを得ないのではないかと、こう

いうふうに考えております。

　集会所器具費でございますけれども、

具体的に言いますと、開設時に入れてお

ります机、いす、また後になりまして湯

沸かし器、ポットですね、こういったも

のも入れたりもしました。あと扇風機等、
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こういったものについては市の備品で賄っ

ております。エアコンとか冷蔵庫、また、

物置等、そういったものは各管理者なり

自治会のご要望で設置をお届けいただい

て、費用は地元でお願いするという形を

とっておりました。各集会所の実情にあ

わせてやっていただくということで、今

のところ、そういうものに対しての補助

については考えてはおりません。

　次に、避難所の件です。避難所の設定

の考え方ということでございますけれど

も、避難所というのはご承知のように小・

中学校、各公共施設ということになりま

すので、ここに避難所が要るからつくる

というよりも、むしろ公共施設の配置に

準じてということが前提になっているの

が実情でございます。その中で、その設

定はどうするのかということでございま

すけれども、我々、やはり近くにあるこ

と。それから代替がきくこと、例えば避

難所が１か所あっても、それが使えなく

なる可能性も十分考えられますので、そ

ういう小学校がだめでも中学校が使える

と。または公共施設が使えるといったこ

とで設定を、今回の地域防災計画の中で

の見直しなどにつきましてもしておりま

す。

　また、地域防災計画の中では、いわゆ

る避難路、避難所とか避難路の決定につ

いては一定の基準が国の方から出されて

おりますので、それに基づいて決めてお

るということでございます。それから資

機材の件で、大阪府がコンビニとの協定

をしているのではないかというお話でご

ざいます。確かに平成１７年に大阪府と

か関西の広域連携協議会というところが

ございまして、そちらと大阪府なり各都

道府県、大阪市、京都市、神戸市等が提

携を結ばれております。水道とかトイレ

とか、そういったものを支援しましょう

ということで、摂津市内のコンビニ、数

えてみますと３０数か所、もう既にござ

います。そういったところでも当然その

協定に基づいて支援をいただけるものと

考えております。

　それで、あと備蓄の関係なんですけれ

ども、確かにそういう市内事業者等との

協定が結べれば非常にありがたいことで

はあるのかなと思いますけれども、やは

り一方でご商売でございますので、その

辺との関係、また、大規模なチェーンス

トア等については、やはり大阪府の方か

ら今働きかけをされているようでござい

まして、例えば大手の、摂津市内でした

らオークワさんとか、そういったところ

については府との話し合いをしていただ

いて、できるだけ協力しますというお返

事にはなっているようですけれども、具

体的な協定というのは、まだ我々のとこ

ろには届いてきておりません。あと小規

模な事業所との協定ということも念頭に

置かれているのかとは思うんですけれど

も、これについては各規模の問題とか、

それに対応いただけるのかどうかという

今後の課題ではないのかなというふうに

思いますけれども、やはり小規模な商店

とかについては、やはりその依然として

地域の一員であるということをもってご

協力いただけたらなというふうに我々は

考えております。

○山本善信委員長　藤原参事。

○藤原市長公室参事　人権啓発指導嘱託

員の講師派遣についての受講をされた方

の年齢構成でありますが、現在、年齢構

成については調査をいたしておりません。

と申しますのは、すべてが依頼を受けま

して講師派遣をしております関係で、そ

の団体とか、あるいは研修テーマについ

てはお互いに話をしながら進めていくん

ですけれども、どういう年齢構成である
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かについては現在とっておりません。た

だ、指導嘱託員等の話の中では簡単なア

ンケート、と申しますのは今、人権週間

であるとか、あるいは平和月間であると

かというところで参加された市民の方に

アンケートをとっているんですけれども、

それと同じようなアンケートをとっては

どうかということで今、検討をいたして

おるところであります。

○山本善信委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、女性大

学開催事業にかかわります２回目のご質

問にご答弁申し上げます。平成１８年度

の新規受講者数が何名であったのかとい

うご質問でございますが、女性大学につ

きましては市民の皆様がご自身の興味、

関心のあるテーマ設定の場合に繰り返し

ご参加をいただいている場合もございま

すので、全く新規の方が何人いらっしゃっ

たかということについて詳細の把握はで

きておりません。しかし、前年度から継

続してということで申し上げますと、平

成１８年度４１名の入学者のうち１７年

度から引き続きご参加いただいた方が１

８名でございましたので、新たにご参加

いただいた方が２３名となっております。

○山本善信委員長　東角課長。

○東角情報政策課長　先ほどの庁内ＬＡ

ＮのＯＳの交換についてはどうお考えで

すかというご質問でございますが、現在

５人に３台しか一般の職員にはパソコン

が行き渡っておらないのが現状でござい

ます。しかも、そのＷｉｎｄｏｗｓ９８

はご承知のように１０年前にＷｉｎｄｏ

ｗｓとして日本に出回った製品でござい

ます。この１０年間でコンピューターの

機器や、それから携帯電話、それから通

信のネットワーク化などが非常に急速に

進んだということもありますし、Ｗｉｎ

ｄｏｗｓ９８では新しいソフトに対応で

きないということも委員のご指摘のとお

りでございます。今、パソコンが壊れて、

もう修繕が不可能で交換しているパソコ

ンが、この３年間で毎年１０台ずつ発生

しております。これだけ高速の大容量の

データとかソフトを使おうとしようとす

ると今の機械ではもういっぱいいっぱい

かなと、それと職員の皆さんにつきまし

ても、かなりこの１０年間辛抱をしてき

ていただいているかなという感じがいた

します。

　ですので、現在Ｗｉｎｄｏｗｓ９８が

８０．２％を占めておりますが、今後、

１０年ぶりに、できれば国のｅ－Ｊａｐ

ａｎ戦略２、平成１５年７月に策定され

ましたが、電子自治体推進の一つの事業

として職員、パソコン１人１台体制の整

備を掲げておりまして、そのようなこと

からできれば財政事情を十分勘案しなが

ら何とか１人１台体制を目指してまいり

たいと考えております。

○山本善信委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、有料広告

の４万２，０００円の単価設定について、

まずお答えいたします。有料広告掲載の

実施に当たりましては、先行して広告掲

載を実施している自治体について広告の

大きさ、面積、広報紙の発行規模、そし

て、掲載料を調査しました。広告主は一

定スケールメリットを求めることから人

口規模の小さい団体では広告掲載料は比

較的低く設定されておりました。ところ

で本市では当初の自主財源確保の趣旨か

ら一定同規模の団体を参考に４万２，０

００円に設定したものです。

　続きまして、広報紙の配布の関係でご

答弁いたします。広報紙は発行後、市の

ホームページにＰＤＦ形式で掲載し、読

んでいただける環境を設けているところ

です。また、ご指摘の公共施設での部数

－25－



が少なくなっている件につきましては、

前月号などを含めて残部数が少なくなっ

た場合ですね、各公共施設から連絡をい

ただき対応をしていきたいと考えており

ます。また、１５日号の概要の予告とい

う件につきましては、年度当初に各担当

課の方から掲載依頼に基づき各号の編集

作業を進めております。１５日号の特集

記事などの概要ということになりますと

編集作業との絡みがありますので、確定

している分での見出しなどの予告などを

検討してまいりたいと考えております。

　市内地図についてです。１万５，００

０部の作成部数につきましては、これま

で１３年度、１６年度に作成してきまし

て、その配布状況を見たときに必要部数

と判断いたしまして１万５，０００部の

作成をいたしました。これは２年間での

配布を考えております。全戸配布につき

ましては単純に必要部数を増額した場合、

相当な予算がかかることが考えられます。

ですので、当面２年ごとの作成といたし

たいところですが、作成した際には広報

でお知らせするなどを講じまして、市民

への周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。なお、行財政改革の折ですので、

今後市民ニーズを見ながら全戸配布につ

いては考えてまいりたいと考えておりま

す。

○山本善信委員長　布川課長。

○布川納税課長　コンビニ収納の取り組

みについてご答弁申し上げます。

　平成１５年４月の地方自治法施行令の

改正により市が指定したコンビニでも収

納が可能になりました。平成１８年度ま

でに大阪府下でコンビニ収納を実施した

市は寝屋川市をはじめ１０市であります。

コンビニ収納につきましては現在、全庁

的に平成２０年４月のオープンシステム

の本格稼働に向けて移行作業を行ってい

るところでございます。平成２０年度は、

このオープンシステムの安定稼働を最優

先に進めてまいります。安定稼働を確認

した後にコンビニ収納の導入を検討して

まいりたいと考えております。

○山本善信委員長　豊田参事。

○豊田選挙管理委員会事務局参事　投票

用紙分類器の件につきまして、ご説明さ

せていただきます。従前からの開票事務

につきましては開票終了が深夜遅くになっ

ておりまして、従事者の大きな負担になっ

ているだけでなく、開票費用がかさむ要

因にもなっております。選挙管理委員か

らは開票の時間の短縮を図り、なおかつ

選挙の時期によっては従事者の確保に従

前から苦慮をしているところであること

から、従事者の人員の削減を図れないか

との意見もあり、事務局で検討をしてき

たところでございます。その結果、この

７月に実施いたしました参議院議員通常

選挙におきまして投票用紙分類器を２台

使用し、従事者の削減と開票時間の短縮

を図ったところでございます。その結果、

前回の参議院議員通常選挙に比べまして、

職員の配置で１２７名から１０５名、２

２名の削減し、終了時間についても約１

時間短縮することができました。なお、

今回は初めての導入で、この機械につい

ては、なれないこともありましたので、

今後はその経験を生かし、開票作業の手

順については分類器の導入にあわせた方

法に変えまして、より効率的な開票を行っ

ていく考えでございます。

○山本善信委員長　本山課長。

○本山警備第２課長　それでは、１８年

中の救急出動件数４，１２３件の内訳で

すが、現在３台の救急車を運用しており

ますが、第１救急が３，１１４件、第１

救急が出動している際に救急要請があっ

た場合に第２救急ということになるわけ
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ですが、これが８３３件、なお２台の救

急車が出動している際に要請があった第

３救急が１７４件となっております。

　なお、３台の救急車はできるだけの対

応はしておるわけですが、３台の救急車

がすべて出動しているときに救急要請が

あり、相手の了解を取った上で消防車で

搬送したという軽症事例が２件あります。

○山本善信委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５５分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○山本善信委員長　それでは、休憩前に

引き続き再開します。

　村上委員。

○村上委員　午前中もいろいろと答弁を

いただきましてありがとうございます。

　３番目に質問させていただきました広

告掲載料とか、広告収入の件でございま

すけれども、先ほど４万２，０００円の

単価設定等々のご答弁がございました。

しかしながら、より多くの中小企業さん

等々も含めまして、この掲載していただ

けるというか、掲載しやすいような単価

設定なり枠の大きさ等々をですね、今後

しっかりとその辺は考えて摂津市内の中

小企業さんがもっとＰＲしていただける

ような形で単価設定なり、その辺をちょっ

と検討していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

　それともう１点、この広告掲載に関し

ましてですね、申込書が今ＰＤＦ化になっ

ているかと思います。したがいまして、

こういう他市も含めまして、こういう申

込書についてはインターネットで取り出

すときに、ワード形式にしている行政等々

もございますので、その辺で、この広告

の有料形態等々を含めまして、このＰＤ

Ｆ化じゃなくて、ワード化ですれば、ま

たもっと申し込みについてもしやすいの

ではないかなと、そういうふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　それから、４番目の職員の健康診断の

委託料の件でございます。これにつきま

しては、平成１８年度につきましては、

まだ４０名の未受診等の方もおられたと

いうことで、今後も１００％に向けて取

り組んでいくというお話もございました。

やっぱり病気になる、ならないというの

は、なかなか自覚症状等もない方もおら

れるようにも聞いておりますので、その

辺で早期発見ですね、早期治療に向けた

形での、もしご病気になられた方、職員

等々の方につきまして、またそういう最

短の日数で職場復帰できるように向けま

して、この受診率を１００％に向けて取

り組みをお願いしたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　それから、５番目の管理職の養成等の

研修の委託料の件でございますけれども、

これも今新規等々の研修もかなりふえて

きているようなところもございますので、

これも役職での必要な知識もやっぱりあ

ろうかと思います。その上で、さらに上

の役職を目指していただけるような形で

の研修も含めて、この士気向上も今後しっ

かりと研修の中で取り組んでいただける

ように、またよろしくお願いしたいと思

います。

　６番目の教養研修費負担金の件でござ

います。これにつきましても参加人数が

１７年よも１８年の方がふえたというお

話もございました。そういう中で今後は

直接の研修を今、要するというようなこ

ともかなりあると思うんですけれども、

現在取り組んでおられるという話ですが、

極力この同じ研修にはやっぱり複数の方

が行かれるということではなくて、極力

人数を抑えていただいて、それを水平展

開していただけるような形をとれば、さ

らに受講者が、今度また、講師となるよ
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うな立場でお話しされるわけですから、

その方についても、またスキル的なレベ

ルも、また向上するのではないかなと、

そういうふうに思いますので、こういう

水平展開も含めてですね、もっと広がり

を見せていただければありがたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　７番目の地域情報化事業の件でござい

ますけれども、先ほどパソコンのことで

お話をさせていただいておったんですけ

れども、やっぱりＷｉｎｄｏｗｓ９８等々

では、新しいソフトでは２０００以前の

ものはだめとか、そういうのもかなりやっ

ぱり出てきておりますので、その辺を含

めて、このＯＳの交換ですね、今後また

財政等々もあると思いますけれども、そ

の交換ですね、早急に進めていっていた

だきたいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　それから、８番目の広報事業、広報せっ

つの件でございます。これちょっと一つ

お聞きしたいのですけれども、今、新聞

の一般紙等々では、さらに文字の拡大に

取り組んでおられるようにも聞いており

ます。そういった中で、この広報せっつ

につきましても、昨年の７月１５日号か

らでしたでしょうか、１行１３文字が１

２文字にして文字数を大きくしたという

こともあるんですけれども、今後そういっ

た一般紙等々の動向も踏まえて、さらに

ポイント数、文字ポイントの大きさを拡

大してはどうかと思いますので、その件

だけ１点お聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　１０番目の光熱費の件で壁面緑化の件

につきましては、愛知県の安城市という

ところが取り組みをされておりまして、

これプランター、今はヘチマとかゴーヤ

といったつる性の葉の大きいものを何か

５００本植えられたということで、結局

これはことしの７月から９月まで毎日、

朝８時１５分に温度の測定をしたという

ことだったんですが、その中で、この外

壁を緑化した部屋と、ない部屋とはです

ね、晴れた日は５度ちょっと差が出てき

たと。それから最大で１４度の、そうい

う差があったということもございました

ので、そういったことでこの光熱費の削

減とか、またコンリートの劣化防止等に

も若干役立つと、そういうふうに思いま

すので、この辺はちょっと進めていって

いただきたいなと思います。

　それとあと、この愛知県の方につきま

しては、このヘチマとかゴーヤを３回、

市民の方に無料で配ったということも載っ

ておりました。そういったことで、こう

いったものにつきましての市民との交流

を深める意味でもよいのではないかなと

思いますので、こういったことで、緑化

につきましてもちょっと進めていってい

ただきたいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　それから、１１番目の修繕料、集会所

の件なんですけれども、今後、高齢化も

含めましてバリアフリーにつきましては

進めていっていただきたいなという、要

は高齢化対策ということではあるんです

けれども、その中で摂津はまだ全国平均、

また府下平均と比較しましても４ポイン

ト、５ポイントぐらいですかね、高齢化

率が低いということがあるのですけれど

も、今後、この高齢化率は上がる一方だ

と思いますので、その辺で高齢化対策の

一環ということでバリアフリーについて

も、またしっかりと取り組んでいってい

ただきたいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　それから、１２番目の集会所の集会所

器具費の件でございます。これいろいろ

と予算等々の絡みもあるかもしれません
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けれども、今後そういった地域のさらな

る、集会所の活用をしていただけるよう

な、推進をしていただけるような形の中

で、このエアコン等の補助について、ま

たちょっとご検討を、またしていただき

たいなと、そういうふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

　それから、１３番目の女性大学の件で

ございますけれども、新規で２３名です

か、継続が結局１８名ということでござ

いました。この新規の方をふやすという

ことも、これからも必要だとは思います

けれども、その一方で、この受講された

方については今後どういう形での活動を

していただけるのかということが一つの

ポイントだと思いますけれども、その辺

について、この受講後の方々の活動につ

いて、どういうお考えがあるのかという

ことを１点だけお聞きしたいと思います。

　それから、１４番目の人権啓発の件で

ございますけれども、やっぱりこれは人

権というのはどこまでもどういう立場で

あっても、やっぱり必要だと思いますの

で、その辺でこういう人権啓発につきま

しては今後もしっかりと、また継続して

いただればと、そういうふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

　それから、１５番目の選挙の件でござ

いますけれども、先ほど約１時間の短縮

と、あと人員の２２名削減という話もご

ざいましたので、この読み取り分類器に

つきましては、今後また、導入していた

だけるような形で財政等の関係もありま

すけれども、ご検討をお願いしたいと思

いますで、よろしくお願いいたします。

　それから、１６番目の救急活動の件で

ございます。先ほどご答弁の中で第３救

急も１７４件という、要は３台、目いっ

ぱい出ているというようなことも１７４

件あるということで、なおかつ第４救急

についても２件あるということでござい

ました。そういった中で、このことしの

広報せっつの７月号ですかね、こういっ

た形で軽症者の救急活動が５年で１．６

倍というような数字も出ておりました。

その中で特にふえているのが軽症者の数

が平成１４年は１，７７０件であったと

ころが、この平成１８年は２，３３８件

までということで、かなり伸びていると

いうようなこともございます。そういっ

た中で、この軽症者の搬送につきまして、

一応こういう広報で本当に救急車が必要

ですかというような形での掲載をされて

おられますけれども、今後この人員の増

加についてどういうようにお考えになっ

ているのかというのを一つお聞きしたい

と思います。

　１７番目の地域防災の件でございます

けれども、震災等もあるんですけれども、

要はもう一つハザードマップ、洪水のと

きですね、要はハザードマップを見ます

と摂津市内おおむね１メートルないし２

メートルが冠水するようなということで

載っておりましたので、この辺について

は特に小学校の体育館でもやっぱり水の

下に沈んでしまいますので、床上ですね、

そういうこともありますので、洪水時の

避難となれば、要は学校の２階、３階と

いうところしかないのかなと、そういう

ふうに思っています。そういった中で、

なかなか市民の方も、もしもの場合です

ね、そういった中で、なかなか市民の方

も、もしもの場合ですね、この八万五、

六千の市民の方が一斉に避難するという

ことはなかなか今の避難所では対応は難

しいと思いますので、その辺で前にも一

度お話をさせていただいたとは思うんで

すけれども、マンションとか、高層ビル

を持っている会社とか、そういうところ

にも避難できるような形での提携という
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んですかね、そういうことも今後ちょっ

と考えていっていただきたいなと、そう

いうふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。

　それから、１８番目の備品の件でござ

います。これにつきましては１８年度の

事務事業評価の中で、この情報収集用の

オートバイの導入というものが若干見送

られたということもなっておりました。

そういった中で、ことしだったですかね、

２台の寄附をいただいたというようなこ

ともございました。この２台のバイクで

すね、ことしの９月に行われました防災

訓練等々で走っていただいたというふう

に思いますけれども、この情報収集用の

オートバイですね、この平成１８年の事

務事業評価に載っておりましたので、今

後の導入計画について１点お聞きしたい

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　最後の１９番目の市内地図の件でござ

います。先ほど予算の関係等々もござい

ますので、全戸配布はなかなかというお

話もございました。そういった中で一つ

の案としてですね、広報せっつにも広告

を載せておりますけれども、そういった

広告を載せた形の地図をつくって、少し

でも、この摂津市の財政をちょっと負担

を下げて、そうすればですね、また全戸

配布できるような予算措置もできるので

はないかなと、そういうふうに思います

ので、その辺はちょっと要望とさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本善信委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、広報紙の

文字、活字の大きさについて私の方から

答弁させていただきます。平成１８年７

月号の広報から、それまでの１段１３文

字の表示から現在の１段１２文字に変更

し、そのときで約１９％の拡大を図った

ところであります。最近の新聞の活字の

大きさにつきましては、１段１１文字の

大きさでありまして、さらに大きくする

傾向にあることからも、今後の高齢化社

会に配慮していくことが求められている

と認識しております。文字サイズの変更

には文字サイズの変更に伴って情報量を

減らさないよう１日号、１５日号の紙面

のレイアウト等の調整を進めるとともに、

字の大きさが同じでも使用するフォント

によっては濃くはっきりと見える字体、

線がほっそりしている感じがある字体な

どがあります。採用する字体とともに広

報紙の見やすさの充実に今後とも取り組

んでまいりたいと考えております。よろ

しくお願いします。

○山本善信委員長　杉本次長。

○杉本総務部次長　最後の資機材、防災

資機材の件で若干回答する部分がござい

ましたのでお答えします。情報収集用の

オートバイということが確かに平成１８

年の事務事業評価の中で、我々総務防災

課でいろんなことを検討する中で出てま

いりました。どのような事業でもそうな

んですけれど、防災対策というのは、と

にかくどこまでやってもゴールがないで

すし、すぐ必要なものもあれば、いやこ

ういったものがあれば非常にいいなとい

う我々の希望みたいなレベルまでさまざ

まなアイデアや手法を検討いたしたりい

たします。情報収集のオートバイについ

ても、確かに事務事業評価で我々の、そ

のあればいいなという部分を記載したと

いうのが実情なんですけれど、ただ、行

政内部の政策決定の一提案というような

形で我々は行ったもので、余り外部にど

うこうという思いは余りなかったもので

すから、現実には予算の制約もあり難し

いもんだろうなということで、予算の計
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上までは至っておらなかったのが総務防

災側の対応でございました。

　ただ、そういうことも踏まえながら消

防の方ではいろんなことをご検討されて

いたようで、そういう市民からの、そう

いうご寄附とかの際に、そういうオート

バイ等をことし配備されて、我々が行い

ました防災訓練で実際に市民の前で走っ

ていただいてということで、非常に我々

としては喜ばしいことだと思っておりま

す。ただ、今後の増車とか、そういうこ

とは防災の担当としては、もう特には考

えていないというのが実情かなと思いま

す。

○山本善信委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　女性大学で学ばれ

ました市民に対しまして、今後どのよう

な活躍の場を提供するのかというご質問

でございましたが、女性大学は大学での

学びを通じまして教養を深めていただく

とともに、さまざまな場面で主体的に行

動できる女性の人材育成が大きな目的で

ございます。これまでの女性大学の長い

歴史の中では、一人の女性として、また

グループ活動において継続的にご活躍の

方もおられますけれども、女性大学の学

びを男女共同参画センターを拠点とする

グループ活動につなげまして、センター

における活動の中で実践いただくという

流れであったため、積極的に活躍の場を

提供できていたかということについては、

改めて検証すべき課題であると考えてお

ります。

　新たに策定いたしましたせっつ女性プ

ランにおきましても、審議会などへの女

性の参画促進を最重点の推進項目の一つ

としておりますので、現在、女性大学の

あり方そのものを見直し、カリキュラム

を再構築して女性の人材バンクにつなげ

るような形を、検討を重ねておりまして、

女性大学の卒業生が各種審議会委員とし

てご活躍いただくことも女性の人材活用

の場の選択肢の一つとなるように努めて

まいりたいというふうに考えております。

○山本善信委員長　本山課長。

○本山警備第２課長　救急件数、特に軽

症者の増加に伴う対応についてでありま

すが、ご指摘のとおり年々救急出動件数

は増加の一途をたどっております。その

原因の一番は軽症と思われる救急事案で

あります。救急は緊急に医療機関に搬送

しなければならない方のためのもので、

本来救急が必要なとき到着時間が伸び、

一刻を争う重傷者を待たせてしまうこと

が懸念されています。

　そこで対策といたしまして、ホームペー

ジで救急車の正しい利用法及び救急テレ

ガイドで市内の救急病院を紹介いたして

おります。また、７月１５日号の広報せっ

つに救急車の正しい使い方を掲載いたし

ました。さらに地域の防災訓練、各小学

校区の自主防災訓練、その他あらゆる機

会をとらえまして、救急車の正しい使い

方をお願いしており、その際に「救急搬

送がピンチ」と題したパンフレットを配

布しています。

　１１月中旬ごろには高齢者用、幼児用

の家庭内での事故、例えば転倒事故やお

ふろでの溺水、たばこやお餅、おもちゃ

などの誤飲などによる窒息、熱湯でのや

けどなどの事故、事例と、その予防法、

応急手当をホームページに掲載し、また

小冊子を作成いたしまして、防火講話、

防火訓練時などに対象者に配布し、市民

の皆様の救急に対する理解を求めてまい

ります。

○山本善信委員長　村上委員。

○村上委員　８番目の広報事業の広報せっ

つのポイント数、文字ポイントの数につ

きまして、大きくするというようなこと
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でございましたので、これも一つの高齢

化へ向けての一つの一端として、今後、

そういった社会状況と同様に、この文字

ポイントについてもしっかりとまた、大

きくしていただきまして、その中で面数

をふやせば、また予算の絡みも出てきま

すので、その辺で配置等も考えてですね、

この文字については、しっかりとまた拡

大していただけるように、より読みやす

いようにしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　それから、１３番目の女性大学の件で

ございますけれども、今後カリキュラム

とか審議会等々を踏まえてというご答弁

でございました。やはりこの女性大学、

やっぱり学んでいただく限りにおいては、

自分の教養の向上も一つの方策かもしれ

ませんけれども、やっぱりそれのみなら

ずですね、自分で得たものをやっぱりほ

かの皆さんにも教えていっていただける

ような形での今後の、また体制づくりと

いうんですか、そういうものをちょっと

また、考えていっていただければありが

たく思いますので、よろしくお願いいた

します。

　それから、１６番目の救急活動の件で

ございます。先ほど防災訓練等々でのパ

ンフレットの配布、また今、１１月中旬

に向けて高齢者、幼児向けの、そういう

パンフレットも作成されるということで

ございます。やっぱりいろいろ皆さんに

応急処置というものを習得していただけ

ることが、この救急に対しての一歩、電

話するかどうかというところになるかと

思いますので、その辺で今、本当に第３

救急までも結構いっていますし、第４救

急というお話もございましたので、そう

いうもし第３救急が出ておられた後に、

さらにそれ以上のもし救急、交通事故等々

があれば、なかなか対応しづらいという

ことも考えられると思いますので、そう

いった形で、この救急活動について皆さ

んの、市民の方に、この応急処置等々を

広く知っていただけるような形で、また

今後しっかりと啓発をお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

　それから、防災資機材の件でございま

す。先ほどのオートバイ、予算の件等々

ということもございまして、また、先ほ

ども申し上げましたように、既に消防の

方で２台、モトクロス用だったと思うん

ですけれども、それが２台、情報収集用

として配備をされているということでご

ざいます。そういった中で、やっぱりこ

の防災につきまして、いつ起こるかわか

らないということもございますので、そ

ういった情報収集、もし必要ならばです

ね、例えば郵便局のバイクをちょこっと

借りるとか、また、そういうことで民間

さん等の提携も含めて、この防災につい

ては長い計画を持って取り組んでいって

いただきたいなと、そういうふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本善信委員長　ほかにございません

か。

　はい、三好委員。

○三好委員　それでは、質問をさせてい

ただきたいというふうに思います。でき

るだけ課別に質問をしていきたいという

ふうに思いますが、ただ途中でまた、課

が飛ぶ場合もあります。ご容赦いただき

たいというふうに思います。

　まず、決算書２８ページからずっと歳

入にかかわる部分での質問をしていきた

いと思うんですが、まず、普通会計の平

成１８年度決算は歳入が３１１億４，７

００万円と、対前年度比が１４億８，６

００万円の増となっておりまして、決算

概要を見ますと固定資産税が評価がえに
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よる評価額の下落で３億７，０００万円

減収、そして、税制改正による個人市民

税が３億１，０００万円、法人市民税が

４億４，３００万円、たばこ税で大幅な

税収増があったために対前年度比が１７

億８００万円の増収になったというのが、

先ほどの説明にもありました。歳出につ

いても同様に３０９億２，２００万円の

対前年度比１３億６，０００万円の増と

なっております。これらの結果、実質収

支を１億５，９００万円と黒字にはして

おりますが、実質単年度収支を５億１，

３００万円の赤字として行っております。

この点について、私は質問をしていきた

いのが、市税収入が対前年度比１７億８

００万円増収ならば、実質単年度収支を

なぜ赤字で計上したのかお伺いしたいと

思います。これも平成１６年度、平成１

７年度は財政が大変厳しいと言いながら

でも、それぞれ実質単年度収支は平成１

６年度で２億２，７００万円の黒字、平

成１７年度は１４億１，２００万円の黒

字で計上され、今年度との考え方の違い

について、まずお聞かせいただきたいと

思います。

　それから、たばこ税についてでござい

ますが、臨時収入の扱いについての考え

方でございます。これも決算書２８ペー

ジの中で市たばこ税ということで入って

おりますが、まず、たばこ税の収入増は、

これは期限つきであって臨時的な財源と

いう位置づけで運用すべきだというふう

に私は思っております。そういった中で

財政再建計画が、まだ私は道半ばであり、

たばこ税の増収を除く歳入で運用すべき

だと思いますが、このたばこ税での収入

の考え方についてお聞かせいただきたい

というふうに思います。

　それと、これも一連の決算書２８ペー

ジとか、決算概要２７ページでもいろい

ろ読み取れるんですけれども、経常収支

比率の件でございますが、これにつきま

しては、もう何回となしに総務部長、並

びに各議員からの質問も含めて、いろい

ろとるる説明も伺ってまいりました。経

常収支比率につきましては、摂津市は平

成８年から１０年連続で経常収支比率が

１００％を超え、財政は極端に硬直して

おりました。１８年度の決算で久々に９

５．２％と前年度より１４．８％改善し

て、ようやく１００％を下回ってきたの

が、１８年度の決算状況でございます。

前年度対比で１４．８％改善された理由

と将来見通しについて聞きたいというふ

うに思っております。

　それから、実質公債費比率が平成１７

年度の制度改正によって公になりました。

この平成１７年度は単年度で３０．３％、

３か年で２６．４％と全国ワースト４と

も５とも言われた結果となりました。平

成１８年度でも幾分か好転はいたしまし

たが、２５．７％と大阪府下ワースト１

であり、財政運営上、全国的に汚点を残

した結果となっております。大変市民に

不安を与えた結果だというふうに私は思っ

ております。平成１７年度の公債費償還

のあり方が適切な財政運営であったのか、

この点についてお聞かせをいただきたい

というふうに思いますし、今後の見込み

についてどういうふうに見られているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、一時借入金についてのご質

問をさせていただきたいと思いますが、

決算概要の１９ページの一時借入金、こ

れ合計いたしますと約３９億６００万円

を一時借り入れを行って財政運営のやり

くりをやっていただきました。こういっ

た財政運営につきましては、今日までの

財政当局に対しましては高い評価もいた

したいと思いますし、そして、敬意も表
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しておきたいというふうに思っておりま

す。ただ、歳入構造面から見てでの自主

財源が２３５億２，７２９万円、依存財

源が８５億２，８７０万円の歳入構造と

なっているのが本市の歳入構造でござい

ます。特に一時借り入れ時期が、出納閉

鎖時期である４月から５月に集中してい

る理由とその内容についてお聞かせいた

だきたいというふうに思っております。

また、それぞれの借入先が特定目的基金

とか水道企業会計からで、地方財政法並

びに上位法令に抵触していないのかが大

変気になっているところでございます。

この点についてもお聞かせいただきたい

と思います。

　もう１点は、それぞれ借入先の利率が

まちまちである。これは短期、長期は十

分わかっているつもりでございますが、

この利率の決定した根拠と、当時、市中

金融機関の利率は幾らであったのか、お

聞かせいただきたいと思っております。

　次に、市民税課でございますが、個人

市民税と法人市民税の増額につきまして

は、先ほど総務部長の説明ではある程度

わかったんですが、より具体的に、その

決算書の２８ページでは個人市民税３億

１，０００万円の増収、法人市民税４億

４，３００万円の増収、税制改正による

増収、そして、経済が上向いてきた法人

市民税での増収というふうに伺っており

ますが、法人割も含めて、それぞれ個人

市民税の上がった要因と、もう少し詳し

く教えていただきたいというふうに思っ

ております。

　それから、次に、秘書課についてでご

ざいますが、決算概要の３２ページの秘

書業務委託料で予算が６６６万４，００

０円で計上されておりまして、この秘書

業務委託料は派遣社員のことと思います

けれども、その委託と派遣の違いを、ま

ず教えていただきたいというふうに思っ

ております。

　次に、秘書課の中での広報せっつ及び

広報せっつお知らせ版についての質問で

ございますが、決算概要３８ページで広

報事務事業及び事務報告書の１１ページ

で、先ほど村上委員からの質問がありま

したけれども、広報せっつ並びに広報せっ

つお知らせ版が発行されておりまして、

部数もまちまちでございますが、市民へ

はそれぞれどのように渡しているのか、

改めてお聞かせいただきたいというふう

に思っております。

　次に、政策推進課でございますが、公

共施設の巡回バスの運行試行事業につい

て、お聞かせいただきたいというふうに

思っております。これにつきましては決

算概要の４２ページで公共施設の巡回バ

スの試行の予算が計上されておりまして、

予算額が５１８万１，８７６円で計上さ

れております。これまで長きにわたって

市内循環バスをいろいろと模索をしてま

いりました。計画していた当時は３，０

００万円の調査費用を組みながら、なか

なかそれに踏み込めなかった時代を今思

い出しておりまして、それが短期ではご

ざいますが５１８万１，８７６円で約５

か月間運行が可能となって、今、まさに

循環バスは運行されておりまして、現在

は、予算は交通対策課の方に予算は移管

されておりますが、この平成１８年度で

は政策推進課が所管だということの中で、

その範囲の中でご質問をさせていただき

ますが、その試行期間中で乗客数の把握

とコース変更についてのご検討がなされ

たのかどうかというところについてお答

えいただきたいというふうに思っており

ます。

　次に、子どもの安全・安心都市宣言の

啓発事業について、ご質問させていただ
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きますが、決算概要４３ページで、まさ

に昨年、本会議では２月２３日に全会派

一致で決定をして４月１日から子どもの

安全・安心都市宣言を関西でもいち早く

やってきたわけでございます。その精神

に基づいた中で、それぞれ取り組んでい

ただいたんですが、ただ、啓発活動にと

どまっているんではないかなという一方

での不安要素がありまして、どういった

取り組みをされてきたのか、お聞かせい

ただきたいというふうに思っております。

　もう１点、政策推進課での企業誘致資

格審査会の運営事業についてお聞かせい

ただきたいと思いますが、決算概要での

４３ページの企業誘致資格審査会の運営

事業が計上されておりまして、決算も上

がっておりますが、この中での審査委員

がどのような方であって、何回程度会合

をされたのか、何人ぐらいの委員会であっ

たのか、お聞かせいただきたいというふ

うに思っております。

　次に、人権推進課でございますが、人

権問題に関する行動でだれが参加したの

かをお問いをしたいと思いますが、事務

報告書の３３ページで人権問題に関する

主な行事ということが記載をされており

まして、月日、それから行事名、内容、

開催場所等々が記載をされておりますが、

どうも他の事務報告書の内容と差異があ

りまして、他の事務報告書の中では、こ

の中で何名ぐらい参加してというのが事

務報告書に記載をされておりまして、ま

た、決算概要を見ますと、この人権推進

課の中では、この人権問題に関する主な

行事ということが予算計上をされていな

かったように思っているんですが、その

辺についてお答えいただきたいというふ

うに思っております。

　また、人権相談について、これは先ほ

ど村上委員からの質問もありましたけれ

ども、歳入で決算書４７ページの人権相

談事務費補助金、それから概要で４９ペー

ジでも人権相談事業委託料。歳入の決算

書では人権相談事務費補助金が１２５万

円、補助金が下りております。決算概要

で、これに携わっていると思われる項目

では人権相談事業委託料が２２万円です

ね、２２万円の執行しかされていないと、

この人権相談事務費補助金という補助金

の使える範囲について、お答えいただき

たいというふうに思っておりますし、ま

た、相談の年間件数が７４件となってお

りまして、先ほど相談員については内規

に基づいて適切にやっていますというふ

うにご答弁ありましたが、その内規の中

身についてお答えをいただきたいと思い

ますし、相談員がどういうたぐいの中で

選考されてきたかということについてお

答えいただきたいというふうに思ってお

ります。

　それともう１点は、決算書の５７ペー

ジの人権推進課にかかわる一般寄附６０

０万円が歳入で入っておりますが、この

寄附をしていただいた方の目的と、それ

から支出はどういったところに支出され

て、今、どんな管理をされているのかに

ついてお答えいただきたいと思います。

　次に、女性政策課で、男女共同参画セ

ンターでの監査指摘についてお聞かせい

ただきたいと思うんですが、平成１８年

度の、これは監査に対しての質問もさせ

ていただきますが、平成１８年度の監査

結果報告書の平成１８年１０月３０日か

ら平成１９年の３月２８日の間で監査を

された資料を、我々手元にいただいてお

ります。その中、５ページに記載されて

いる、特に総務常任委員会が所管する部

署の中で監査結果報告書の中での女性政

策課で男女共同参画センター使用料徴収

事務の還付において一部で年度区分の誤
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りが見られたとあると。この内容につい

て伺わせていただきたいというふうに思っ

ております。

　私、還付となれば、まず歳入の中で、

例えば決算書の３５ページでは男女共同

参画センターの使用料もきっちり記載を

されておりまして、雑入ででも男女共同

参画センターの雑入、講座受講料とか複

写機使用料が記載されておりますが、ど

うも歳出では、その還付をされた金額が

見当たらないように思いますので、歳入

歳出のかかわりについて、どういった中

身だったのか、お聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

　それから、次に、人事課でございます

が、地域手当が昨年度から導入をされま

して、決算概要で３５ページの人件費事

業のうちに、特に地域手当の決定につい

て市当局としてどう判断しているのかを

まず伺いたいというふうに思っておりま

すし、昨年までは調整手当で組みました

が、私、調整手当時代のときには不明瞭

な手当であるために、これはいかなる手

当だと、まず切ることが先決ではないか

という考え方を持っておりましたが、今

回の場合には３％から１８％、全国的に

地域手当ですね、こういったことが国基

準で出されたわけですけれども、摂津市

としては今回の地域手当が６％というこ

とになっておりまして、近隣市でも格差

を生じているように伺っております。市

長としても市長会に対して意見書も出し

たように伺っておりますし、議会におき

ましてでも議会運営委員会において全会

派一致ではなかったんですが、意見書も

提出させていただいております。そういっ

た中で、人事当局として、どういうふう

に今、認識をされているのか、お聞かせ

いただきたいというふうに思います。

　それから、人事課での係長級昇任試験

についてですが、これにつきましても決

算概要３４ページの方にも人事管理事業、

昇任試験の実施ということで載っており

ますが、職員の平均年齢が、今、どんど

んどんどん上がっておりまして、団塊の

世代の大量退職が、ことしから約３年か

ら５年かけて大量退職がなされてまいり

ます。人材の育成というのは待ったなし

だということで、これは市長も言ってお

りますが、そういった中で係長の昇任試

験、あるいは課長昇任試験を導入してお

るというふうに承知しております。その

中で、せっかくの機会があるのに、その

係長試験対象者が試験を拒んで受けてい

ないということも伺っておりますが、そ

ういった職員は現状では何人ぐらいいて、

今の状況はどうなっているか伺わせてい

ただきたいというふうに思っております。

　それから、創造的人材育成事業につい

てのご質問をさせていただきますが、こ

れも決算概要３４ページに創造的人材育

成事業ということで決算が上がっており

ます。先ほど村上委員の質問もありまし

たが、人材育成のための体系的な研修の

実施とはということで、先ほどは新規事

業が７項目から９項目上がっていること

は承知いたしました。こういったＯｆｆ

ＪＴも大事でございますが、ＯＪＴも大

変必要だというふうに思っております。

そういった研修の中身について、まず職

員のモラルといいましょうか、コンプラ

イアンスの徹底の、その研修もあったよ

うに伺っておりますが、その研修の中身

について改めてお聞かせいただきたいと

思います。

　それと平成１８年度の海外研修につい

てですが、事務報告書の２５ページに記

載されております平成１８年度の海外研

修とありますが、摂津市としてどの団体

の事業に参加して、どのくらい費用がか
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かったのか、また、どなたが行かれたの

か、派遣する基準はどうであったのかと

いうことについてお聞かせいただきたい

というふうに思っております。

　次に、総務防災課についてでございま

すが、庁舎管理事業について、決算概要

の４０ページの光熱水費、これも先ほど

村上委員が質問をされておりますが、こ

れまでと比較いたしますと、それぞれ経

費削減に取り組まれたということの中で、

平成１８年度も１割も安くなったという

ことでございます。先ほどは電力の自由

化並びに省エネ等々についての改善はやっ

てきたというふうに言われておりますが、

私もっと違う観点の中で総務防災課が、

この庁内管理を行う中で、２８度の温度

設定をやったり、それぞれ副市長の名前

でクールビズの取り組みをやってきたり、

いろいろとやってきた成果だというふう

に思っておりまして、そういった中で、

より具体的に取り組みについての内容に

ついてお聞かせいただきたいというふう

に思っております。

　それから、市有財産管理事業について

でございますが、決算概要の４１ページ

で、市有財産管理事業で確定測量委託料

１８万９，０００円、予算、決算が同額

になっております。やり方の手法といた

しましては、まずは予算をとって、ある

程度見積もりを取った段階で確定した段

階で予算を計上し、それが決算と同額と

いう手法も一方ではあるかもわかりませ

んが、どの財産を測定したのか、また、

この確定測量で平成１８年度においての

市有財産の増減はあったのか、お聞かせ

いただきたいというふうに思っておりま

す。

　それから、車両賠償金事業についてで

ございますが、決算概要の４１ページ及

び決算書９３ページの車両賠償金事業に

ついて、この七千数百万円計上している

中身は、もう十分承知しているので、こ

の賠償金の金額とか、そういったことに

ついては省略したいと思いますが、ただ、

こういった総務防災課における車両管理

というのが相当台数、今、管理しており

まして、こういった事故が二度と起こら

ないように願うところでございまして、

その中ででもこういった事故後のことが

大事でございまして、この事故の教訓を

受けて車両管理の所管課として各課にど

のように指導をしてきたのか、総務防災

課の取り組みとしてお聞かせいただきた

いというふうに思います。

　それから、人事課で、労働安全衛生事

業、決算概要の３４ページで、この労働

安全衛生事業というのは、労働基準局か

ら言われている安全衛生管理者を選任し

ながら職員の健康並びに衛生管理、そう

いった事故の関係を指導していく立場で

あると思いますが、このような事故に対

して人事課としてどのように対応してき

たのか、お聞かせいただきたいというふ

うに思います。

　それから、防災対策事業でございます

が、決算概要の１２３ページの総務防災

課にかかわる決算についての洪水ハザー

ドマップの配送費用が決算として上がっ

ておりまして、先ほども質問があったん

ですが、この洪水ハザードマップが配ら

れたときには一瞬驚かされまして、まさ

にこの中で見ますと摂津市全域がもう水

没するような状況でございまして、こう

いった現状をお知らせをし、そして防災

意識を持っていただくことは一方では非

常にいいことだというふうに思うんです

が、ただ、こういったことを配るだけで

なしに、この１年間、１８年度でどうい

う啓発を行ってきて、まさに総務防災課

として市民の安全・安心なまちづくりの
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ために設備面でどういう対応ができてき

たのか、お聞かせいただきたいというふ

うに思っております。

　それから、決算概要の４０ページで庁

舎監視管理業務委託料が計上されており

ますが、これにつきまして多分、庁内の

警備員も含めてでの業務委託料だという

ふうに思っておりますが、実は庁舎前の

駐車場で、まず受付小屋が建設をされた

ときに市民サービスの向上のためにブロッ

ク管理をして、カードを渡しながら駐車

場の混乱を招かないようにしてきたとい

うふうに思うんですが、いつか突然それ

が廃止をされておりますが、それの運用

面についてお答えいただきたいというふ

うに思います。

　それから、決算書６１ページの自衛官

募集の事務委託費４万１，０００円が上

がっておりますが、この内容についてお

聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

　それから、情報政策課の行政情報化推

進事業費についてでございますが、決算

概要４４ページ、行政情報化推進事業、

総額１億６，２２１万円、まさにこれま

での庁内のＬＡＮといいますか、ホスト

コンピューターから、これからオープン

システムへ切りかえていく中での全庁コ

ンピューター、平成２０年を目標という

ことで、行政情報化推進事業で庁内コン

ピューターの今、改善をやられています

が、特に私が気になるのが、これまで庁

内のＬＡＮシステムでやっているときに

大変経費もかかってきたと思いますけれ

ども、これを今度オープンシステムにし

た場合に、どれだけ経費が、ランニング

コストですね、浮いてくるのかという部

分と、これまでのデータベース上での調

整の中でどういったご苦労があったのか、

まずお聞かせいただきたいというふうに

思っております。

　それと監査委員事務局に対してでござ

いますが、監査委員事務局での監査事務

事業で決算概要５９ページの費用弁償予

算３０万５，０００円、ただこれは監査

委員事務局のみが費用弁償を計上してい

るということではなくて、たまたま監査

委員事務局だから逆に監査委員事務局に

お聞かせいただきたいというふうなこと

で、監査委員事務局に質問をさせていた

だくんですが、これの費用弁償というの

は旅費交通の部分であって、職員と、そ

の特別職の費用分担の区分だということ

を承知した上で質問をさせていただきま

すが、どこの市とは言いませんが、いろ

いろと費用弁償で問題が出ているところ

もございまして、旅費規定に基づいてで

の費用弁償でございますが、こういった

旅費交通の中での費用弁償という部分で

の、目での掲載について、監査委員事務

局の立場でご答弁をいただきたいという

ふうに思っております。

　それから、決算概要の５９ページの監

査事務事業の例月出納検査、決算審査、

定期監査などで３２０万円執行しており

まして、先ほども言いましたけれども、

その中での平成１８年度の監査結果報告

書の平成１８年１０月３０日から１９年

３月２８日の間で監査された資料、これ

も同じく監査結果報告書の５ページ等に

記載されておりますが、総務常任委員会

の所管する部署の中で一部に留意すべき

点があったと記載されている秘書課、人

事課、議会事務局についての監査委員か

らどのような項目を指摘したのか、お聞

かせいただきたいというふうに思います。

　次に、選挙管理委員会でございますが、

大阪府議会議員選挙費用について、先ほ

ど村上委員が質問したのと視点を変えて

の質問でございますけれども、決算書５
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３ページの大阪府議会議員選挙の業務委

託金６４３万５，０９１円の委託金が１

０分の１０で委託をされております。私

の考え方と言いますのは、その選挙にか

かわる費用が平成１８年度予算では１，

１７８万１，０００円、そして二百数十

万円は不用額で返還しておりますが、ま

ず１８年度だけの予算を見ますと、選挙

事務費用にかかるのが１，１７８万１，

０００円ならば、ここでの補助金のあり

方というのは１０分の５程度の、まずは

計上ではないのかというふうに思ってお

りまして、この数字の見方ですね。もう

１点はこの補助金、委託金のあり方なん

ですが、本来ならば３月３１日から４月

の投票日までの一貫した事業ならば当初

から継続予算として取り扱うべきだった

んではないかというふうに思っておりま

すので、この辺についてのご答弁をお願

いしたいと思いますし、それの試算をし

てきた根拠をお示しいただきたいという

ふうに思っております。

　それと決算概要の１２０ページの消防

水利事業で消火栓整備負担金３６７万１，

２９４円の予算が計上されておりまして、

それから事務報告書の３９５ページの中

で、それぞれこれにかかわる防火水槽の

今の個数等々が載っておるんですが、今

まさに阪神・淡路大震災が平成７年にあ

り、それ以降、摂津市としては防災対策

として耐震防火水槽を継続して事業をな

されてきて、平成１２年度でそれが終了

したわけでございますが、ややもすると

そのときの震災の思いが薄れてきている

んではないかなという思いがいたしまし

て、耐震防火水槽というのは目標数から

言って、今現在、それがどの程度まで達

成できているのか、お聞かせいただきた

いというふうに思っております。これは

関連質問みたいに思われがちでございま

すが、実際には事務報告書の中にも記載

もされておりますし、消火栓は配管ライ

ンでいっている部分もあれば、こういっ

た防火水槽を使ってでの消火栓整備もで

きるということの中で、そういった観点

からお聞かせいただきたいというように

思います。

　以上で、第１回目の質問を終わります。

○山本善信委員長　宮部参事。

○宮部総務部参事　財政課に関するご質

問について、ご答弁申し上げます。

　実質単年度収支を赤字で計上したのは

どういうことかということでございます

けれども、実質単年度収支は実質収支に、

その年度の繰上償還金、それと基金のう

ち年度間調整の役割を果たします財政調

整基金の積み立て、取崩額を差し引きし

て求めることになっておりますが、本市

におきましては減債基金を取り崩したり、

特定目的基金である公共施設整備基金、

総合福祉会館再整備基金から借り入れを

行いまして財政運営を行っております。

平成１６年度は公共施設整備基金より１

４億１，２００万円を借り入れ、平成１

７年度は減債基金より１３億６，７００

万円を取り崩しし、総合福祉会館再整備

基金より１０億円を借り入れするなど、

実質的には多額の基金を減らして収支を

合わせております。平成１８年度はご質

問のように市税の大幅な増収があったこ

とにより公共施設整備基金に８億２，５

００万円、総合福祉会館再整備基金に１

０億円を償還させていただきました。こ

の１８億２，５００万円の実質的な基金

増が実質単年度収支に反映されませんこ

とから、実質単年度収支は平成１６年度、

平成１７年度は黒字、平成１８年度は５

億１，２００万円の赤字となったもので

ございます。平成１６年度から平成１８

年度は特定目的基金を財政調整のために
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取り崩し、あるいは借り入れたことによ

り単年度実質収支が実際の収支と逆転し

た形になっております。

　財政調整基金の取り崩しだけでは財政

運営が困難であったということで、ご理

解いただきますようよろしくお願いいた

します。

　次に、たばこ税の収入の考え方という

ことでございますけれども、市たばこ税

は普通税でございまして、決算統計上は

経常的一般財源としての歳入となります。

したがいまして、期限つき臨時的な増収

分についても同様の範疇に入ってしまい、

区分することはできませんが、財政を扱

う者といたしまして、たばこ税の増収分

については期限つきのものでございます

ので、当然、臨時的な財源という位置づ

けで財政運営をしていかなければならな

いと考えております。しかしながら、平

成１８年度決算では基金積立額に実質収

支額を加えますと１２億円程度の剰余額

ということになりますが、法人市民税等

で４億円程度の増収がございましたので、

これを除きますと残りは８億円というこ

とになります。増収分１４億円のうち６

億円程度は歳出に回ったということで、

結果的に増収分なしでは収支均衡を維持

できなかったということになります。今

後も引き続き行財政改革を推進し、経常

経費を抑制し、来るべき税収減に備えて、

できるだけ基金の積み立てに充ててまい

りたいと考えております。

　次に、経常収支と実質収支の収支比率、

実質公債費比率の件でございますけれど

も、平成１８年度の経常収支比率が改善

した理由でございますけれども、経常収

支比率の分母となる経常一般財源で市税

等の増収で１９億５，５００万円の大幅

増となり、分子となる経常経費充当一般

財源で退職者増による人件費が１億８０

０万円、扶助費が２億１，６００万円増

加いたしましたが、公債費が１３億円と

大幅に減少したこと等によりまして９億

７，２００万円の減となりました。経常

的一般財源規模は本市の場合２００億円

程度でございますので、分母の増で１０

％、分子の減で５％、あわせて１５％に

相当する改善となったものでございます。

将来の見通しといたしましては、平成２

５年度までの中期財政見通しを作成いた

しました折に、あわせて経常一般財源ベー

スの試算を一定いたしておりまして、下

水道特別会計で資本費平準化債を発行い

たします２１年度までは１００％切るこ

とができると見込んでおりますが、それ

以降は再び１００％を超えることになる

と予測いたしております。なお、中期財

政見通しは一定の前提条件のもとに試算

をいたしておりますが、経常一般財源ベー

スも同様に条件のいかんにより変動する

ことがあることをご理解いただきたいと

思います。

　平成１７年度の公債費償還のあり方と

いうことでございますが、借換債等の普

通会計ベースでここ数年、公債費は４６

億円程度推移いたしておりましたが、平

成１７年度は６４億円に増加いたしてお

ります。これによりご質問のとおり実質

公債費比率が単年度で３０％を超えまし

た。この増加要因は公共施設用地として

取得するため、平成７年度に借り入れた

東一津屋土地区画整理区域内の土地の借

入金を一括返済したことによります。

　一般的に民間資金を２０年返済で借り

入れた場合１０年ずつ２回分け、１回目

は元金償還３年据え置きで７年返済し、

借換債により残りを１０年返済いたしま

すが、この土地につきましては、その後

の財政事情等により未利用となり、公共

施設用地として利用されない土地につい
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ては借りかえできないため元金償還金１

２億６，８００万円を一括返済したもの

でございます。

　そのほかに平成１８年度の起債制限比

率が、起債制限比率の２０％を超える見

込みになりましたので、６億５，７００

万円を繰上償還いたしましたため、大幅

な公債費の増加となったものでございま

す。

　平成１８年度になりまして、起債協議

制となり、起債制限比率にかわり実質公

債費比率が導入され、全国ワースト５位

という不名誉な結果となり、皆様方に不

安を抱かせましたことは大変申しわけな

く存じておりますが、その時点での財政

運営といたしましては、ほかに方法はな

く適切な策であったのではないかと考え

ております。

　また、今後の見込みでございますが、

一般会計ベースでは平成１８年度決算に

おける標準財政規模に対する市債現在高

の割合が１．６６７ということで、平成

１７年度の府下３２市の平均が１．７１

５ということで、この数値を下回ってお

りまして、今後も減少するものと見込ん

でおります。

　それから、一時借入金についてでござ

いますが、一時借入金が出納閉鎖期間中

に集中していることにつきましては、理

由として大きく３点ございます。１点目

は、歳入と歳出の時期にずれがあること。

２点目は、市債の償還が半年賦というこ

とで償還時期が３月、４月、９月に集中

すること。それから３点目は、出納閉鎖

期間中は旧年度と新年度の資金需要が重

なるため、特にこれらすべての要件が出

納閉鎖期間中に重なるため、資金不足と

なりこの時期に一時借り入れが多くなっ

ております。

　平成１８年度の一時借入金につきまし

ては、減債基金、財産区積立金、水道企

業会計、総合福祉会館再整備基金より、

決算概要１９ページにございますような

借入期間、借入金額、利率にて借り入れ

しております。特定目的基金、水道企業

会計からの一時借入金は地方財政法及び

上位法令に抵触をしないのかということ

でございますが、地方財政法には規定が

なく、地方自治法第２３５条の３に定め

られておりますが、特段の制約は設けら

れておりません。基金からの借り入れに

つきましては地方財政実務提要において、

会計管理者の資金管理において現金の不

足が短期間生ずるといった場合、基金の

現金を一時運用することはみだりに渡ら

ないことに注意しつつ行うことは差し支

えないとされておりまして、同様に土地

開発公社からの一時借り入れについても

可能とされております。

　水道企業会計からの借り入れにつきま

しては、大阪府と事前に協議いたしまし

て、可能との回答を得ております。利率

の根拠でございますが、借入実行日の市

中定期金利、定期預金金利に基づいて決

定いたしております。そこで借入実行日

の市中金利でございますが、決算概要の

上から順に申し上げますと、減債基金に

つきましては２か月定期の利率が０．０

２％、財産区積立金、水道企業積立金に

つきましては１年定期が０．０６％、１

９年３月の借り入れのうち水道企業会計

については１年定期が０．４％、減債基

金については２か月定期が０．２５％、

総合福祉会館再整備基金につきましては

１か月定期が０．２％となってございま

した。なお、水道会計では通常、余裕資

金を１年定期で運用いたしておりまして、

一般会計に一時貸し付けする場合におい

ても企業の損失を生じないように通常の

利率以上で運用をしなければならないこ
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とから、協議の上、１年定期の利率を適

用いたしております。

　平成１８年４月に０．０６％で借り入

れいたしました時点の、そのときの短期

プライムレートが１．３７５ということ

でございますので、双方ともデメリット

がなく、メリットのある貸し借りである

と考えております。

○山本善信委員長　寺本参事。

○寺本総務部参事　それでは、市民税課

にかかわりますご質問で、個人市民税、

法人市民税が前年度と比べて増となった

要因を具体的にということでご説明申し

上げます。歳入歳出決算書の２８ページ、

２９ページでございます。まず、個人市

民税でございますが、当初予算額３６億

３，４００万円を計上させていただきま

したが、個人所得割額が当初見込額より

増加したことによりまして１億２，００

０万円の増額補正をさせていただきまし

た。現計予算額は３７億５，４００万円

でございます。収入済額でございますが、

現年課税分３６億８，３１３万８４７円、

滞納繰越分７，２５９万２，７７０円と

合わせまして決算収入額は３７億５，５

７２万３，６１７円でございます。前年

度と比べまして約３億１，０００万円の

増となったわけでございますが、率にし

まして８．９８％の増となったところで

ございます。増の要因としましては税制

改革に伴います定率減税２分の１への縮

減や老年者控除の廃止、また公的年金控

除の見直し等の影響で２億５，０００万

円、このほかに分離課税となっておりま

す退職金にかかる税額や土地、建物及び

株式譲渡に係ります税額などの増収がご

ざいまして、これらの増額が影響したも

のでございます。

　次に、法人市民税でございますが、当

初予算額２４億７，５００万円を計上さ

せていただきましたが、企業収益の回復

によりまして２億９，０００万円の増額

補正をさせていただきました。現計予算

額は２７億６，５００万円でございます。

収入済額でございますが、現年課税分２

７億８，６０１万９，８５０円、滞納繰

越分５１８万１，５１４円と合わせまし

て決算収入額は２７億９，１２０万１，

３６４円でございます。前年度と比べま

して約４億４，３００万円の増となって

おります。率にしますと１８．８８％増

となったところでございます。法人市民

税につきましては平成１３年９月のアメ

リカの同時多発テロに端を発しまして世

界経済の先行き不安から１４年度と１５

年度、大幅な減収となったわけでござい

ますが、平成１６年度決算では主要企業

の好決算を受けまして大幅な増収となり

ました。その後も順調に推移しておりま

して、平成１８年度も主要企業の収益が

大幅に伸びたことによりまして好決算と

なったものでございます。

　それから、法人税割も含めてというこ

とでございますので、もう少し詳しくご

説明させていただきますと、法人市民税

の部分につきましては、均等割の区分で

資本金等の金額と市内の事業所等の従業

者数の合計数で区分されておりまして、

規模の大きい１号法人から規模の小さい

９号法人まで区分されております。この

１号法人と２号法人で調べたものでござ

いますが、資本金等の額が５０億円以上、

市内従業者数５０人以上の１号法人、資

本金等の額が１５億円以上５０億円以下、

市内従業者数５０人以上の２号法人の部

分でございますが、１７年度は１号法人

と２号法人、合わせまして３０社ござい

ました。調定額は、この３０社で１１億

５，６００万円でございます。１８年度

は１号法人、２号法人合わせまして３１
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社でございます。この１８年度３１社に

つきましては、総企業数が法人の対象の

企業数が３，１７０社ございますので、

約１％の割合となっております。この３

１社で１８年１１月の仮決算の申告が出

た段階で調定額が１４億５，０００万円、

これは決算調定額総額の２８億２，００

０万円の５１％に当たります。１７年度

の同時期と比べまして２億９，４００万

円の増となっておりました。このことか

ら２億９，０００万円の増額補正をさせ

ていただきまして、結果、１号、２号法

人の主要企業の好業績を受けまして、１

８年度好決算となったものでございます。

○山本善信委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは女性政策

課に係るご質問にご答弁申し上げます。

平成１８年度監査結果報告書の中で男女

共同参画センター使用料の徴収事務にお

いて一部で年度区分の誤りがあったとご

指摘を受けた予算項目及びその内容とい

うご質問でございますが、予算項目につ

きましては決算書３５ページに記載の款

１３、使用料及び手数料、項１、使用料、

目１、総務使用料、節２，男女共同参画

センター使用料でございます。内容でご

ざいますが、平成１８年３月末に７月分

の使用申請を受け付けまして、使用料を

現金で前納いただき、この使用料につい

ては平成１７年度分として会計処理をい

たしました。ところが後日、当該団体よ

り使用取り消しの申請が出されまして、

対応しました職員が使用予定日から平成

１８年度分と解釈し、窓口で現金還付を

行ってしまったものでございます。

　センター使用料につきましては、使用

申請受付時に現金でお支払いをいただい

ており、毎週末を締めとし、まとめて会

計処理を行いまして、市の指定金融機関

に納付をしておりますことから、会計処

理上の年度区分の誤りに気がつくのがお

くれ監査でご指摘を受ける結果となった

ものでございます。

○山本善信委員長　井口課長。

○井口秘書課長　秘書業務にかかわりま

すご質問にお答えをさせていただきます。

まず、委託と派遣の違いについてという

ことでございましたが、一般的に委託と

申しますのは、受注者と委託者、発注者

とが委託契約を結んで仕事を引き受け、

そして、その仕事の完成を目的とするも

のが委託であり、派遣とは労働者と雇用

関係を結んだ会社、いわゆる派遣元が労

働者派遣契約を結んでいる発注者、いわ

ゆる派遣先へ労働者を派遣するというも

のでございます。したがいまして、大き

な違いは労働者に対します指揮命令権の

所在というふうに考えております。いわ

ゆる指揮命令権が発注者、市側にござい

ましたら派遣、受注者、業者側にあれば

委託というような解釈かと思います。ち

なみに秘書業務につきましては労働者派

遣法に基づきます派遣契約を締結させて

いただいておるところでございます。

○山本善信委員長　有山参事。

○有山市長公室参事　それでは、政策推

進課にかかわります３点のうち、子ども

の安全・安心都市宣言、それから企業誘

致資格審査会について、私の方から答弁

させていただきます。もう１点、公共施

設巡回バスは山口参事の方から答弁をさ

せていただきます。よろしくお願いしま

す。

　まず、子どもの安全・安心都市宣言で

ございますが、子どもを育て、守るとい

うことで、私たちの大人の責務であると

いうことで、このことで行政、あるいは

保護者、地域、各種団体をはじめ多くの

市民の皆さんに協力をいただきまして、

摂津市全体での子どもの安全・安心なま
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ちづくりを目指すということで、平成１

８年４月１日に子どもの安全・安心都市

宣言を行ったところでございます。これ

に基づきまして平成１８年６月３日、子

どもの安全・安心都市宣言の理念を広く

市民の方々に知ってもらうということか

ら、この活動を地域で広めるということ

で柳田小学校多目的ホールで宣言大会を

開催を行いました。参加人数は２３０名

でございました。私ども政策推進課で行

いました業務については、このときに６

月に懸垂幕を立てるというようなことを

しまして、啓発事業を行いました。摂津

市全体ではどのような事業を行ったかと

いうことでございますが、教育委員会の

方で学校安全監視員ということで監視員

を雇い入れ、青色パトロール車を運行を

いたしました。

　それから、従前、小学校においており

ました受付員の配置を、公立の幼稚園３

園にも受付員を配置するという業務を１

８年度に行っております。ほかに公立の

保育所４か所にカメラつきインターホン

及び電気錠を設置いたしました。これは

リモコン式のモニターとリモコン式の施

錠スイッチがついているものでございま

す。あわせて公立の保育所４園に防犯ブ

ザーつきの赤色灯の設置を平成１８年度

に行ったところでございます。

　それから、企業誘致資格審査会のメン

バーでございますが、企業誘致審査会、

他市の例によりますと専門家の立場から

大学の教授や弁護士、公認会計士、企業

誘致の観点から地元商工業者や銀行、地

域に係る影響を考えるところから住民代

表などが行政以外の構成メンバーとなっ

ております。本市におきましても、これ

を参考にいたしまして、自治連合会の会

長、商工会の代表、それから大阪人間科

学大学の経済学の教授、それから市民の

法律相談をやっていただいております弁

護士を行政以外のメンバーといたしまし

た。行政側からは産業振興の立場から生

活環境部長、税の立場から主担部長であ

ります総務部長、審査会の事務局を持っ

ております関係から市長公室長の３部長

と行政の取りまとめの立場から副市長の

４名が行政側の委員として、都合８名の

メンバーで審査会のメンバーとしており

ます。

　開催につきましては、企業誘致条例に

基づき受理した申請が出ましたので、条

例の施行規則第３条の規定に基づく審査

会を奨励措置の資格の可否の決定を行う

ため、５月１２日に摂津市企業誘致奨励

適用資格審査会を開催したものでござい

ます。

○山本善信委員長　山口参事。

○山口政策推進課参事　それでは、私の

方から公共施設巡回バスの運行試行事業

につきましてご答弁を申し上げます。委

員ご指摘のとおり、過去に市内全体のバ

スの体系を考えるようにということで３，

０００万円程度の予算づけがなされまし

た。いろいろ協議をしたわけでございま

すが、年度末において結果として翌年度

に繰越明許ということで送られた次第で

ございます。翌事業年度におきましても、

各路線バス事業会社なりといろいろ協議

を行いましたが、話がつかず現在に至っ

たということでございます。

　この間、今回公共施設巡回バスの試行

運行に何とかこぎつけたわけでございま

すが、その理由といたしましては、平成

１４年の２月に道路運送法が改正されま

して、参入撤退が自由化されましたこと、

いわゆる国による需給調整規制と申しま

すが、これが撤廃されたことによりまし

て、地域交通会議なんかを経なくても参

入撤退が自由化されましたことが、まず
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一つ。それから、今回それによりまして、

路線バス会社の方でも自由競争にさらさ

れる時代になったということ。

　それと巡回バスのコースでございます

けれども、当初、千里丘、それから一津

屋、鳥飼、この３地区を候補に上げてお

りましたが、鳥飼地区を限定して、なお

かつ路線バスとの競合をできるだけ避け

たコース設定としたことによって何とか

試行運行ということができたのではない

かというふうに考えております。

　ちょっと前置きが長くなりましたが、

委員ご指摘の乗客数の把握とコースの設

定についてでございますが、まず、試行

運行前と試行運行後について、ちょっと

分けてご説明をさせていただきます。ま

ず、試行運行前におきましては、従来近

鉄の循環バスが一津屋の大回りコース、

左回り一方通行で一日９便でずっと運行

をしておりました。その際、平成１２年

及び１３年につきましては、一日平均乗

客数が４６人と、平成１０年、１１年に

ついては６３人程度あったものが４６人

程度に落ちたと、これを受けまして、当

時の交通対策課で１４年の２月２２日で

ございますけれども、乗り込み調査をい

たしまして、一日９便、職員２名体制で

調査を行った結果、乗客数は３３人とい

う結果が出てまいりました。

　今回、鳥飼地区の公共施設巡回バスを

運行するに当たりまして、私どもとして

はどの程度の乗客があるのかということ、

これは未知数ではございましたが、一定

コースこそ違えですね、この調査結果を

参考にいたしますとともに、今回巡回バ

スの本数が一日５往復と、便数が少ない

こと。また、一往復当たり１時間２０分

という非常にちょっと長い時間を要する

こと。また、運行時間帯が昼間の時間帯

であり、路線バスの乗客の多い早朝及び

夕方以降の運行を行わないということな

ど、また、バス停となる公共施設周辺の

住宅の密集度等を勘案いたしました結果、

一日平均５０名、月にしまして月曜日か

ら金曜日までの運行を予定しておりまし

たので、月１，０００名、年間１万２，

０００名という見込みを立てた次第でご

ざいます。

　次に運行コースの設定についてでござ

いますけれども、これにつきましては、

先ほどもちょっと申し上げましたが、な

るべく阪急バスさん、ないしは近鉄バス

さんとの路線競合を避けるような形で考

えました。その中で当初は南摂津市民サー

ビスコーナーとふれあいの里との往復を

考えておりまして、これでありましたら

１時間に１便程度の運行が確保できるも

のと考えておりました。しかし、公共施

設の最たるものでございます市役所の方

と、やはりつながなければならないので

はないかということが出てきましたので、

市役所を入れてコースの設定を考えまし

た。その中でバス停としましては公共施

設、公民館でありますとか、図書センター

ということが限定されておりましたので、

できるだけそれに近い最短コースの設定

をいたしましたとともに、その上で生活

道路を避けながら、それをつなぐ最短コー

スの設定をするために職員が何度もコー

スを試走して決定いたしたものでござい

ます。

　実際に１か月おくれて１１月１日、実

際には２日から試行運行を開始したわけ

でございますけれども、その後の把握に

つきましては、本年度、１９年度に入っ

てからでございますけれども、４月の初

旬から７月３１日まで市内公共施設１２

か所でアンケート調査を実施いたしまし

た。それからホームページでも同じよう

な調査を広報の方でつくっていただいて、
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調査をしてまいりました。また、６月４

日から６月８日までの５日間につきまし

ては、政策推進課、交通対策課合同で、

月曜日から金曜日までの５日間、一日５

便、５日間で２５便、全便に乗り込みま

して対面式でアンケート調査を実施し、

利用者のニーズ、また市民のニーズの把

握に努めたところでございます。

　その結果を踏まえまして現在、交通対

策課の方で来年度に向けて、できること、

できないことの仕分けを行いながら、で

きる可能性のあるものについては検討中

ということを伺っております。

○山本善信委員長　東角課長。

○東角情報政策課長　平成１８年度決算

概要４４ページの行政情報化推進事業、

総額１億６，２２１万２，０３７円の支

出についてでございますが、委員のご指

摘のとおり過去、税、住基、福祉、それ

から医療の計算でホストコンピューター

を用いてまいりました。金額自体が非常

に大きな金額でございますので、ちょっ

と少しざっくりとしたお話をさせていた

だきたいと存じます。

　平成１８年度は１億６，０００万円ほ

どの経費となっておりますが、過去の推

移を見ますと情報政策課の電子計算費の

総額は過去１０年間、毎年２億円を超え

ておりました。最大では介護保険の制度

導入前の平成１１年度では決算額２億７，

０００万円となっております。そのうち

主なものといたしましては、ホストコン

ピューターのレンタル料で、これが毎年

１億２，０００万円かかってきておりま

す。本年度は９，６７９万９，２８４円

となっておりますが、これは平成１７年

度以降、オープンシステムを踏まえまし

て、職員の内部努力と、それから将来必

要であると見込まれる拡張機能の継続を

取りやめたことによりまして、金額が下

がっているものでございます。また、ホ

ストコンピューターに関連しますと情報

政策課以外の決算もばかにすることがで

きません。各課の制度改正のシステム改

造費も非常に大きなもので、全庁を合わ

せますと総額１億２，０００万円、最高

で１億５，０００万円かかったシステム

改造費の時代がございます。

　したがいまして、ホストコンピューター

のレンタル料、並びに各課の決算分のシ

ステム改造費用の合計額を合わせますと、

ホストコンピューターが１億２，０００

万円、各課のシステム改造費用の合計額

が毎年１億２，０００万円で、毎年２億

４，０００万円以上かかってきたもので

ございます。

　ちなみにホストコンピューターとオー

プンシステムでございますが、ホストコ

ンピューターはご存じのように非常にス

ピードの早い大型なコンピューターでご

ざいまして、メインコンピューターを毎

年レンタルして、それに各種のシステム

を接続すると。ただし、それは摂津市独

自のシステムになるということで、シス

テムの互換性並びにほかのシステム、特

にインターネットへの連動性はございま

せんでした。

　今回、平成２０年の４月からオープン

システムに切りかえますが、このオープ

ンシステムにつきましては、平成の市町

村大合併が起こったことによりまして、

また、企業のコンピューターＩＴ技術の

急速な進歩と相まみえまして、一般の非

常に安いパソコンと各種サーバーを組み

合わせることで、市全体のシステムを動

かすことができるというものでございま

す。また、これは、これから取り組むべ

き電子自治体につきましても、今のイン

ターネット技術にも対応したものでござ

います。
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　また、オープンシステムに切りかえる

ことで、これまで４部９課２７システム

を動かしておりましたが、システムを統

合することによりまして、全国標準機能

を装備した５部１４課３４システムを稼

働させることができると考えております。

○山本善信委員長　杉本次長。

○杉本総務部次長　総務防災課の部分に

ついてお答えいたします。庁舎管理事業

の光熱水費、先ほどの村上委員へのお答

えの部分で、さらにより具体的にという

ことでございますので、若干数字もお示

しすればいいのかなと思うんですけれど

も、光熱費が減少いたしましたのは、や

はり電力の単価が安くなったこと、契約

料金を見直したこと、これは大きな要因

であることは事実でございます。ただ、

これで職員が何も努力をしていないかと

いうことになりましたら、決してそうい

うことではございません。我々も２８度

の設定であるとか、昼の消灯であるとか、

いろんなことに取り組んできております。

近年、２００５年からはウォームビズ、

クールビズというのが国の方で取り組ま

れておりまして、これについて市の方で

もやっておるということになろうかと思

いますけれども、本市の庁舎の場合、冷

暖房にかかる費用を比べたときに、例え

ば１８年８月、去年の８月ですけれども、

１か月で１９万２，０００ｋｗ／ｈ、こ

としの２月、冬寒いときですけれども、

１１万９，０００ｋｗ／ｈということで

だいたい７万から８万ｋｗ／ｈ、１か月

で違ってくるという状況がございます。

ということはうちの庁舎の場合は暖房よ

りも冷房に対しての負荷が大きい、電力

消費量が大きいということになるのでは

ないかなと考えます。こういったことで

設定温度、特に夏場の設定温度について

は、各課に２８度ということをお願いし

ております。

　そしたら、クールビズについて効果は

どうかという、よくお問いをいただくん

ですけれども、実はこれ平均気温が１度

上がりますと相当な電力の使用量の差異

がございます。この前もいろいろとお問

いがありましたので、いろいろとながめ

ておりますと、１３年の８月と１７年の

８月、同じ８月なんですけれども、ちょ

うど月の平均気温が同じようなところで

ございまして、これで比較いたしますと

１か月で約５，０００ｋｗ／ｈの減少に

なっておるなというふうに考えます。全

体の使用量から言いましたら２％ないし

３％の減量ということになるわけです。

クールビズが直接の原因かどうかという

のは、なかなかわかりませんけれども、

事実としてその違いがあるというふうに

なっております。これからについても、

そういったことで冷暖房の開始時期等に

ついても、できるだけ管理しながら、か

といって暑い中で仕事の能率の落ちない

ような中で努力をしていきたいというふ

うに考えております。

　次に、市有財産の事業で確定測量はど

うかということで、お答えいたしており

ます予算現額と決算額が同じでして、予

算額と同じということではありませんの

で、３月に補正予算等を組んだときに予

算の現在額を落としておりますので予算

現額と決算額が一緒だったということで

ございますけれども、場所ですけれども

鳥飼新町１丁目の市有地２か所ございま

すので、これ普通財産で、現在は行政財

産として使用しておりませんけれども、

こういった土地、何か所かございます。

これを年度を追いまして確定測量、プレー

トの位置でありますとか、地積でありま

すとか、こういったものを管理していか

なければいけませんので、順次確定測量

－47－



を行ったものでございます。

　この土地を確定測量して市有財産を動

かしたとか、売ったとか、そういうこと

ではございませんので、ご理解いただき

たいと思います。

　次に、車両賠償のことでございます。

ことしの３月の議会のときに議会の同意

をいただきまして賠償を払った事案とい

うことが、今回出てきておりますけれど

も、この事故にかかわらず、車両事故に

ついては本当わずかな不注意が、こうい

う重大な結果をもたらすということは重々

承知しておりますし、ご指摘のとおりで

まことに申しわけないことかなと思って

おります。

　車両所有各課に対しましては、交通安

全運動期間中の注意喚起であるとか、安

全運転講習会の開催であるとか、一斉車

両点検を年末に実施いたしましたり、免

許証の確認も昨年若干消防の方で事件が

ありましたので、そういったことも契機

に年４回に免許証確認をふやすとか、こ

ういったこともしております。一番広範

囲にわたるのが恐らく大阪府の交通安全

協会が実施されております無事故無違反

チャレンジコンテストというのが、大体

１０月から翌年の３月ぐらいにかけて行

われます。これに毎年職員を１００名参

加させております。これをやりますと、

その事業所の、民間企業なんかもされて

おりますけれども、事故率、違反率といっ

たものが出てまいります。これずっと続

けてやっておりますけれども、本年は優

秀賞ということで１００人単位の規模の

中では、まあまあですけれども、一番い

いとは言いませんけれども、そういう結

果の賞をいただいております。また、整

備等についても、整備が乱れますと当然

安全にもかかわりますので、本年度はタ

イヤメーカーさんにちょっとご協力をい

ただきまして、公用車両のタイヤの一斉

点検をついこの間、実施しております。

こういったことで車両の整備等について

も十分留意してやっていきたいと考えて

おりますし、各車両所有の課に対しても、

引き続き安全運転等についての啓発を努

めてまいりたいと考えております。

　次に、防災対策の方でハザードマップ

ということで、これ１７年度に作成しま

して１８年度の初めになりますけれども、

配布をいたしました。確かにぱっと見ら

れるとびっくりされるという。というの

は、あれはその地点、地点がいかに、最

大この水深になりますよというものをつ

なぎ合わせたものなんですけれども、一

見しますと摂津市が全部水の底につかっ

てしまうような印象を受けてしまうとい

うことがございます。こういったことで、

当然市民の方も、そういうふうにびっく

りされると思いますので、そういったこ

とについては、ホームページであります

とか、例えば出前講座の中でハザードマッ

プを利用した出前講座をお呼びいただい

たときには、ご説明をしたりとか、あと

自主防災の各役員さんと一緒に年１回、

見学ないし研修なりをさせていただいて

おりますけれども、そういったときにハ

ザードマップはこういうふうに見てくだ

さい、また、こういうふうに使ってくだ

さいというふうにしております。

　ただ、設備面でつかるからすぐにどう

いう対応をしたのかということになりま

すと、それほど胸を張って言えることは

ないのかなと思います。ただ、こういう

ハザードマップをつくることによりまし

て業者さんとか不動産業者さん等々から

とか、建築の前時点でお問い合わせをい

ただくことがございまして、やっぱり地

盤を上げておいた方がいいんですねとい

うようなお話がありますので、ぜひお願
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いしますというようなことを呼びかける

等の対応はさせていただいております。

　それから、庁舎前の駐車場の件でござ

います。実は私が平成１７年にまいりま

して、その後で政策推進課の方で市民意

向調査を行って、その自由意見欄の中に

市役所はがらがらの駐車場やのにカード

を渡して、あんな暇なことをしてという

のが何件も出てまいりました。私もちょ

うどよく見えますので、２階から見てお

りまして、それよりもむしろ誘導をしっ

かりした方がいいんではないかなと思い

まして、私の判断でカードをやめました。

混雑時どうかなという心配もございまし

た。特に市民税、所得税の申告時につい

てはちょっと心配があったんですけれど

も、その中で昨年なんかは議員各位にも

庁舎前の駐車場を使用しないようにとい

うようなことをご理解いただいて、お願

いをして、できるだけ来庁される市民に

使っていただくというようなことをして、

混乱をなくすように努力をしたんですけ

れども、カードを渡しているときよりも、

むしろ誘導についてはスムーズにいった

のではないかなと、自分では判断してお

ります。もちろんそういったことがカー

ドを渡す方が、またスムーズになるよう

だと思われましたら、当然それもまた、

カードも残しておりますし復活させるつ

もりはしておりますけれども、現況では

今のやり方、また、巡回バス等も入って

くるようになっておりますので、そういっ

たことの誘導については力を入れるよう

に警備の方にはお願いをしておるところ

でございます。

　もう１点、自衛官募集事務委託費の件

でございます。いろんな募集事務という

ことで、現実には年に１回、広報に掲載

をさせていただいております。自衛官の

試験ですね、募集のときの。夏場が多い

んですけれども、こういったものに対し

て国というか、防衛省の方で算定をされ

まして各自治会に一定の金額を委託料と

していただいておるということでござい

ます。事務的には、そういう流れですの

で、具体的にこれをした、あれをしたと

いうことではありません。ただ、防衛省

の方としては、むしろ各自治体でそうい

う募集用のパンフレットなりをつくって

いただいたら、もっと差し上げれますけ

れど、というようなお話はちらっと聞き

ますけれど、今のところは広報に掲載し

ているだけということになっております。

○山本善信委員長　藤原参事。

○藤原市長公室参事　人権推進課に係り

ます三つのご質問に対してお答えいたし

ます。

　初めに人権問題に関する行事について

でありますが、事務報告書３３ページ、

真ん中に世界人権宣言５８周年記念大阪

大会というのがございます。これにつき

ましては人権推進課で持っています予算

から執行をし、私どもの課の職員２名が

参加しております。これを除く四つの行

事につきましては、人事課で持っていま

す専門能力開発向上事業の職員研修予算

でもって執行をしております。その中で

一番最後の行の近畿地区人権同和行政研

究集会についてでありますが、これにつ

きましては人権行政の担当職員の研修で

ありますために、人権推進課の職員１名

を派遣をいたしております。

　そのほかにつきましては、各部でロー

テーションをしておりまして、その当たっ

た所属部長が推薦した職員を派遣をして

おります。それにあわせて人権推進課の

職員も１名派遣をいたしております。一

番初めの第３７回部落解放人権夏期講座

でありますが、これについては議会事務

局と教育委員会総務部から、それぞれ１
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名と本課の職員、合計３名で、その次の

部落解放研究第４０回全国集会につきま

しては、市長公室から１名、本課の職員

１名、合計２名と。第２１回人権啓発研

究集会につきましては、副市長と市長公

室から１名と本課の職員１名、合計３名

を派遣しております。

　位置づけでありますが、人権に関する

ことを集中的に学習してもらうというこ

とで人権意識を高めていただいて、これ

からの職務に生かしていただくというこ

とが目的であります。

　続きまして、人権相談についてであり

ますが、人権相談補助金の補助対象経費

でありますが、これは人件費並びに物件

費すべてであります。府に出しました補

助対象経費でありますが、人権啓発指導

嘱託員は３名います。総報酬が４１４万

円、これのうちの５０％に当たる２０７

万円、並びに職員１名、私どもの課の職

員でありますが、それの総仕事量の２５

％に当たります金額が２０７万円、それ

と先ほど委員がおっしゃられました人権

協会に対する委託金２２万円、合計で４

３６万円を補助対象経費として大阪府に

申請をいたしまして、補助金の上限であ

ります１２５万円を人権相談事業補助金

として受け取っております。

　ちなみに相談員の資格でありますが、

これは大阪府人権室が主催いたします人

権相談員養成基礎講座９０分授業４０コ

マになるんですが、これを修了したもの

という指定がありますので、現在の指導

嘱託員並びに人権推進課の職員全員が取っ

ておりますので、その全員が当たってお

ります。

　それとこの人権啓発指導嘱託員の選定

基準でありますけれども、五つの要件を

設けております。年齢はおおよそ５０歳

以上７０歳未満で心身とも健康な者。摂

津市に在住、もしくは在勤していたもの

で本市の地理、歴史的な知識を有する者。

教職員及び行政職員を１０年以上経験し

た者。また、企業等で職務として人権関

係の業務を１０年以上経験した者。人権

問題に関して深い理解と豊富な知識を有

し、変化する人権のあり方について対応

できる者。そのほかにこれには該当しな

いけれども、特に市長が認めた者という

ことになっております。

　最後に人間基礎教育でありますが、一

般寄附６００万円についてであります。

本課が収納しました一般寄附６００万円

についてであります。この目的でありま

すが、人間基礎教育に関する事業に対す

る寄附であります。今回は補正で３２２

万円、補正第２号で認めていただきまし

て、市内１８か所に４種類の啓発看板を

立てさせていただきました。その決算額

が２３４万６，７５０円であります。ま

た、市制施行４０周年記念事業におきま

して、人間基礎教育体験談の募集をいた

しました。これにつきましては１５８名

の方から１６１点の応募がありまして、

その中から特に優れた体験談を寄せられ

た方１１名に図書カード、並びに応募さ

れた皆さんには応募された記念品という

のをお渡ししました。その分が１０万７，

３１２円であります。この残金につきま

しては、財調基金に取り入れ、今後必要

に応じて人間基礎教育のために執行する

予定であります。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　人事課の方に関係いた

します５点のご質問について、ご答弁を

申し上げます。

　まず、地域手当の件でございますが、

市としての考え方等々に対してでござい

ます。平成１７年８月に出されました人

事院勧告の給与構造改革の内容のうち地
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域手当にかかわる項目といたしまして、

地域ごとの賃金水準の格差を踏まえ、本

俸、月給のことでございますね、その水

準を引き下げ、また、地域間調整を図る

ための手当を創設をするということになっ

ておりました。この地域間調整のための

手当が地域手当に該当するものでござい

ます。地域手当の考え方といたしまして、

地域の民間賃金を基本とした調査を厚生

労働省の方で取りまとめ、その調査を賃

金構造基本統計調査という調査でござい

ますが、その調査に基づき全国各団体の

支給率を決定したものでございます。

　本市におきましては６％ということに

なりました。地方公務員法第２４条、い

わゆる均衡の原則等々をかんがみ、本市

としては妥当なものであるというふうに

判断をいたし、地域手当の導入につきま

しては職員、労働組合に申し入れを行い、

計７回の交渉を踏まえ、平成１８年第１

回定例会において給与条例の改正をご提

案させていただいたものでございます。

　また、市長会等々への要望でございま

すが、その交渉の中でも議論をされまし

た内容で、物価指数との整合性であると

か、都道府県と市町村の地域手当の整合

性については人事課といたしましても疑

義のあるところであり、そのことに関し

ましては地域手当の見直し、賃金調査の

開示等々を大阪府の市長会へ国に対して

要望をしていただくよう働きをかけてお

ります。

　続きまして、係長級昇任試験の件でご

ざいますが、対象人員と受験者はという

お問いでございますが、平成１８年度に

おきましては係長級昇任の１次試験につ

きまして対象者が８９名おりました。そ

のうち受験をいただいたのは１４名でご

ざいます。いろいろ種々努力をしており

ますが、１８年は１４名でございました。

　続きまして、創造的人材育成事業に関

する内容でございますが、この事業につ

きましては職員がやる気を持って行動を

起こすという職員の育成を図るためとい

う目的で、この事業を実施しております。

内容といたしましては、公務員として不

可欠になる公務執行能力を獲得していく

ため、また、それぞれの能力をスキルアッ

プしていくため種々の研修を行っている

ものでございます。詳細につきましては、

１８年度の詳細につきましては事務報告

書の２１ページをご参照いただければと

思います。また、その中でコンプライア

ンスに関するところでございますが、我々

といたしましては、そのうちの特に全項

目に対して職員として当然、法令を遵守

していかなければならないというところ

は種々ご説明があり、講師の方からご説

明はいただいておりますが、やはり管理

職に対する人権研修であるとか、課長代

理級、一般職、係長含めた全職員に対す

る情報セキュリティの研修であるとか、

また、自治体の法務入門研修、地方自治

法であるとか、地方公務員法であるとか、

等々の研修において各講師の方から強く

ご説明をいただいているところでござい

ます。

　４点目の海外研修でございますが、海

外研修につきましては、財団法人の大阪

府市町村振興協会が主催いたします海外

研修に本市職員として参加をさせていた

だいたものでございます。資格といたし

ましては、年齢は５０歳未満の職員、各

団体の長が推薦をする者。並びに８００

字程度のレポートを提出し、その内容が

優れている者で、国際的な視野とか、識

見を持った人材を養成していくために研

修に参加をさせていただいております。

平成１８年度の研修テーマといたしまし

て、「行政とＮＰＯの協働について」と
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いうテーマでございましたので、関係部

署でもございます福祉総務課の２０代の

主事を派遣したものでございます。

　費用に関するご質問でございますが、

さきに申しましたように、振興協会主催

でございますので、基本的には振興協会

の方で費用を負担していただけるもので

ございます。ただ、関西国際空港までの

旅費につきましては市の方で執行してお

り、往復といたしまして２，６４０円を

負担をしております。

　最後に安全衛生管理者、事務局として

の安全運転への取り組みについてでござ

いますが、労働安全衛生法等々に安全衛

生教育を事業者として実施していかなけ

ればならないということがうたわれてお

ります。私どもとしても、事務局として

担当しております人事課といたしまして

も、この点は強く教育をしていかなけれ

ばならないということは認識をしており

ます。

　具体的取り組みといたしまして、先ほ

ど総務部の杉本次長からの答弁にもあり

ましたように、無事故無違反のチャレン

ジコンテストであったり、日々の中で所

属長の方から安全運転についての注意喚

起をしていただいたり、また、年４回に

おける運転免許証の確認等々、車両点検

等々がございます。

　また労働安全衛生の事務局の立場とい

たしまして、公務のみの交通事故ではな

く、私ごとの事故でありましても何かあ

れば人事課の方に必ず報告をすること。

また、あってはならないことでございま

すが、飲酒運転等々の件につきましては、

昨年１０月に市独自の懲戒の厳しい処分

の指針をつくっております。また、公務

での運転前ではアルコール検知器におい

て必ず測定をして、それでもって運転を

するようにということを指示をいたして

おります。また、安全衛生委員会におき

まして、交通事故があったことを、機会

などをとらえて安全運転への注意喚起を

行っております。また、外部職場の中に

は事業所委員会というのを設置している

ところがございます。原則、月１回開催

をしており、その場において機会を見て

交通安全への注意喚起を行っているとこ

ろでございます。人事課といたしまして

も、いろんな場面を通じながら今後とも

安全運転への注意喚起を継続してまいり

たいというふうに考えております。よろ

しくお願いいたします。

○山本善信委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　私の方から広報紙の

配布についてお答え申し上げます。ご承

知のとおり広報紙の方は月２回発行して

おります。毎月１日発行の広報せっつお

知らせ版なんですが、こちらにつきまし

ては講座やイベントの申し込み、また、

市民健診の案内など、生活に必要な情報

を中心に掲載しております。ということ

で一斉に配布できる新聞折り込みで配布

しておりまして、一日の各紙朝刊に折り

込んで配布しております。配布に必要な

部数といたしましては３万７，７８０部

でございます。

　続きまして、１５日号ですが、１５日

号については制度や市の出来事などを限

られた紙面を有効に使って掲載しており

ます。この１５日号の配布につきまして

は、市役所の他の部署からの配布物とあ

わせて摂津市の運輸倉庫協議会に委託し

て自治会の指定する場所へ１５日に届け

ております。配布日なんですが、１５日

を基本とし土曜日・日曜日に当たる場合

につきましては、繰り上げて金曜日にお

届けして土日を有効に使っていただく体

制で配布の協力を求めております。自治

会配布に関しましての必要部数ですが、
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これにつきましては各自治会から年度当

初に必要部数の報告を受けておりまして、

その集計しました分をお届けしておりま

す。部数としましては２万７，５００部

の配布でございます。

○山本善信委員長　川上次長。

○川上監査委員事務局次長　監査委員事

務局からお答えを申し上げます。ご質問

の順序多少前後いたしましたときにはお

許しをいただきたいんでございますが、

さきに公表されております監査結果報告

書、その中身について一部に留意すべき

点、これどういうことなのかということ

でございました。具体的に課毎の特定は

いたしませんけれども、具体的には例え

ば資金前渡の事後処理と申しましょうか。

財務規則上は事案終了後に五日以内にし

なさいということがあるわけでございま

すけれども、これに多少の遅延があった

というようなことでございます。その辺

はちょっと先ほど女性政策課にかかわる

お尋ねがございまして、原課からもお答

えがございましたけれども、例えば、会

計年度独立の原則に、あるいは抵触する

かもわからないというような、その事案

との比較で申しますと、いわば脱線の恐

れのあるものと、多少の遅延ということ

でございますので、その辺についておの

ずと監査委員のご判断としても、やっぱ

り分かれてまいろうかと。ただし、遅延

とは申しましても、やっぱりるるに、い

わば多少なりとも背反するところがある

のは事実でございますから、その点につ

いては一部に留意すべき点があるよとい

うふうにご指摘をいただいたというふう

に事務局としては理解をいたしておりま

す。そういう文言がつかないというとこ

ろもございますので、その辺はそういう

ようなことも認められなかったというよ

うなことで、監査結果の公表にかかわり

ますそういう表現の違いについてはご理

解をいただきたいというふうに思ってお

ります。

　続きまして、費用弁償のことでござい

ます。これは一般職員の普通旅費との対

概念であるということは重々承知をして

おると。その上であえて質問をするとい

うことでございましたので、ご質問の趣

旨は私なりに十分ちょっと咀しゃくでき

るかどうか、ちょっとやや自信がないん

でございますけれども、費用弁償という

言葉自体、例えばこれは多少個人的なこ

とを申し上げて大変恐縮でございますけ

れども、私も職員にならせてもらって、

初めてこの言葉に接しましたときに、弁

償なんていうのは普通は社会一般で使い

ますときには、何かエラーをしまして、

それに対するいわば金銭的な補てんとい

うような、そのようなことで使われる言

葉かなという気はいたします。ただ、行

政の中での使い方につきましては、これ

はご承知のとおりでございますけれども、

自治法の２０３条に非常勤特別職の方々、

職務を行うために要する費用の弁償を受

けることができるということがございま

して、この概念が用いられているんだと

いうふうに思っておりますけれども、こ

れは私どもに限らず広く定着をしている

ところではないかなというぐあいに思っ

ておりまして、これは事務局に限りませ

んで、監査委員の口からもちょっとどう

かなということで少し考えてみろという

ようなご指示は今までちょうだいしたこ

ともございませんですし、これは事務局

にとどまりませず、監査総体としてちょっ

とご質問の趣旨に十分かなうかどうかわ

かりませんけれども、費用弁償という概

念のあり方についても、これ以上の突っ

込んだ認識は、今のところ持ち合わせて

いないというぐあいに、とりあえずお答
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え申し上げます。

○山本善信委員長　豊田参事。

○豊田選挙管理委員会事務局参事　府議

会議員選挙の費用の点につきましてご説

明させていただきたいと思います。委員

おっしゃられているとおり、予算につき

ましては１，１７８万１，０００円、そ

れと１８年度決算につきましては、歳入

で６４３万５，０９１円、歳出で９３９

万９，２０５円となっており、この三つ

の数字につきましては１０分の１０とい

う形にはなっておりません。これにつき

ましては、１９年度におきまして歳入で

１，７２３万３，８４８円収入しており、

歳出で１，４２６万９，７３４円執行さ

せていただいたところでございます。こ

の１８年、１９年の両年度を合算します

と、歳入歳出とも２，３６６万８，９３

９円という同額となっており、府議会議

員選挙での執行額を府の委託金として賄

えているところから１０分の１０という

表現をさせていただいているところでご

ざいます。

　それと、もともとの予算の１，１７８

万１，０００円の積算についてというこ

とになるんですけれども、これにつきま

しては、それぞれ例えば立会人さんの報

酬であるとか、そういうふうな形で日々

の分で換算できるものにつきましては日

割で計算させていただきまして、また、

委託契約等につきましても、その執行時

期に応じまして振り分けさせていただく

ことができるという観点におきまして、

積算の根拠としまして、この額を出させ

ていただいたところでございます。

　先ほども若干申し上げたところなんで

すけれども、不用額が出ている部分につ

いては、若干選挙の執行ということで多

い目の予算組みということになったこと

から生じたものでございます。

○山本善信委員長　北居課長。

○北居警備第１課長　それでは、消防署

所管の耐震性貯水槽についてお答えしま

す。

　まず、公設の耐震性貯水槽は、その設

置方法におきまして、設置計画によって

設置したものや歩道拡張工事時に設置し

たもの、それから公共施設建設時に設置

したもの等を含めまして、現在２４基ご

ざいます。平成７年度に立案しました耐

震性貯水槽設置計画でございますが、平

成１２年度に１０か所目を設置した時点

で、財政状況等を考慮しまして、以後７

年間、先送りとなりまして、設置計画の

最終目標値であります１９か所のうち９

か所が残っている現状でございます。

　次に、現在まで７年間のこの対応であ

りますが、まず、各所々、これ４か所ご

ざいますが、遠距離大量送水システムの

配備、それと開発時に設置指導をしまし

た私設の耐震性貯水槽、これの利用、そ

れと大阪府の工業用水、安心給水栓、こ

れらの利用を計画し、一定対処をしてき

たところでございます。

　平成１９年度、今年度でございますが、

署におきまして、設置計画の再検討をし

たところでありますが、その検討結果と

しまして７年間の代替策、これにあわせ

まして緊急時の飲料水を供給できる大型

水槽車の配備、そして今一つはＪＲ吹田

操車場跡とまちづくり計画を勘案しなが

ら公共施設建設時に耐震性貯水槽の設置

の依頼を計画しております。また、先ほ

ど申し上げました設置計画の残り９か所

につきましては、これまで消防車両の更

新と重なっておりましたため、財政状況

を考慮し、先送りとしてまいりましたが、

更新車両が減少します平成２４年度、こ

れをめどに、それ以降の設置を行う予定

であります。
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○山本善信委員長　暫時休憩します。

（午後３時１２分　休憩）

（午後３時４０分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　総務部長から補足答弁を求めます。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、先ほどの答

弁の中で費用弁償の部分につきまして、

財政担当部局ということで一応補足答弁

をさせていただきたいと思います。

　それぞれ予算を計上するときに歳入歳

出それぞれ款項目節という区分で、それ

ぞれ歳入歳出、予算計上をします。その

結果として、また決算書にあらわれてく

るんですけれども、その中で費用弁償で

ございますが、節のところに、歳出の場

合には１報酬から２８の繰出金まで、２

８節ございます。そのうち９の旅費につ

きましては費用弁償、それから普通旅費

というふうに二つに区分して計上してお

ります。費用弁償につきましては特別職

に相当される方、それから普通旅費につ

きましては一般職の場合については普通

旅費という区分になっております。ただ

し、こういうふうに二つに正確に分ける

わけではなく、今現在、アルバイト賃金

をお支払いしている方とか、あるいは非

常勤職員の方、ほとんど出張をする機会

はないんですけれども、たまたまそうい

う出張の機会も当然出てきます。その方

につきましては市の、いわゆる職員の旅

費条例に基づきまして、それぞれ費用を

お支払いしていると、その部分について

は費用弁償というような名称になってお

ります。

　いずれにいたしましても、予算のつく

り方につきましては費用弁償と普通旅費

の両区分でございますので、費用弁償と

いう表現につきましてはいたし方ないと

いうふうには思っております。

○山本善信委員長　はい、三好委員。

○三好委員　それでは、２回目の質問を

させていただきますが、それぞれ１回目

で丁重なるご答弁をいただきまして、そ

の中で改正ができるかどうかという部分

の中で、これから質問をしていきたいと

いうふうに思っております。

　１回目と同様に、まず各課別にさせて

いただきたいというふうに思いますので、

その辺をまたよろしくお願いいたしたい

というふうに思います。

　まず、財政議論での基金の運用につい

て財政課長からるるご説明もいただきま

した。私はここで言いたいのが、その平

成１６年度、平成１７年度決算と平成１

８年度の決算の違いについてをご議論し

ていきたいというふうに思っております。

いわゆる実質単年度収支を５億１，３０

０万円の赤字にした部分については、私

の考えといたしましては、先ほど言いま

したように平成１８年度決算では特定目

的基金である公共施設の整備基金、及び

総合福祉会館再整備基金からの借入金、

合計２４億２，１００万円のうち平成１

８年度で公共施設整備基金に８億２，５

００万円、総合福祉会館再整備基金に全

額の１０億円を返済したと。その総合福

祉会館再整備基金を１８年度で廃止をし

て公共施設整備基金に積み立てた結果、

１８年度では５億１，３００万円の赤字

になっている。この財政手法の中で実質

単年度収支を黒字にもっていくならば、

特定目的基金の公共施設整備基金に総合

福祉会館の部分を、基金を積み立てるよ

りも財政調整基金に幾らか入れれば、こ

の単年度収支は黒字化ができたのではな

いかなというふうに思っているわけです

ね。その点についての財政運営上の手法

と、その回答を聞いた後にご質問をしよ

うと思っていたんですが、先に、もうそ
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の考え方も含めながらご質問もしておき

たいと思いますが、そういった財政運営

を図っていくときに、いろんな弊害が生

じてくるやろうなという部分が、まだ気

になる点でございまして、この点につい

ては、また後ほど質問をしますけれども、

これから我々、この摂津市がいろんな諸

事業を今、抱えております。その中でそ

ういった、いつ何どき今の経済情勢が悪

化するかもわからない。例えば今、原油

が高騰しており、株が下落してきている。

先行き不透明なときに財調、もしくは減

債基金を積み立てておかなくて、弾力的

な財政運営が可能なのかということが非

常に気になるわけですね。これからの投

資計画も含めてご答弁いただきたいし、

その中での本来の財調と減債基金の考え

方について総務部長、もしくは副市長の

方から、その辺についてはご答弁いただ

きたいなというように思っております。

　それと並行しながら、このたばこ税の

件でございますが、そういったことをか

んがみたときに、このたばこ税が時限立

法の中での臨時収入として、私は受けと

めておりますし、この結果、いろんな要

因もありますが、平成１８年度が一部財

政が好転してきたのは、大きな要因の一

つであるという認識をしております。し

かしながら、これは未来永劫、この額が

得られるわけでもなし、今、ためられる

分はためておかなければならないという

観点でございまして、この辺についてで

も、臨時財源の本質ですね、１回目の答

弁でもいただきましたが、先ほどの財政

基金の運用も含めながら、この点につい

て改めてお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、先ほど来から言っている、

この平成１９年９月１０日の日刊紙等の

報道の起債制約１１自治体増の中で、こ

れマーカーペンを塗らせていただいてい

るのが、これ摂津市の実質公債費比率、

経常収支比率が悪化してきたと、一部好

転はしているけれども、我々の、この摂

津市というのは実質公債費比率、近畿２

府４県でのワースト１でございます、市

でね。摂津市２５．７％、改善はしてき

て、これ確かに３か年平均の中での昨年、

ことしが大変ピーク、この１７年、１８

年度が、そういった実態であるけれども、

一方ではまちづくりをやらなければなら

ない。

　それと、こういった新聞報道によって、

市民が本当に不安がっておりましてです

ね、我々のところにも何回も問い合わせ

等で大丈夫かということになっておりま

して、そういったことも含めながら、先

ほどこの点についてでの将来見通しも、

もう一度聞かせていただきたいと思いま

すし、その一時借入金についてもそうで

すが、これも財政運営全体の件でいろい

ろと話を聞いていきたいと思ってるんで

すが、今、北海道夕張市が、最近は報道

はされていないんですが、市町村財政比

較分析表の夕張市と摂津市のおかれてい

る状況の中での、夕張市の財政を見ます

と、財政力もその類似団体では最下位で

ございましたし、財政構造の弾力性も最

下位でございました。人件費、物件費等

の適正度の体質も最下位。それから、公

債費負担の健全度も最下位でございまし

た。定員管理の適正度も最下位でござい

ました。

　そういった要因が、なぜ夕張市がここ

まで落ち込んできたかという部分につい

ては、国策であった炭鉱収入がまず減っ

ていき、そこに入っていった個人市民税

が、人がどんどんどんどん減ってきて、

個人市民税が減ってきた、法人市民税も

減ってきたという一方でですね、先ほど
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言いました一時借入金の、まさにこれは

言葉を選ばなければならないんですが、

事例として要はサラ金の自転車操業みた

いなことを一時借入金を夕張市はやって

きたというのが大きな要因であって、議

会のチェックもそこになされてなかった

というような状況がありました。

　そういったことの中で、我々摂津市と

しても、この一時借入金が平成１８年度

の段階で３９億６００万円、これについ

ては予算を組んで、国の補助金が、いろ

いろ資金繰りで決定をされて入金される

までの財源に回したということになって

いますけれども、その辺についての、こ

の財政運営上の一時借入金の年度内返還

ということは、国に対して要望でけへん

かったんかいと、今後ともそういった財

政運営の収入になってくるのかというこ

とですね。

　それと一時借入金の場合には、特定目

的基金と企業会計からの一時借入金が１

８年度は相当ありました。

　これは、私、冒頭にも評価しましたけ

れど、この間、平成１０年度に財政の健

全化計画を組んで、いろいろ努力されて、

それまでは１７年度、１８年度、１９年

度赤字再建団体に落ち込むかもわからん

ということの中で、行財政改革にも取り

組んでいただいた、その財政をはじめと

する当局の皆さん方には、ほんまに敬意

を表したいと思いますけれども、まだま

だ安心ができない財政状況であるがゆえ

に、改めてこの一時借入金、それと夕張

市の違いを教えていただきたいというふ

うに思っております。

　それから、市民税につきましては、そ

れぞれ理由は聞かせていただきまして、

いつも気になっているのが、本市の、そ

の税構造の比較なんですが、北摂７市で

平成１７年度の、私データでしか調べん

かったんですが、平成１７年度の個人・

法人市民税の比較表をつくってみました。

　個人市民税、人口一人当たりに換算し

ますと、もうあんまり言いませんが、箕

面市がトップですね、摂津市が第７位、

最下位、法人市民税は逆に摂津市がトッ

プで、箕面市が最下位、トータルします

と５位の順番ぐらいになります。

　ここで気になるのが、就業人口一人当

たりの税収比較をしてみたら、結局同じ

ような順位にはなってくるんですが、一

方では、高齢化がどんどんどんどん進ん

でくる中で、これから年金生活者がふえ

てくる。働きが減ってくる中で、就業人

口一人当たりの税収というのは今後落ち

てくるやろうと、その見込みを今のうち

にやっとかないと、冒頭言いましたよう

な、団塊の世代に突入してきて、まさに

今から人口減少時代になってきて、働き

手が減ってくる、そういったことの中で

市民税の今後の見込みを教えていただき

たいなと。昨年度の部分が、異常値であっ

たのか、それとも安定的な税収構造であっ

たのかということも教えていただきたい

というふうに思います。

　それから、秘書課の業務委託の件でご

ざいますが、私はここの業務委託料の部

分について、先ほど課長から答弁いただ

いたんですが、これね、派遣契約と業務

委託契約の違いという部分が、世の中で

もいろいろ問題になっている場合ありま

すね。発注のまず仕方が、本来ならば、

これは人事一括で、こういう委託業務と

いうのは従来からやられてきとる部分を、

今は各課別になってきているというふう

に一方では伺っています。

　昨年に派遣法が改正された中で、この

派遣契約ならば、この３か年で見直しで

期限延長はないんですけれども、委託契

約となってきた場合に、契約事業者と個
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人との委託をすれば、その中に業務命令

というのが、先ほど課長が言うておった

のは、派遣の社員に対しては仕事の指示、

命令系統は、そこで受けた企業側、いわ

ゆる市役所が指示、命令系統ができるん

ですが、今やっておる委託になった場合

には、それはしてはならないという解釈

になっているわけですね。だから、その

部分に対して、なぜ秘書課業務がそういっ

た部分の委託になっているんかというこ

とを聞きたいんですね。これは私も、こ

このあなた方の決算概要だけの文言で見

ているんで、派遣ならばそういった指示、

命令系統が可能。委託ならばそこには、

そこの業務の指示、命令系統は言っては

ならないと言うのが、この契約条項に載っ

ているわけですね。だから、この点につ

いては明解にお答えをいただきたいと思

いますし、そういったことをやった場合

に、今度請負業の関連が絡んできますん

でね。

　それから、広報せっつ及びお知らせ版

についてでございますが、もう端的に言

いますと、この広報せっつをいつからそ

の全世帯に１日号ですね、新聞折り込み

やってきたんかと。従来から、この自治

振興課にかかわる部分までは僕立ち入り

たくないんやけれども、要は今、行政は

地域力ということの中で、各種団体の皆

さん方に協力をいただきながら、今行政

運営をやってきているわけですね。その

中で、特に大きな自治連合会、小学校区

になれば、連合自治会、単一自治会の中

に、その中で加入率をふやしたいという

要望が今までいっぱいあったわけですね。

過去、何回となしに議論をしながら自治

会に入ったときのメリット、デメリット

を精査してくる中に、こういった広報紙

も、自治会に入っておけば手元に、自宅

まで届きますよと、これを有効な手段と

して利用したらどうですかという議論も

なされてきた経緯があるわけです。だか

ら、そういった中で１日号を全戸配布に

した根拠と、そういった部分をどういう

ふうに当局が見ているのかと、自治会は

どんどんどんどん今は減ってきた、３年

前は７５％の加入率、今は７０％まで減っ

てきた。その中で、一方では自主防災訓

練とか、いろんな訓練に対しての、自治

会に対して協力もいただいておる。確か

に税金払っているから、市民に対しての

公平性の中で、そういったお知らせ版も

皆さん方に配りたいという気持ちはわか

ります。どこで協議をされてそういった

ことになったんかということを教えてく

ださい。

　公共施設のバス運行については、もう

今、所管かわっていますので、ただほん

まに、まだ所管持っているんやったら、

その半年間でもっと調査をしながら、い

ろいろ運行計画をやってほしいと。ただ、

私からここで言いたいのは、政策推進課

から業務が外れたけれども、交通対策課

に対して、ちゃんと申し送りもしながら、

よりよい運行計画を組んでいただくこと

をお願いしておきます。また、所管がか

われば、そこでまた言う機会もあります

けれども、またお願いいたします。

　子どもの安全、企業誘致については結

構でございます。

　人権推進課につきましても、人権推進

問題に関する行事、人権相談は結構でご

ざいまして、一般寄附についてでござい

ますが、この要は、人間基礎教育に対す

るその看板と、いろいろともう１点、４

０周年の体験談発表の図書カード、残り

を財調に積み立てると、残りが２６０万

円ぐらいあるわけですね、執行した後に。

その一般寄附の取り扱いで、本来、本人

からの目的があって、それが不用額となっ
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たからということで、財調に持っていく

のが好ましいのか、本来ならば人間基礎

教育の予算で年度をまたがっていくんやっ

たら、そこで継続で予算を計上しながら

管理をしていった方がいいのか、この点

についての見解をお聞かせください。財

調というのは、特定目的基金でないので、

その管理の仕方、手法というのは、その

財政課でのみしかわからないんですね。

財調というのはそういった扱いでは、私

はないと思います。だから、その辺につ

いて教えていただきたいと思います。

　女性政策課については、私が言いまし

た部分では、監査からの指摘事項だけ、

今、頭へ入っているみたいですけれど、

私の質問は、金額が幾らかわからんけれ

ども、雑収入で入っているんやったら、

還付しているんやったら、どこかに支出

があるやろと。決算書、決算概要の中に、

どこにその数字があらわれているんです

かと。ややもすると、既にわかっている

から決算書を書く前に雑入だけを入れて、

そこでもう調整終わっているということ

でこれを出しているんかと。これが１点

ですね。

　もう一つはお金の、これは女性政策課

だけ違いますよ、現金を取り扱う庁内で

の、改めて私はマニュアル確認をしなけ

ればならないと。数年前になるか、十数

年前になるか、それぞれ窓口で現金でそ

れぞれの団体の会費を預かって、それが

不明金になったような事例もありました。

それ以降に、現金を預かったらすぐに入

金しなさいと、その後、書類を残しなが

ら出金伝票を書いて処理をしなさいとい

うルールがあるわけですね。だから、今

の決算書での歳入、歳出を、私はそれに

該当すると思います。監査の指摘もまさ

にそこやったと思うんやけれど、決算書

の中にどこにあらわれているんですか。

　それと地域手当についてですが、地域

手当につきましては、私といたしまして

は、先ほど言いました調整手当時代のと

きには、これは理解がわからないという

ことの中で、いろいろ言うておりました。

ただ、これ地域手当につきましては、そ

の公務員給与構造の見直しに関する考え

方ということの中で、私はもう率直に言

うて、国で３％から１８％の地域手当が

新設され、本市が６％、近隣市には８％、

１０％、１２％の市がある。そこに生活

しているところが、これも言葉を選ばな

ければならないんですが、あそこ６％と

１２％、１２％の方の地域手当は物価も

高いし、住みやすいから１２％払います。

６％は住みにくいから、物価もやすいか

ら６％しかないでっせと、こんな烙印を

押されているんではないかと。だから市

として、この３年間の見直しの間にどう

やって行動を起こしていくんやと、私は

こういった議論のときに、職員組合が公

平委員会に対して、事務報告書にも載っ

てますけれども、要請を起こしたわけで

すね、もう一回審査をしてくれと。しか

しながら、これ大阪府市長会に対して市

長が言うてる間に結審しよったわけです

ね。手続上はそういったことでもいいか

もわからんけれども、働く仲間、それか

ら職員、全市民も含めて、その格差とい

う分については、異議を申し立てなけれ

ばならないだろうなと。その辺について

の考え方を聞きたいと言うてるわけです。

　これは公平委員会としてでも、その部

分の時期、タイミングも含め判断をした

基準を教えていただきたいと。これは、

ほんまに世の中、格差社会になってきた

という中で、こういった人事院勧告から

出てくる中での３から１８％、特に摂津

市６％で、吹田が１２％、茨木１０％と

かね。ほんまにまたがっているとこです。
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大阪府の職員が摂津市に派遣されたら１

２％でしょう。なぜ摂津市の職員が６％

になるのか。茨木市に住んでますやろう、

吹田市にも住んでますやろう、高槻市に

も住んでますやん、大阪市にも住んでま

すやん、その人らが、その６％であり、

ほかが８とか１０とか１２％。もっと行

政として怒らなければならないというふ

うに思います。だから、その辺について

の考え方を教えていただきたいというふ

うに思っております。

　それと係長級昇任試験につきまして、

数字を聞いて大変驚いているところでご

ざいます。本来ならば、私もこの係長級

昇任試験を導入したときについては、Ｏ

ＪＴの中で、それぞれが、管理職が部下

育成に努めながら、本来は昇任試験とい

うのは要らずに、やっぱり人事考査の中

でやっていくべきだという一方での考え

を持っておりました。

　ただ、こういった部分の昇任試験制度

を導入した以上、やはりその資格がある

人間については、全員にやっぱり試験を

受けさせる、この仕組みがやっぱり大事

ではないかなというふうに思っておりま

して、その中で、先ほど言われました、

対象者に対して、受けた人が非常に少な

いという、この風土ですね、市役所の。

受けるということは、普通の受けない人

と比べて、やっぱり相当勉強もしていか

なければならない、労力も使う、また責

任も重くなる、そういった人と、受けず

にそのまま、のほほんと定年退職まで迎

える人、こういった部分での人事処遇に

対してどんな処遇を考えておられるか、

今現在、どういうふうにしているのか、

こういった事を聞きたいわけですね。こ

れが、いわゆる私は市長が提唱している

人間基礎教育は庁内からという、人材育

成もそこなんですよね。そこを問いたい

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それから、創造的人材育成、人事ばっ

かり質問して申しわけないんですが、わ

からないから教えてくださいね。

　この創造的人材育成の中での新規事業

で、新たに課長、課長代理に対して、仕

事の進め方も含めて、職員のマネジメン

ト能力を発揮する研修会もあったように

見ています。その中で、いろいろ気にな

るんが、日常の仕事の改革、仕事の進め

方、これはまさに行財政改革の中で今やっ

ていかなければならないし、ＯｆｆＪＴ

でもやってますけれども、もう一方、見

とかなければならないのは、今、パワー

ハラスメントというのがないのか、それ

とかセクシャルハラスメントはないのか

ということが非常に気になっておりまし

て、平成１７年度が戒告５人おられまし

た。１８年度では今聞いている段階では、

今ゼロになっているけれど、ただ風潮と

してセクシャルハラスメントがあるよう

なことも一方では伺っていたこともある

けれども、実態として、どういう指導教

育をしていっているのかということを聞

かせてください。

　海外研修については、結構でございま

す。

　庁舎管理については、遠慮しながらご

答弁もいただいたんですが、私はこういっ

た庁舎管理事業で光熱水量、ここでこれ

ぐらいしか質問をしながら言えない部分

で、やっぱり地球温暖化をいかに抑制し

てくるか、その中にはいろいろな二酸化

炭素を抑制していかなければならない、

だから光熱水費を抑えていくんやと、光

熱水費を抑えていくために、庁内の空調

温度を２８度にしていったり、先ほど村

上委員が言うているように壁面緑化をやっ

ていったり、そして副市長名で出ていっ
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たクールビズの取り組みをやっていった

り、いろいろと京都議定書に基づいて、

今、取り組んでいるときですね。だから

光熱水費の削減については、これについ

ては歯どめとしては、先ほど電力の自由

化による、デマンドを抑制したわけです

な、最高需要電力を抑えながら、その中

で契約電力を抑えていった、これが歯ど

めですよね。もう一方での人的な努力と

して、やっぱりクールビズというのは推

奨していかなければならないと思います。

１８年度の結果については、私は、ある

ときに市長にも怒った経緯があります。

こういったことについて、副市長ね、こ

ういう、私はこのクールビズにしてでも、

まず決めたことは守ろうやんかと、６月

１日から９月３０日まで決めるやろう、

これが地球温暖化防止や交通安全対策で

も全部必要やと思うんですよ。その中で、

決める前段の中での議論については、ど

んどん議論してくれやと、しかしながら、

今度６月１日から決めた段階では、そう

いった中でのネクタイ外すというのは象

徴ですよ。上着を着ようが半そでを着よ

うが長そでを着ようがいいんやけど、夏

の軽装でやっていきますという中で、やっ

てきた行為についてどう思っているのか、

見解をお願いしたいと思うし、来年度の

取り組みについてどう議論していくのか

と。

　それから、市有財産の管理事業につい

ては、もう少し議論をしたかったんです

が、これについては、土地の部分は、ま

だ公園とかいろいろということを伺って

いるので、あんまり深く議論をしたくな

いです。ただ、財産管理という面につい

ては、これからもより慎重にやってもら

うのと、土地開発公社という総務所管の

部分がありますので、その辺の土地開発

公社の負債部分を将来見据えながら、改

善を早期にやっていただきたいというふ

うに思いますし、遊休地ありますね、こ

ういったことについてでも、いろいろと

検討していただきたいことを要望してお

きます、これはね。次なる予算のときに

どう計画していくんかは、また改めて質

問させていただきます。

　車両賠償事業についてでの、車両管理

責任者からのご答弁については、それで

いいんではないかなというふうには思い

ますけれど、もう一方での人事課が事務

局である労働安全衛生事業に対して、本

来ならばああいった損害賠償、議案になっ

ている分もありますが、今まで私ども聞

いているのが、議場において二度とこの

ようなことがないように徹底をいたしま

すということは常に聞いております。過

去、議会でも聞いたことがあると思うん

ですが、ならば摂津市の総括安全衛生管

理者並びに安全委員会をどういう感じで

開催しているのかということを聞きたい

んですね。

　ここに摂津市職員安全衛生管理規則と

いうのがありまして、委員会の委員が市

長公室長、総括安全衛生管理者、これは

現業の方２人、市長公室長が指名する５

人、それから労働組合が７人。労基法か

らいきますと、総括安全衛生管理者を任

命をして、定期的な委員会を会合し、そ

して、そこに携わる職員の危険、または

健康傷害を防止するための処置をする、

安全または衛生のために教育の実施をす

る等々、大きくは５項目で、項目は８項

目あるわけですね。定期的な会合もせな

あかんわけです。今、そういったことも

踏まえての、摂津市における労働安全衛

生委員会の実態についてご答弁いただき

たいというふうに思います。

　それから、行政情報化推進事業につい

てでございます。これにつきましては、
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難しいことはよくわかりませんが、ご答

弁をいただき、いろんな資料を見ていた

だいたら、オープンシステムに持ってい

く経緯の中で、本当に担当課の努力とい

うのはかいま見れまして、本当にご努力

に敬意を表しておきたいというふうに思

います。

　先ほどもホストコンピューターとオー

プンシステムの経費の差異もお聞きしま

したが、今、数値を出されている予測数

値を、今度は下回らんように、より経費

削減に努めていただくということと。も

う一つは、使う側の立場に立っての簡素

化ができることに努めていただきたいと

いうことで、要望としておきます。本当

にご苦労さんでございます。

　監査事務局でございますが、私こういっ

た、費用弁償のあり方については、先ほ

ど総務部長からご答弁もいただきました。

地方自治法の中で出てきておるという川

上次長からのご答弁でございましたが、

なぜ私がこういった質問をしているかと

いう意図がもう一つわかってないんと違

うかなと思いながら、本来の、こういっ

た地方自治法に乗ってくる項目の、もう

一つの裏に、はっきり言うたら大阪府、

大阪市の議員が費用弁償ということで交

通費、会議に参加したら、そういったこ

とになっていると言われているわけです

ね。我々摂津市はそういったこと一切ご

ざいませんけれども、ややもするとそう

いった誤解を招く恐れもある。法律に基

づいては、今言うているように款項目節

がある中で、そういったところは旅費、

交通費でまるめておいて、説明のときに

わかるようにはしているというのが、今、

総務部長のご答弁でございまして、そう

いったことを監査から見てどうであるん

かということ聞いてるわけですな。

　それと、物すごく不丁寧なのが、私は

一部に留意すべきであるという各課の部

分を聞いているわけですね。あれ先ほど

言いました部分で、それぞれ各課は全部

同じ項目やったじゃないですか、監査と

して。ならば、それは同じ項目で、次年

度に対しての歯どめはどんなことをやっ

ているんですか、再発防止は。物すごく

ほかは丁寧に答弁いただきましたけれど、

十把一からげで答弁されとったら、ちょっ

と違うん違うかなと思うね。あなた方が、

出している監査結果報告書なんですよ、

本来やったらもうちょっと使命を持って

提出してくれと言いたいぐらいです。そ

れを我々、議会としてはチェックしてい

ますからね。

　それから、大阪府議会議員選挙費用に

ついては、これはもう考え方の相違かも

わからないけれど、私はトータル２，３

００万円かかるんやったら、そのうちの

補助金が５割ならば５割をやっぱり当初

予算で組んでおきながら、補助金がその

うちの１０分の何パーセントやったとか、

全体の何パーセントだったとか、繰越明

許を打っておくべきであったんではない

かなという考えはいまだに持っています、

この部分についてはね。そういった運用

をすることによって、市民啓発にもつな

がってくる。特に選挙になってくると、

むだな金を使っているん違うかとか、い

ろいろとやっぱり取りざたされてくる部

分と、投票率の低下もあるから、我々も

やっぱり当初予算を見ながら、それに対

して啓発費用がどれだけいってんねんと

か、実際に投開票費用でどんだけ事務経

費がいってんねや、その中でもっと予算

をつけてやるべきやろうというような議

論ができるわけですね。そういった部分

で、私は当初から全体予算案を示しなが

ら、年度内ではこれだけの予算で補助金

が全体の何分の１であって、継続をすべ
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きやとかいうことですね。そういったこ

とは、これは意見として言うときます。

ただし、その補助金は摂津市から出して

いる全体の、例えばもう平成１８年度予

算に限って言うならば、全体かかったの

が１１７％でございまして、府の補助金

が６４３万５，０００円ですよね。これ

が１０分の１０というのは、我々の考え

は一事業に対しての、全体予算に対する

補助金が何ぼ入るのやという考えなんで

すよね。そやから、こういう提示の仕方

が正しいのかどうかというのはね、ちょっ

とご答弁いただきたいな。だから、一つ

の事業をやる場合に、国、府で５０％、

２分の１ね、摂津市が４分の１とかいう

やっぱり予算振りありますよ。その中で、

全体が何ぼやねんというのが本来の出し

方と違うかなと思ってますのでね。

　それとあとちょっともう１点だけ。総

務防災課の関係でね、ハザードマップの

関係があって、これから防災訓練等々が

いろいろあるんですが、私はさっき村上

委員が質問してる部分とはちょっと違い

ながら、要は防災資機材も含めて、もう

少し充足しとかなければならないなと思っ

ているんですよね。特にハザードマップ

が、あれだけ水位が２．５メーター、４．

５メーター、それこそ２００年に一遍が

来るかどうかわらないけれども、しかし

ながら、そのときの浸水状況を見たとき

に、防災資機材は今、低位置のところで

すね、すべてね、１階部分にあるわけで

すね。各小学校、１２小学校に置いてい

る部分は、これはやっぱりこれだけハザー

ドマップを出したんやったら、これから

の年度計画を踏まえながらやっていかな

ければならないし、それと、つい最近、

上町断層で地震が起きた場合、どれだけ

の被害が起こるかという新聞報道がされ

ましたよね。それも今コピーして持って

いるんですけれども、あれの今度、想定

範囲からいったときには、今の体制で本

当にそれで大丈夫なのかという心配があ

るわけですね。

　きょうは決算でございますから、その

１８年度、決算の年度内における、僕は

自主防災訓練ね、何回も行かせていただ

いているんやけれども、何かこれはあん

まり言うたら失礼なんですけれど３回、

４回やってきたら、どうもマンネリ化し

ているような感がしていくわけですね。

　シルバー人材センターの空き缶回収の

人から、煙のね、これは消防が管理して

くれているんですかね、煙体験コーナー

とか、いざとなったときにやろうとして

いるやつはいろいろあります。そういっ

たことは、これからも、まだ継承して力

を入れていったらいいんですけれど、い

ざというときに自分の地域から避難場所

に行く避難経路とか、避難場所というの

がまだ周知徹底できてないように思うし、

防災資機材もまだ充足はできていないと

いうように思ってるんですけれど、この

防災の関係で言うならば、非常に難しく

て、答弁は結構でございます。答弁は結

構で、やっぱりそういったことを意識し

ながら、やっぱり取り組んでいただきた

いなというふうに思っております。

　庁舎前の駐車場のカードの関係なんで

すけれど、もう忘れたかもわかりません

けれど、もともとあそこの駐車場の入り

口に小屋を建てたときの議論なんですね、

これは。そのときに、要は休憩室を建て

るというから、この総務常任委員会で休

憩室とは何ぞやと、案内ができるように

窓はやめて扉にして、そこで案内をして

いくようなことに、体制にやったらどう

やということで、苦肉の策でやった方策

なんですよね。そのときには、駐車場ナ

ンバーごとにカードを渡してやろうや、
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それやったらふくそうするから、ブロッ

ク管理でやっていこうや。この質問させ

ていただいたのも、最近になって、私も

ここにとめるようになりましたけれど、

きのうも行ったらバックしてくれってバッ

クしました。前の車が曲がられへんから、

そのまま前へ行ったら、誘導やから来い

来いって言って行ってるけれども、向こ

うからぐるっと回られて、そこにもう入

れられているとかいう、再度実態を調べ

てほしいんですね。市民サービスが本当

にそれでいいのかどうか。もう一つは、

そういったことならば、あそこの駐車場

の有料化、それから自動発券機を置きな

がらの、そういったことも検討していっ

た方がええん違うかなというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

　自衛官のやつも結構でございます。

○山本善信委員長　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、再質問の一

番最初のところに、財政問題等がござい

ました。

　それぞれ、基金、経常収支比率、ある

いはたばこ税の問題等々ありまして、そ

れぞれ関連いたしますので、本来でした

ら財政課長と分けて答弁するところなん

ですが、関連いたしますので、私の方か

ら答弁させていただきます。

　まず最初に、基金の問題でございます。

　それぞれ実質収支に関する調書といた

しまして、決算書の２５３ページに調書

がございます。これはまさしく実質収支

額だけで、これをベースにいたしまして、

総務省の定める決算統計を作成いたしま

す。その作成をいたしました結果が、事

務報告書の５３ページのところに、平成

１８年度決算状況というのを提示させて

いただいております。ここで実質単年度

収支、ご質問のありましたように、平成

１８年度につきましては５億１，２６６

万８，０００円のマイナスというふうに

なっております。これは、ご承知のよう

に総務省の決算統計の作成には一つの決

まり事がございます。先ほど言いました

ように積立金、あるいは取崩金について

は財政調整基金のみをもって計上すると。

実質的には総合福祉会館再整備基金、あ

るいは公共施設整備基金に、以前の借入

的繰り入れを返還したところでございま

す。これらは反映されませんので、実質

的には黒字であっても、ここで表現とし

ましては５億１，２００万円ほどの赤字

になっているということでございます。

これで、総合福祉会館の基金をことし、

第１回定例会のときに、要は廃止の議案

を上げさせていただき、ご可決いただき

まして廃止になりました。その総合福祉

会館の、いわゆる積立先で、それぞれ財

政課の方でいろいろ議論をさせていただ

きました。

　まず一つは、ご指摘のように財政調整

基金に積み立てることがいいのか、ある

いは公共施設整備基金に積み立てるのが

いいのか、こういう二つの選択肢があっ

たというふうに記憶しております。

　まず、財政調整基金に積み立ていたし

ますと、それぞれ本来、総合福祉会館の

再整備基金は、いわゆる施設整備を目的

としたものでございまして、それなら一

般的に自由に使える財政調整基金よりも

公共施設整備基金の方が望ましいという

ことで、お互い施設整備を目的とする基

金の方に積みかえをしたところでござい

ます。ご指摘のように、オールラウンド

に使えます財政調整基金に一本化できれ

ば、財政運営といたしましては、非常に

便利で使い勝手のいい、あるいは制約の

かからない基金と言えるんですけれども、

実際は基金は後年度の支出に備えるため
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の積立金でございます。地方財政法第７

条には、決算剰余金の２分の１は積み立

てをしなければならないという規定がご

ざいますが、それ以外の規定はなく、自

由に積立先を決めることができます。し

かし、今後の財政運用を考えたときには、

施設整備事業が、新規の施設整備事業も

当然出てこようと思いますし、それから

老朽化する公共施設、これの再整備もや

はり考えなければならないというふうに

思います。こういうふうに考えたときに、

財政調整基金一本ではなしに、やはり公

共施設整備基金がある、あるいは積み立

ての残高があるというような、そういう

姿勢も我々としてはアピールする必要が

あるんではないかというふうに思ってお

ります。

　それから、次に経常収支比率が平成１

８年度決算で９５．２％になりました。

確かに１１０から９５．２ということで、

非常に大幅に好転をいたしました。我々

は、好転をしたというふうに決して思っ

ておりません。といいますのは、先ほど

説明がありましたように、分母で２０億

円の増収があり、それから分子の方で１

０億円弱の歳出の減がありました。差し

引き３０億円のプラス要因で、標準財政

規模が２００億円ですので、それの１５

％相当になろうというふうに思っていま

す。それで１１０が９５．２というふう

になりました。それのいわゆる歳入です

が、市たばこ税で１４億円の増収がござ

いました。ご承知のように、企業誘致条

例に基づきまして、５年間は通常収入す

るであろうというふうに我々見込んでお

りますが、６年目以降につきましては、

まだまだ収入については不安定でござい

ます。

　それから、公共下水道特別事業会計の

方に繰出金をしております。その繰出金

の中でも、１６年度から資本費平準化債

の発行によって、繰出金を抑制しており

ます。もし、このたばこ税がなければ経

常収支比率がどうなっているかと言いま

すと、それからもし資本費平準化債の発

行がなければ９５．２の経常収支比率は、

実は１０７．４％になっているというふ

うに思っております。これからいきます

と、実質的には１００％は経常収支比率

切りましたけれども、９５．２というの

は実感できないというふうなのが我々の

認識でございます。

　それから、たばこ税の増収について、

今後どういうふうに積み立てをし、等々

ということのご質問がございました。平

成１９年度当初予算なんですが、市たば

こ税を当初から１９億９００万円計上い

たしました。その結果、基金からの取り

崩しが６億７，４４２万５，０００円と、

１８年度当初から比べますと、７億７，

４１３万２，０００円減額することがで

きました。これはたばこ税の増収によっ

て、基金の取り崩しが少なくなったとい

うことになります。このたばこ税によっ

て、それぞれ歳出規模をふやすんではな

しに、基金からの取り崩しを減らしてい

るというのが実態でございます。

　ご指摘のありましたように、今後、少

子・高齢化時代になっていきます。平成

１７年度から人口減少時代に入ったとい

うふうに言われておりますが、今後、歳

出の増、歳入の減の顕在化が顕著にあら

われてくるというふうに我々思っており

まして、将来の財源確保のためには、基

金を１円でも多く残していきたいという

決意でございます。

　それから、一時借入金のことでござい

ますが、一時借入金で、それぞれ夕張市

の例がございました。それで、夕張市の

例なんですけれども、夕張市で平成１９
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年３月６日に財政再建団体に移行して、

再建計画がスタートされました。これに

よりますと、平成１８年度から平成３５

年までの１８年間に３５３億円の借金を

返すというふうになっております。非常

に膨大な数字で長い期間、住民に負担を

強いるような計画になっております。な

ぜ、こういう多額な借金が問題にされな

かったのかというふうに、まず疑問が残

ります。まずその一つの理由としては、

出納閉鎖期間を悪用した一時借入金を使っ

た会計操作によるもので、一時借入金は

短期の資金繰りであり、借金ではないと

いう言い訳がまずできたんではないかと

いうふうに思っております。

　それから、もう１点は、やはり会計の

番人である監査委員や、あるいは議会で

のチェック機能が働かなかったんではな

いかというふうに思っております。地方

自治法第２３５条の３では、それぞれ一

時借入金の最高額を予算で定めるという

ふうになっております。これでいきます

と、もちろん予算の審議のときに議会の

皆さん方にご審議をしていただいて可決

するということになるんですけれども、

本市の場合には平成１８年度、それから

平成１９年度、それぞれ５０億円という

最高限度を決めております。

　ちなみに、調べてみますと、夕張市の

例でいきますと、平成８年度末時点の一

時借入金が９２億１，０００万円という

ことでございます。それから平成１８年

度末では２９２億円という膨大な借入金

額になっております。これも、もちろん

議会の最高額の借入額の議決をもらわな

いと発行できない。だから２９２億円の

膨大な借入限度額も議会が承認したとい

うことになろうかと思います。本市の場

合に限りますと、監査委員、あるいは議

会において十分審議をしていただいてお

りますので、十分チェックを我々は受け

ているというふうに思っております。今

後も含めて、本市ではそういう会計操作

は絶対ないということを、ここで断言し

ておきたいというふうに思っております。

　それから、一時借り入れの運用でござ

いますが、それぞれ銀行の方から一時借

入金を借りますと、当然預け入れの金利

と、それから借り入れの金利が相当開い

ております。それぞれ水道企業会計で定

期預金をしますと、率の低い利率になり

ます。それから、本市で一時借り入れを

借りて、銀行の方で借りますと高利率に

なっていきます。それで、中間的な利率

の中で、水道企業やあるいは財産区財産

が利子収入として通常の預金利子よりも

高利率で運用ができる。私どもの方とい

たしましては、銀行に借りるよりも水道

企業や、あるいは財産区財産で運用する

方が低利率で運用できると、そういうそ

れぞれの各財産区財産、あるいは水道事

業会計、一般会計の双方のメリットの中

で運用しておりますので、ご指摘のよう

に一時借入金の中には、金融機関は一切

含まれておりません。

　それから、先ほどの人権の方の関係の、

寄附金のことでございます。私の方から

答弁をさせていただきます。通常、寄附

金には三つございます。一般寄附、それ

から特定寄附、それから条件つき寄附と

いうのがございます。一般寄附はただ収

入をされるだけで、それで済んでしまい

ます。ところが、特定寄附になりますと、

収入とそれから歳出と両方計上しなけれ

ばなりません。ところが、人権の方の、

それぞれの人間基礎教育の分については、

いただいた寄附金以上の歳出ができない

と、まだまだ十分工夫ができないという

ことで、歳入額の方が多額になっており

ます。その分につきましては、財政調整
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基金にとりあえずは積み立てをさせてい

ただいて、後年度に人間基礎教育にかか

ります経費が出てくれば、そこから取り

崩しをしていきたいというふうに思って

います。

　ただ、やはり寄附のことですので、寄

附者に対しましては、一定整理が終わっ

た段階で、これこれこういう事業に使わ

せていただきましたと、そういう報告な

り、あるいは連絡なりは当然必要かとい

うふうには思っております。

○山本善信委員長　山本課長。

○山本人事課長　それでは、まず１点目、

地域手当に関するご質問に対してでござ

います。近隣各市が１０％、１２％、場

合によっては国基準で１５％という状況

になっております。これは人事課といた

しましても把握をいたしている状況でご

ざいます。また、市全体をいろいろ施策

をする中で、国の方がいろいろと単価設

定を決めてくる場合がございます。特に

福祉の分野で決めてきている単価もござ

います。生活保護の関連、介護保険の関

連でございますと、その単価設定が一番

高い設定になっているということも認識

をいたしております。そういう全体を見

まして、人事といたしましても市長会を

通じて大阪府、国に対して要望をいただ

きたいということで、要望をしている内

容をご説明をさせていただきたいと思い

ます。

　まず、地域手当の指定基準につきまし

て、賃金構造の基本統計調査の中身につ

いて、やはり市町村に公表をいただきた

いということを、市長会の方に要望を申

し入れをしております。本市労働組合が

国なり人事院に対して、その中身の公表

であったりというところの、いろんな種々

手続をしておられるということも認識を

いたしており、人事課としても、市長会

ではございますが、そういう動きをして

いただきたいというふうに要望をしてお

ります。また、地域手当の指定単位が、

市町村区分別になっている状況がござい

ます。大阪府なり、都道府県の場合は広

いエリアで一括して決めてもいいという

状況で、これは余りに整合性が取れてな

いのではないかという認識のもとで、や

はり市町村の面積等々にも差がございま

す。古い資料かもわかりませんが、大き

な市においては２，１７９．３５キロ平

米、小さい市においては５．１キロ平米、

本市においては１４．８７キロ平米でご

ざいますが、こういうふうに同じ市であ

りましても、市域の広さが全く違うと、

こういう状況で市町村別になっているの

はいかがなものかということで要望をお

願いしたいということでの、市としての

ご依頼を上げている状況でございます。

　また、その賃金構造の中身を公表いた

だきたいという趣旨といたしまして、こ

れは実際、各市が払っておられる基準で

はございませんが、国が示された基準に

よりますと、隣接している大阪市、守口

市は地域手当が１５％、吹田市、高槻市、

寝屋川市は１２％、茨木市は１０％と、

本市が６％でございます。本市の周りを

取り囲んでいる各団体が１０％以上の地

域手当の指定を受けているということも

あり、趣旨の中に入れてはおります。そ

ういう状況で今後とも市長会を通じて要

望はしてまいりたいというふうに考えて

おります。また３年後の見直しでござい

ますので、来年一定の基準が示されると

思います。その辺の動きを見ながら、我々

としても各方面に要望してまいりたいと

いうふうに考えております。

　続きまして、係長試験の受験率が低い

というところで、責任が重くなる、受け

ない者との処遇の格差というところでご
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ざいますが、ご存じのように、国の給与

構造改革の変更に伴い、本市におきまし

ては、平成１９年から国に準ずる形で、

従前であれば、わたりという形で職階に

ついて係長級と主事級が同じ号級にあり

ましたが、この平成１９年度から、各職

階に応じた服務級という形に変更をさせ

ていただいております。

　改正前の給与制度によりますと、中に

は昇格する者、昇格しない者が給与処遇

面において余り差が起こらないのではな

いかという状況の中で、昇格に対する魅

力が余りないというふうに感じる職員も

あるやに聞いております。今後は、各級

とも最高号級を超えての昇給は行わない

ということもございます。平たく申しま

すと、昇格をしていかないと給料がふえ

ないという状況になろうかと思います。

昇格による給料面の魅力というのは以前

より少しは増してくるのではないかとい

うふうに考えてはおります。

　人事課といたしましては、こういう給

与制度が変更になった、改正されたとい

うことを、この４月に所属長を集めまし

て、説明をしております。機会があれば

繰り返し説明をしていきたいというふう

に考えております。ただ、昇格のみを目

指して、余り人の輪と言いますか、職員

の輪を乱すと言いますか、余り考えない

ような職員ができてもまた困ります。逆

に言えば、昇格しないから、それなりに

仕事をしようという職員がふえても困り

ますので、その辺、全職員間においてで

すね、与えられた仕事を的確にしていけ

るような職員を人材育成の中で目指して

いきたいというふうに考えております。

また、係長試験におきまして、新規に資

格を取得される場合がございます。そう

いう方が、そういった場合は、私の方か

ら所属長の方に若干メモを入れるという

ようなことはしており、受験率と言いま

すか、向上に努めているところでござい

ます。また、今年度におきましては、昨

年度受験者が１４名でございましたが、

平成１９年度は３１名ということで１７

名増加をいたしている状況でございます。

　続きまして、創造的人材育成事業でパ

ワハラ、セクハラに関するところでござ

いますが、特にセクシャルハラスメント

についてでございますが、本市におきま

しては、セクシャルハラスメントの防止

に関する要綱というのを定めております。

その要綱の中に相談員なり、苦情処理の

委員というのを設けておりますが、相談

件数につきましては、委員の方からもご

指摘ありましたようにゼロ件ということ

になっております。しかしながら、平成

１８年度、昨年度でございますが、全職

員に対してセクシャルハラスメントに関

する意識調査というのを行いました。そ

の回答内容を見てまいりますと、合計し

て８．３％、男性は９．１、女性は７．

３でございますが、そのパーセントの職

員が、そういうセクハラ行為を見たこと

があるというふうに回答をしております。

また、女性職員におかれましては、約１

割の方が受けたことがあるというふうな

回答も得られました。

　我々といたしましても、そういう意識

調査の結果から、そういうハラスメント

の予防、防止に関する充実が必要である

というような観点から、人権啓発指導嘱

託員の先生のアドバイスを受けて、参考

にですね、平成１９年ではございますが、

４月に要綱を改正をさせていただきまし

た。今までは、事務局を人事課の方で承っ

ておりましたが、やはり相談者の立場を

考えた場合に、女性政策課の方がいいの

ではないかということで、その点を変更

をいたしました。また、相談員を４名か
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ら１０名に増員をいたしております。そ

ういうところで、昨年じゃなく今年度か

らになりましたが、増員ということで相

談者の増員をいたしたところでございま

す。

　車両管理に関する労働安全衛生からの

お問いでございますが、ご指摘のように

事業所は安全衛生委員会などを毎月１回

以上開催をするようにしなければならな

いということはうたわれております。本

市の、委員、先ほどご指摘いただきまし

た管理規則になりますが、安全衛生委員

会の開催につきましては、その中の第１

０条に総括安全管理者、または委員の５

名以上の要請があれば委員会を招集、開

催するということになっております。こ

の規定になっておりまして、現在、定例

的ではございますが、年間に４回程度の

会を開催をいたしております。その中で、

先ほど申しましたように、機会があれば

交通安全に関する事案につきましても、

ご説明、指導をさせていただいていると

ころでございます。また、１３条におき

まして、事業場安全衛生委員会というの

がございます。そちらの方は外部職場で、

生活環境部と教育委員会の方に庶務担を

お願いしており、そちらの方で開催をい

ただいております。その所轄する二つの

課の所属長が総括安全衛生管理者になっ

ていただいている状況でございます。そ

ちらにつきましては、おおむね毎月１回

ずつ開催をしておるという状況でござい

ます。また、その中で事案があれば、ま

た他市の事案でも、等々があれば、そう

いう安全運転についてのご指導等々を行っ

ているという状況でございます。よろし

くお願いいたします。

○山本善信委員長　杉本次長。

○杉本総務部次長　２点お答えいたしま

す。副市長にというお話もございました

が、私の方から先、クールビズの件でお

話しします。ことしの６月１日の朝でご

ざいますけれども、私、ネクタイしてお

りまして、当時の三好議長に一番初めに

怒られた者といたしまして、ちょっと反

省も込めてお話をさせていただきます。

　クールビズは確かに環境対策課が呼び

かけをし、庁内の職員にということになっ

ております。実は２８度にするというこ

とに主眼が置かれていて、別にネクタイ

をしていてもいいんではないかなという

ふうな、ちょっと思いを自分の中で持っ

ておりました、実は。そういうご指摘も

いただきましたので、いろいろと調べて

みました。そうしましたら、トヨタ自動

車などは、もうすべて来訪される方すべ

てに対してノーネクタイ、民間企業の徹

底したやり方であるなと思いましたし、

またそういう象徴的に行うことの大事さ

があったのかなと、反省をした次第でご

ざいます。それ以降は１回もネクタイを

しておりませんけれども、今後、ウォー

ムビズ、クールビズありますけれども、

そういう温度、エネルギーを管理する我々

としましては、また環境対策課と一緒に

なって、もうちょっと強化したやり方で

呼びかけもし、そういうことの、ご指摘

されるようなことのないように、また取

り組んでいきたいなというふうに思って

おります。

　次に、駐車場の件でございます。駐車

場の件、経緯はよく存じております。一

つは市民の、先ほど申しました市民意識

調査の意見がございました。もう一つは、

実は一方で誘導員が多過ぎるんではない

かという意見も相当に寄せられておりま

して、４名おりました、当時。それで３

名にいたしました。そのカードを渡すこ

とによるもめごとというのも何件が発生

しております。なぜこんな暇やのに渡さ
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ないかんねんみたいな話もあったりとか。

その辺もありました。それと３名になっ

たということで、カードを渡すことによっ

て２名取られるみたいな形になっており

ましたので、誘導というのは一つ確かに

仕事はあるんですけれど、もう１点、歩

道を横断しますので、誘導される方にし

ていただきたいのは、安全確保、歩行者

等の安全確保確認というのをお願いした

いなという思いがございまして、むしろ

そちらに力を入れてほしいという思いが

ありまして、私の独断ではあったんです

けれども、そういうブロック別のカード

制というのは取りやめてみました。

　先ほども申しましたけれども、混雑時

においてどうかなという心配もいたした

んですけれども、今の私の考え方では今

の方がよりベターではないかなというふ

うに考えております。けれども、有料化

の議論と、またおっしゃっておりました

けれども、これについては以前から申し

上げておりますけれども、市役所を使わ

れる方に対する駐車場のあり方というの

は、ちょっと有料化というのは我々とし

ては踏み出しにくいんではないかなとい

うふうに考えております。

○山本善信委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　男女共同参画セン

ター使用料について、委員ご指摘の件で

ございますが、本来の事務処理といたし

まして、窓口で現金を受領後、直ちに納

付すべきところを、還付手続の際に手元

にあった現金で、その場でお返しをして

しまいましたことから、結果といたしま

して、マイナス調定を切るなどの事務処

理がされておらず、決算書には相殺され

た後の歳入のみが計上となっております。

○山本善信委員長　井口課長。

○井口秘書課長　それでは、秘書業務委

託料につきまして、答弁をさせていただ

きます。

　先ほどの答弁で少し触れさせていただ

いたかとは思うんですけれども、再度、

本市の秘書業務につきまして、ご報告い

たしますと、形態につきましては、労働

者派遣法に基づく派遣契約を締結させて

いただいております。したがいまして、

派遣職員への指揮、命令権につきまして

は、市側にございます。秘書業務は専門

性と指揮、命令を要する業務であります

ことから、委託契約ではなく、派遣契約

を採用いたしました。また予算の編成手

続上、先ほどありますように２８節、支

出科目は限定されております。そのため

派遣料とはなりませんで、節１３、委託

料ということで、この科目から支出をさ

せていただいておるところでございます。

　それと、予算措置が人事課ではなく、

なぜ秘書課かということでございますが、

病休等一時的な職員補充のための予算は

人事課、それ以外、恒常的な業務に伴う

人件費につきましては、各担当課でとい

うことがございますので、秘書業務につ

きましては、秘書課で予算措置をいたし

ました。

○山本善信委員長　川上次長。

○川上監査委員事務局次長　先ほど監査

委員事務局にかかわります答弁をさせて

いただきましたんですけれども、ご質問

の趣旨にかなわない点がございまして、

おわびを申し上げます。

　改めまして、中身について少し子細に

立ち入って申し上げれば、当委員会所管

ということで申し上げますと秘書課、人

事課、並びに議会事務局というのが、そ

の一部に留意すべき点ということに該当

をすることになります。秘書課並びに人

事課につきましては、先ほどちょっと申

し上げました、資金前渡事務の処理にお

ける遅延ということでございました。議
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会事務局におきましては、委託契約事務

のおくれということでございまして、本

来、いわば事務を執行し、委託契約締結

については、その事務開始時期に間に合

う形で委託契約しないといけないわけで

ございますけれど、それにちょっと遅延

が見られたということでございました。

並びに、等し並なその表現でございます

と、監査結果の公表としていかがなもの

かということでのご指摘もちょうだいし

ております。この辺、私ども事務局の立

場でございますので、たちまちこうさせ

ていただきます、あるいはこういたしま

すということは、ちょっとお答えしにく

うございますので、これは持ち帰りまし

て、早速、監査委員の耳にもお入れして

いきたいというふうに考えております。

○山本善信委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　私の方からは、広報

紙についてご答弁申し上げます。

　広報紙なんですが、まず広報せっつは

市制施行当時から発行されていたものと

思われます。その際、昭和４６年からお

知らせ版として人権や財政などの特集号

としてお知らせ版が登場しました。今の

形になったのは、昭和４９年からと思わ

れます。その際に新聞折り込みが始まっ

たものと思われます。それで、自治会の

加入率に関しましては、１８年が７３％、

１９年度においては７０％と、加入率が

下がっていることも十分認識いたしてお

ります。しかし、広報を、市の情報をお

届けするに当たって、多くの転入者の方

からは、広報がなぜ届かないのか、近隣

市においてはこの全戸配布がかなり以前

から実施されておりますので、そういう

問い合わせを多く受けておりました。

　それで、広報紙を等しく配布すること

も一つの使命と考えておりまして、この

新聞折り込みを、この１９年７月からポ

スティングによっての全戸配布に切り換

えいたしました。この実施に当たりまし

ては、ことし２月、予算計上前に自治連

の会長にご相談申し上げました。その際

に新聞折り込みの配布方法の変更であり、

一定の了解はいただいたものと思ってお

ります。また、全戸配達の実施に当たり

ましては、６月１日号、１５日号の２回

の広報紙のお知らせを実施いたしました。

しかし、先日、自治連の役員の方から、

十分周知されてないではないかという指

摘もいただきました。その中で、１０月

１５日においては、自治会回覧で改めて、

この全戸配布のお知らせを実施したとこ

ろでございます。１５日号に関しまして

は、引き続き自治会のご協力を得て配布

してまいりたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

○山本善信委員長　豊田参事。

○豊田選挙管理・公平委員会事務局参事

　私の方から公平委員会にかかわります

地域手当の措置要求についてご説明をさ

せていただきたいと思います。職員の勤

務条件に関しての措置要求については、

第三者的立場より公平な立場に立ち、任

命権者からの答弁書を徴した上で、公平

委員、３委員さんの審査により判定をさ

れたものでございます。判定内容につき

ましては、人事院勧告の内容を受けて、

市当局と市労連の間に交渉を妥結され、

その結果、協定締結され、議会提案、可

決と所定の手続はなされており、その内

容については不法性がないことから、棄

却されたものでございます。

　委員ご指摘の地域手当が近隣において

８から１２％であることにつきましては、

公平委員さんにおかれましても、審査の

過程におきまして、国が地域手当を本市

において６％とされたことにつきまして、

十分な論拠が示されていないことについ
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て、本件の判定を離れた部分について課

題を残されているということと考えてお

られました。しかしながら、最終的には

公平委員会としての職責の範囲では、棄

却という判断をせざるを得なかったとい

うものでございますので、ご理解をお願

いしたいと思います。

　続きまして、大阪府議会議員選挙にか

かります１０分の１０の表現の仕方につ

いて、先ほど説明させていただいた、年

度をまたぐ選挙ということで、１８年度

と１９年度を合わせた結果、１００％の

府の委託金で賄えることを意図したとこ

ろで、１０分の１０という表現をさせて

いただいているところでございますけれ

ども、委員ご指摘のとおり、わかりにく

い点もございますので、決算書というこ

とで、ほかとのバランスもあるかと思い

ますので、財政課と関係部局と相談させ

ていただいて、今後考えさせていただき

たいと思います。

○山本善信委員長　副市長。

○小野副市長　財政運営につきまして若

干、総務部長が言いました中身で申し上

げたいと思います。

　今日まで確かに、今まで議会言われて

いました起債残高約９７０億円の時代が

あり、１９年度予算で７６０億円までき

たと、ここまで来るまでには第１次、第

２次行革、第３次行革という形の中で、

大変な議会のご支援なり、市民の方々に

ご迷惑をおかけしてきたというふうに思っ

ております。ただ、今、三好委員おっしゃっ

ているように、私どもはこれは一瞬の花

火になってはいけないというふうに思っ

ておりまして、とりわけ平成２０年度予

算について、今日まで苦しんできたのは、

まさしく公債費によるピークと、これが

乗り切れないのではないかということを

お願いしますと申し上げました。

　それから１９年度から２２年度までの

退職手当、約５０億円、まだ残っており

ます。これは税収が若干狂えば、これが

また狂ってくるということは、非常に危

惧されると。そこに一部、ちょっと危惧

しておるのは、摂津市はもう改善したん

ではないかというような危惧があります。

　私どもは、この１０月３日に予算編成

方針で、そうではないと、それで一つ言っ

ておったのは、企業誘致条例による歳入

がなければ経常収支比率は１０２ポイン

トでありますよと、それで資本費平準化

債なければ１０７．４まで登ってくると、

この二つがあるがゆえに、こういう形に

なっておるということであるので、まさ

しく企業誘致条例は５年間で一応時限だ

ということになるならば、そこからは基

金の取り崩しなんだということをわかっ

た上で予算編成しなきゃならない。私ど

もは、今までみたいに借金も身のうちと

いうような考え方の中で、起債に頼って

いくと、また２０年度予算の中にも事業

で起債に頼るということになってきます

と、この３か年平均の実質公債費比率、

近畿２府４県でワースト５位という、こ

の状況から脱し切れない形になる可能性

があるので、ここを見た上で平成２０年

度予算は十分な、その辺のところを配慮

しながら、辛抱するものは辛抱すると、

やるべきものはきちっとやっていくとい

う形でもって予算を組ませていただきた

いなというのが基本的な、今考えておる

基本的な視点でございます。

　それから、このクールビズの点でござ

いますが、委員ご指摘のように、決めた

ことは守りなさいよと、議論があるんで

あればもっと議論すべきやないのかとい

うことであります。確かにその議論はご

ざいました。それで、一部議会でも言わ

れましたように、ここでは読み取れませ
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ん、この広報紙では。クールビズは軽装

でノー上着、ノーネクタイを実施します

とはっきり書いておるわけですから、こ

こには全然読み取る余裕がないと。ただ

私どもは、これは、目的は２８度の設定

をしてですね、それで地球温暖化防止の

その手法としてノーネクタイでありノー

上着をやっていこうということでありま

した。若干来年度に向けて、この趣旨は

十分活かしてやってまいりますが、市と

して若干危惧しておるのは、確か三好議

長の時代には、そのことを言われたとき

にはですね、私はこういう温暖化防止の

やっておりますので、それで、市として

の公式的なものとかですね、若干、６月

からの４か月間の間にいろんな、市民の

形もございました。来庁者の間でも。そ

ういうことも、もう少し整理した上で、

内部で議論した上できちっと守るべきは

守ると、基準をつくるなら基準をつくる

と、目標と言いますか、こういう方法で

目標をこう持っていこうということは、

もう少し内部で議論しとかなければいけ

ないなということは残っております。上

着着て行っても、私は寒く感じるんです

よというふうな職員もおったわけでござ

いますから、それを言ってしまいますと、

これが飛んでしまうわけですね。そうい

うことのないような、またもうちょっと

議論した上で、やるならきちっとみんな

が納得してやっていくという形を、もう

少し議論をした上で、来年度に向けて取

り組んでまいりたいと、そのことは事前

にまた議会でも十分、ご協議を申しなが

ら、その地球温暖化防止に向けて取り組

みさせていただきたいなということを思っ

ておりますので、もう少し内部で議論は

してみたいことはしてみたいということ

は思っております。

○山本善信委員長　三好委員。

○三好委員　もう時間も来ましたし、久々

に質問をさせていただいて、再質問しよ

うというふうには思っていましたけれど

も、もうきょうはこれで、この平成１８

年度決算は、それぞれ皆さん方の本当に

真摯なご答弁をいただきまして、またさ

らなる展開をしていただけたらというふ

うに要望だけしておきたいというふうに

思いますが、１点、駐車場の考え方は、

小屋をつくったから、そういった経過に

なってきて、小屋がなければ私もそれで

は同感なんですよ。あるからという観点

から言うてるから、きょうはもうその程

度にしときましょう。改めてその考えは

言うときます。

　秘書業務の委託料というのはね、決算

概要に、あなたがそういうふうに書いて

いるから、私は言っているだけであって、

それならば派遣業として書くんやったら、

こういう質問はしてないんです。まずは、

そういったことの精査をしながら、ちゃ

んと答弁をしていただきたいなと言うて、

感想だけ言うときます。

　牛渡課長のところは、本当に正直に言

うていただきました。これは男女共同参

画センターを責めるんではなしに、やや

もすると、こういう時代だからひずみが

生じて、そういう現金徴収をしたり、そ

れを今度、本来の入金しとかなければな

らない、繁忙になってきてますよね、職

員がどんどんどんどん減ってきたり、い

ろいろな、そういう業務のふくそうの中

で出てきた案件かなというふうに思って

おります。ただ単なる一課だけを見るん

ではなしに、改めて全課、特に人事の方

が指導をしていただくことを要望いたし

まして、質問を終わります。

○山本善信委員長　本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。

（午後５時４分　散会）
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委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 山 本 善 信

総務常任委員  三 好 義 治
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